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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革 

 

＜学校法人の沿革＞ 

明治 25 年 
淑徳中学校／淑徳高等学校が校祖輪島聞声によって東京

小石川に淑徳女学校として創立（東京都板橋区） 

大正８年 
淑徳巣鴨高等学校が社会福祉施設マハナヤ学園として東

京・西巣鴨に創立（東京都豊島区） 

昭和６年 大乗学園 巣鴨女子商業学校を創設 

昭和 19 年 
淑徳幼児教育専門学校が東京高等保育学校として創立（東

京都板橋区） 

昭和 21 年 

淑徳大学短期大学部が淑徳女子農芸専門学校として埼玉

県与野に創立（東京都板橋区）  

淑徳与野高等学校が淑徳高等女学校の与野分校として創立

（埼玉県さいたま市） 

昭和 23 年 淑徳幼稚園創立（東京都板橋区） 

昭和 24 年 

浄土宗立淑徳学園と大乗学園が合併し、財団法人大乗淑徳

学園が発足 

淑徳小学校創立（東京都板橋区）  

淑徳与野幼稚園創立（埼玉県さいたま市） 

昭和 26 年 私立学校法の成立に伴い、学校法人大乗淑徳学園が発足 

昭和 40 年 淑徳大学創立（千葉県千葉市）  

平成６年 
淑徳日本語学校が淑徳文化専門学校日本語研修科から独

立、開校（東京都板橋区）  

平成８年 
淑徳巣鴨中学校が淑徳巣鴨高等学校に併設（東京都豊島区） 

淑徳大学埼玉キャンパス開設（埼玉県入間郡三芳町）  

平成 17 年 淑徳与野中学校創立（埼玉県さいたま市）  

平成 19 年 淑徳大学千葉第二キャンパス開設（千葉県千葉市）  

平成 24 年 淑徳幼児教育専門学校廃止 

平成 26 年 淑徳大学人文学部を東京キャンパスに開設（東京都板橋区） 
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＜短期大学の沿革＞ 

昭和 21 年 淑徳女子農芸専門学校創立（埼玉県与野） 

昭和 24 年 校名を淑徳女子専門学校に変更 

昭和 25 年 学制改正により淑徳短期大学となり、農芸科を設置 

昭和 34 年 農芸科を農芸栄養科に変更 

昭和 35 年 キャンパスを埼玉県与野市から東京都板橋区前野町へ移転 

昭和 36 年 社会福祉科増設 

昭和 44 年 農芸栄養科を食物栄養学科に変更 

昭和 45 年 社会福祉科を社会福祉学科に変更 

昭和 62 年 英語学科、国文学科を増設（埼玉県三芳町） 

平成３年 社会福祉学科を社会福祉専攻と介護福祉専攻に分離 

平成８年 
英語学科と国文学科を淑徳大学国際コミュニケーション学

部に改組 

平成 15 年 音楽情報棟（現 1 号館）完成 

平成 18 年 

こども学科開設 

男女共学実施 

短期大学基準協会による認証評価「適格」と認定 

平成 19 年 4・5 号館完成 

平成 22 年 
こども学科を 150 名に定員変更 

社会福祉学科 医療事務・秘書コースを増設 

平成 24 年 こども学科を 250 名に定員変更 

平成 25 年 短期大学基準協会による認証評価「適格」と認定 

平成 26 年 
淑徳大学短期大学部に名称変更／社会福祉学科を健康福祉

学科に名称変更 

令和２年 4・5 号館に増築し６号館完成 
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（2）学校法人の概要 

 学校法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

 

教育機関名 所在地 
入学

定員 

収容 

定員 

在籍 

者数 

淑徳大学大学院 

総合福祉研究科 

看護学研究科 

 

千葉県千葉市中央区大巌寺町 200 

千葉県千葉市中央区仁戸名町 673 

 

35 

5 

 

75 

10 

 

43 

15 

淑徳大学 

 総合福祉学部 

 ｺﾐｭﾆﾃｨ政策学部 

 看護栄養学部 

 経営学部 

 教育学部 

 人文学部 

 

千葉県千葉市中央区大巌寺町 200 

 

千葉県千葉市中央区仁戸名町 673 

埼玉県入間郡三芳町藤久保 1150-1 

 

東京都板橋区前野町 6-36-4 

 

450 

95 

180 

200 

150 

145 

 

1,800 

410 

720 

800 

450 

535 

 

1,779 

414 

704 

799 

451 

557 

淑徳大学短期大学部 

 健康福祉学科 

 こども学科 

 

東京都板橋区前野町 6-36-4 

 

 

90 

250 

 

180 

500 

 

140 

434 

淑徳高等学校 
東京都板橋区前野町 5-14-1 

320 960 1,219 

淑徳中学校 140 420 535 

淑徳巣鴨高等学校 
東京都豊島区西巣鴨 2-22-16 

375 1,125 1,198 

淑徳巣鴨中学校 105 315 329 

淑徳与野高等学校 
埼玉県さいたま市中央区上落合 5-19-18 

360 1,080 1,127 

淑徳与野中学校 120 330 390 

淑徳小学校 東京都板橋区前野町 5-3-7 105 630 669 

淑徳幼稚園 東京都板橋区前野町 5-32-8 35 105 108 

淑徳与野幼稚園 埼玉県さいたま市桜区白鍬 681 105 315 296 

淑徳日本語学校 東京都板橋区前野町 5-24-8 80 120 100 

学校法人 大乗淑徳学園 計  3,345 10,880 11,307 

※定員変更については、以下を参照 

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 H30 編入定員 30 名減（30→0 30 減） 

ｺﾐｭﾆﾃｨ政策学部ｺﾐｭﾆﾃｨ政策学科 H30 95 名に入学定員変更（125→95 30 減） 

         人文学部表現学科 H30 85 名に入学定員変変更（60→85 25 増）  

              人文学部歴史学科  H30 60 名に入学定員変更（40→60 20 増） 

   教育学部こども教育学科 R2  150 名に入学定員変更（100→150 50 増） 

淑徳与野中学校          R2  120 名に入学定員変更（105→120 15 増） 
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（3）学校法人・短期大学の組織図  

 組織図 

 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 本学の立地する板橋区の人口動向は、世帯数約 31 万世帯、人口約 57 万人となって

おり、５年前と比較すると人口は約２万人増加している。人口に占める年少人口（０～

14 歳）の割合は 11％、生産年齢人口（15～64 歳）の割合は 66％、老年人口（65 歳以

上）の割合は 23％となっている。 

 板橋区は東京 23 区の北西部に位置しており、埼玉県和光市と戸田市に隣接をしてい

る。商業・都市農業・工業が併存し、都内でも有数の産業都市である。平成 28 年度か

ら 10 年間、区政を総合的・計画的に推進していく方向性と目標を示した「板橋区基本

計画 2025」を策定し、「９つのまちづくりビジョン」を掲げ、区の発展に向けて取り

組みを行っている。 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

 本学学生の出身地域別の入学動向は、立地隣接県である埼玉県が約 60％を占めてお

り、東京都を含めると、この２都県で全体の約 80％を占めている。２都県以外で特に

入学者が多い出身地はなく、全体の約 20％は東京都・埼玉県を除く関東県内や地方か

らの進学者である。 

 本学の最寄り駅は東武東上線のときわ台駅であり、東武東上線は東京都の池袋駅か

ら埼玉県を結んでいる鉄道路線である。JR 埼京線や京浜東北線が停車する赤羽駅を経

由し、路線バスにて本学にアクセスすることもできる。どちらも埼玉県からのアクセ

ス環境が良く、そのため埼玉県からの進学者が多い理由にもなっている。 

 

地域 

平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

東京都 58 17.3 52 16.0 71 20.2 81 22.7 53 17.4 

埼玉県 200 59.7 208 63.8 222 63.3 199 55.7 185 60.6 

千葉県 16 4.8 17 5.2 10 2.8 24 6.7 8 2.6 

神奈川県 3 0.9 4 1.2 3 0.9 7 2.0 6 2.0 

茨城県 7 2.1 3 0.9 5 1.4 9 2.5 6 2.0 

その他 51 15.2 42 12.9 40 11.4 37 10.4 47 15.4 

計 335 100 326 100 351 100 357 100 305 100 

［注］ 

□ 短期大学の実態に即して地域を区分してください。 

□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除いてください。 

□ 認証評価を受ける前年度の令和元（2019）年度を起点に過去 5 年間につい

て記載してください。 
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 地域社会のニーズ 

 板橋区は区立福祉園 17 園、それ以外に特別養護老人ホームや障がい者施設など複数

の福祉施設が設置されており、生活介護や就労支援など社会福祉士や介護福祉士の専

門知識や技術を持った人材が求められている。また、板橋区には区立保育園 36 園、私

立保育園 99 園、認定こども園３園、小規模保育施設 45 園、認証保育所（認可外）17

園、区立幼稚園２園、私立幼稚園 32 園が設置されており、令和２年４月から新たに７

園（私立保育園に含む）が開設されている。板橋区民の実質待機児数は、108 名（平成

31 年４月現在）となっており、保育士・幼稚園教諭においても、幅広い知識と技術を

持った人材が求められており、本学が設置している健康福祉学科・こども学科は地域

社会からのニーズはもとより、社会全体からのニーズも高い。 

 地域社会の産業の状況 

 短期大学所在の市区町村の全体図 

 板橋区は東京 23 区の北西部に位置し、人口数は 23 区中７番目で、面積は 32.22 ㎢

で 23 区中９番目である。江戸期から明治にかけては、大部分が農地や雑木林であった

が、中山道と川越街道という主要な幹線道路が通り、中山道には板橋宿、川越街道には

上板橋という宿場が設けられ、江戸期の交通や物流に大きな役割を果たしていた。そ

の後、東京の大動脈となる道路が相次いで敷設され、高島平地区にはトラックターミ

ナルが造成され、物流の一大拠点となっている。区内には、東武東上線・都営三田線・

ＪＲ埼京線・東京メトロ有楽町線の４本の鉄道幹線が走り、主要幹線道路として中山

道・川越街道・環状７号線・環状８号線・首都高速５号線が通っている。 

代表的な産業は工業であり、精密・光学機器や印刷関連産業を中心に産業が発展し

てきた。現在は、印刷・精密機器・化学・鉄鋼などの産業が盛んである。また、板橋区

の商店街は 100 を超えており、区内に鉄道の乗り換えの拠点となるターミナルがない

ため、商店街の規模は比較的小さい近隣型商店街が多く存在する。 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

  以下の①～④は事項ごとに記述してください。 

 

① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事

項への対応について記述してください。（基準別評価票における指摘への対応は任

意） 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

① テーマ A 教育課程 

シラバスに、15 週目や 30 週目に定期試験に当たる「考査」という文言が記載さ

れている科目がみられる。既に、教員への連絡はなされているが、再度周知する

ことが望まれる。 

② テーマ B 学生支援 

授業評価結果を授業改善につなげる取り組みについて、具体的なシステム（行動

計画）の構築が求められる。 

(b) 対策 

① シラバス作成要領を作成し、シラバスを作成する教員（常勤・非常勤）全てに配

布している。要領には「試験は授業回数のなかに含めない」と明示している。ま

た、シラバス作成者確認用のチェックシートを作成し、教員が作成したシラバス

を提出する際に、「試験を授業回数のなかに含めて記述していないか」をチェッ

クする仕組みを構築している。提出されたシラバスは、教員間によるピアレビュ

ーと学科長・教務部長・教務委員長によってダブルチェックを行っている。 

② 授業改善につなげる取り組みの一環として、学生及び教員の「授業評価アンケー

ト調査」を実施している。このアンケート調査は、シラバスに明示している授業

の目的・到達目標等に対する評価を行い、授業内容・授業方法の改善・工夫に結

び付く契機とすることを目的としている。学生による授業評価アンケート結果

は教員にフィードバックし、課題や問題点の整理を行うとともに、授業改善の指

針を獲得する。その後、教員用授業評価アンケートを実施し、授業内容や指導方

法などについて自己点検を促す。提出されたアンケートは、学長、教務部長及び

学科長が確認し、必要に応じて学長・学科長による面談を実施している。また、

アンケート結果は FD 活動においても活用しており、授業担当者に共通する問題

や授業実践の好例を共有し、改善に繋げる仕組みが構築されている。 

(c) 成果 

① シラバス作成要領に「試験は授業回数のなかに含めない」と明示し、教員（常勤・

非常勤）ともに理解をしているため、シラバスに、15 週目や 30 週目に定期試験

に当たる「考査」という文言が記載されている科目はない。 

② 授業評価結果を、教員本人だけではなく、学長、教務部長及び学科長が把握する

ことが可能となった。根拠に基づいた授業改善や教員指導を行い、教育の向上に

つながっている。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 改善を要する事項 

大乗仏教精神に基づき、教育基本法並びに学校教育法の定めるところに従い、実

践力を重視した人材育成を目的としている本学は、２年間で学生に求められる学習

成果は多く、更なる教育の質向上が必須である。さらに、専門職種養成における社

会的要請の観点から、三つの方針について「建学の精神」を礎とし、社会的変化に

呼応し、常に見直しを図る必要がある。  

(b) 対策 

平成 30（2018）年度より、シラバス項目の変更を実施し、「授業目的」「授業概要」

「到達目標」「履修上の留意事項」「教科書」「参考図書」「成績評価基準」「事前学習」

「授業内容」「事後学習」の既存項目に加え、「ディプロマポリシーとの関連性」「事

前・事後学習の所要時間」「成績評価方法」「試験レポート等のフィードバック」の

項目が追加された。さらに令和２（2020）年度のシラバスより、「授業形態」「各授

業回の参考文献」の項目が追加され、専任教員は担当授業科目のうち最低２科目は、

アクティブラーニング型の授業を実施することとしており、アクティブラーニング

の内容を授業形態欄に記載するようにしている。また、評価方法にコモン・ルーブ

リックの記載を依頼しており、一部の授業で取り組みが始められている。また、FD 

研修会を実施し、授業実践の好例や問題などの共有、改善策の検討を定期的に行っ

ている。 

入口から出口まで質保証の伴った大学教育を実現するため、平成 28（2016）年度

に三つの方針策定（再構築）に関する検討委員会を立ち上げ、三つの方針の大幅な

見直し・改定を行った。三つの方針は建学の精神である「利他共生」「感恩奉仕」の

精神を基盤として、各学科・専攻の教育目的に基づいて「卒業認定・学位授与の方

針」（ディプロマ・ポリシー）を改定し、また、それを達成するため「教育課程編成・

実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）の見直しを行った。さらに、「入学者受入

れの方針」（アドミッション・ポリシー）についても改定した。 

(c) 成果 

シラバス内容の充実に伴い、授業計画がより明確となり、学習の流れを学生が理

解し、教員側も円滑に授業が進められるようになった。また、シラバスチェックを

導入したことにより、各科目について、授業の目的及び内容（授業の到達目標、デ

ィプロマポリシーとの関連性、授業時間外の学習）、授業計画、評価方法・基準、フ

ィードバック方法などの記載がばらつきなく確実に明示されるようになり、学生

は、習得すべき学習成果をより明確に理解することが可能となった。 

また、三つの方針を再構築することにより、本学の教育理念や教育目標、また学

則に規定された各学科・専攻の教育目的及び学習成果が、「学位授与の方針（ディプ

ロマ・ポリシー）」から「教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）」、「入学者

受入れの方針（アドミッション・ポリシー）」へと重層的に敷衍することができ、三

つの方針がより関連付けられ、一体的なものとなった。 
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③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で

指摘された事項の改善後の状況等について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事

項」） 

なし 

 

 

(b) 改善後の状況等 

 

 

 

 

④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設

置に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指

摘事項が付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述して

ください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項 

なし 

 

 

(b) 履行状況 
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（6）短期大学の情報の公表について 

 令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

 

① 教育情報の公表について 

No. 事  項 公 表 方 法 等 

1 
大学の教育研究上の目

的に関すること 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

2 
卒業認定・学位授与の方

針 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/policy.html 

3 
教育課程編成・実施の方

針 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/policy.html 

4 入学者受入れの方針 
淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/policy.html 

5 
教育研究上の基本組織

に関すること 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

6 

教員組織、教員の数並び

に各教員が有する学位

及び業績に関すること 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

7 

入学者の数、収容定員及

び在学する学生の数、卒

業又は修了した者の数

並びに進学者数及び就

職者数その他進学及び

就職等の状況に関する

こと 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

8 

授業科目、授業の方法及

び内容並びに年間の授

業の計画に関すること 

学生便覧 

シラバス 

https://passport-web.soc.shukutoku.ac.jp/up/faces/ 

login/Com00501A.jsp 

9 

学修の成果に係る評価

及び卒業又は修了の認

定に当たっての基準に

関すること 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

10 

校地、校舎等の施設及び

設備その他の学生の教

育研究環境に関するこ

と 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

11 
授業料、入学料その他の

大学が徴収する費用に

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 
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関すること 

12 

大学が行う学生の修学、

進路選択及び心身の健

康等に係る支援に関す

ること 

淑徳大学短期大学部ホームページ 

https://www.jc.shukutoku.ac.jp/college/public.html 

 

② 学校法人の情報の公表・公開について 

事  項 公 表・公 開 方 法 等 

寄附行為、監査報告書、財産

目録、貸借対照表、収支計算

書、事業報告書、役員名簿、

役員に対する報酬等の支給

の基準 

学校法人大乗淑徳学園ホームページ 

http://www.hq.shukutoku.ac.jp/wordpress/accounting/ 

［注］ 

□ 上記①・②ともに、ウェブサイトで公表している場合は URL を記載してく

ださい。 

 

 

（7）公的資金の適正管理の状況（令和元（2019）年度） 

 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金

取扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

 本学の公的資金の適正管理の方針及び実施状況は、「淑徳大学短期大学部における研

究活動及び公的研究費の使用に関する行動規範」「淑徳大学短期大学部公的資金不正防

止計画の策定」「淑徳大学短期大学部物品発注・検収取扱要領」に則り、厳正に取り扱

っている。 

専任教員の研究倫理を遵守するための取り組みとして、淑徳大学機構の教育研究支

援センター職員を講師として、毎年公的研究費（教育・研究費を含む）のコンプライア

ンス研修会を実施している。令和元（2019）年度は、「公的研究費に係るコンプライア

ンス研修会（研究活動上の不正行為防止について）」というテーマで実施した。また、

日本学術振興会の研究倫理 e ラーニングを受講させ、修了証の提出を求めている。新

任教員については、文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン」の主旨を踏まえ、研究倫理に遵守するための取り組みを定期的に実施し

ている。 
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2．自己点検・評価の組織と活動 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 
 令和元（2019）年度より、「自己点検評価委員会規程」を廃止し、自己点検活動を

踏まえて質的向上を図り、恒常的・継続的に活動を行うために、「内部質保証に関す

る規程」を定め、以下の構成員にて自己点検活動を行っている。 

 
構成員 氏 名 備 考 

学 長 委員長 磯岡 哲也  

学科長 長谷川 美貴子 健康福祉学科長 

学科長 長谷部 比呂美 こども学科長 

教務部長 永房 典之 こども学科 教授 

学生部長 矢治 夕起 こども学科 教授 

政策専門委員 副委員長 三田寺 裕治 ALO・健康福祉学科 教授 

事務局長 上田 哲夫  

総務部長 岡澤 順  

学生支援部長 江島 一弥  

学長指名者 

中西 一弘 ボランティアセンター長 

降籏 光太郎 認証評価対策室長 

生駒 貴彦 キャリア支援室長 

小島 啓一 
大学アドミッションセンター

東京オフィス室長 

金澤 好隆 
大学アドミッションセンター 
兼 短期大学部学長付 

 
 

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
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 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 
本学の教育、研究及びそれを支える管理運営等に関わる業務について、継続的に点

検・評価し、質の保証を行うとともに、大学に課せられた社会的使命を達成するため

「淑徳大学短期大学部学則」第１条第３項及び「内部質保証に関する規程」第３条に

基づき「内部質保証委員会」を設置している。当委員会は学長を委員長とし、学科

長、教務部長、学生部長、政策専門委員など教員７名、事務局職員６名の計14名で構

成されており、本学の自己点検・評価活動の主導的な役割を果たしている。 

各学科・コース、委員会においては年度初めに当該年度の活動方針と目標を達成す

るための具体的な計画を策定し「教育・委員会活動計画書」を作成している。年度末

には、各学科・コース、委員会において計画書で掲げた目標に対する達成度を確認す

るとともに「教育・委員会活動報告書」を作成し、内部質保証委員会に提出してい

る。 

内部質保証委員会においては、提出された「教育・委員会活動報告書」を全学的な

観点から検証するとともに、課題となっている事項について各学科・コース、委員会

に更なる改善を促し、教育・研究の質を向上させるためのPDCA サイクルを回す仕組

みを構築している。教員個人の諸活動については、各教員が年度末に「教育活動等報

告書」を作成・提出し、当該年度における教育活動、研究活動、社会貢献活動、管理

運営活動、本務教員としての活動について自己評価を行っている。こうした一連の取

り組みを通して、評価文化の醸成及び啓発を図っている。内部質保証委員会を中心に

作成した自己点検・評価報告書は教授会に提出され、ホームページ上で公表してい

る。 

また、自己点検・評価活動の客観性と妥当性を高めるため、外部評価委員会を設置

し本学の教育・研究活動、学校運営等について有識者から評価を受けるとともに、今

後取り組むべき課題について助言を受けている。 

 
 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和元

（2019）年度を中心に） 

年 月 日 内容 

2019年３月23日 
令和元（2019）年度第１回教授会にて学長より認証評価対策室

の設置及び担当者の発表 

2019年４月１日 認証評価対策室設置 

2019年７月25日 

認証評価について、SD研修会を実施 

自己点検・評価報告書を作成するにあたり、「自己点検・評価

シート」を用いて自己点検活動依頼 

2019年８月26日 
短期大学基準協会ALO説明会に、三田寺裕治・降籏光太郎・金

澤好隆の３名が出席 

2019年９月30日 「自己点検・評価シート」の提出 

2019年９月～ 「自己点検・評価シート」にて課題と改善点の整理 

2019年10月31日 

自己点検・評価により明らかになった課題と改善の方策を教授

会にて報告 

アセスメントとルーブリックのFD研修会開催 

2019年12月14日 「外部評価に関する規程」に基づき、外部評価委員会開催 

2020年１月23日 
外部評価委員会評価結果による取り組み課題と改善方策を教授

会にて報告 

2020年２月 
自己点検・評価報告書を作成するにあたり、「自己点検・評価

シート」を用いて自己点検活動再依頼 

2020年３月31日 「自己点検・評価シート」の提出、修正・加筆依頼 

2020年４月20日 「自己点検・評価シート」の修正・加筆を反映して提出 

2020年４月～ 「自己点検・評価シート」の内容を「自己点検・評価報告書」
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の様式に反映し、認証評価対策室を中心に記述内容の確認・修

正 

2020年６月 
内部質保証委員会にて、「自己点検・評価報告書」の内容確

認・修正 

2020年７月 「自己点検・評価報告書」パブリック・コメントの募集 

2020年７月 内部質保証委員会にて、「自己点検・評価報告書」最終確認 

2020年７月 「自己点検・評価報告書」を教授会に報告 

2020年７月 一般財団法人大学・短期大学基準協会に提出 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

１．建学の精神ホームページ 

２．淑徳大学短期大学部ガイドブック 2020 

３．淑徳大学短期大学部学則 

４．学生便覧 2019 

５．共生論シラバス 

 

備付資料 

１．大乗淑徳教本 

２．建学式式次第 

３．ボランティアニュース 

４．地域・社会に向けたイベント開催案内 

５．板橋区と学校法人大乗淑徳学園との避難所施設利用に関する協定書、 

６．赤ちゃんの駅認定書 

 

備付資料-規程集 

59．淑徳大学短期大学部 ボランティアセンター運営委員会規程 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 

（2） 建学の精神は教育基本法及び私立学校法に基づいた公共性を有している。 

（3） 建学の精神を学内外に表明している。 

（4） 建学の精神を学内において共有している。 

（5） 建学の精神を定期的に確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 5－基準Ⅰ 



淑徳大学短期大学部 

17 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

淑徳大学短期大学部の建学の精神は、ホームページ・淑徳大学短期大学部ガイドブ

ック 2020 で次のように示されている。（提出-１、提出-２p.４） 

また、本学の目的及び使命は、淑徳大学短期大学部学則の第１条で次のように示さ

れている。（提出-３） 

本学の建学の精神を一言で表現する場合、「利他共生」という言葉を汎用している。

この言葉は、大乗仏教を基軸とした「生かされ生かすこと」あるいは「自利利他」の精

神である。初代学長である長谷川良信は淑徳短期大学設置申請書において、「本学は学

徒に対し宗教的信念を確立させると共に、短期大学教育の理想に基づき一般教養と専

門的職能教育を充実させ、家庭及社会改良に就き推進的役割を任ぜられる堅実有為な

女子の大学教育を完遂するのを使命とす。」と述べており、その考えを建学の精神・目

的及び使命に示している。 

本学の建学の精神の目指すところは、「教育」、「宗教」、「福祉」の三位一体であり、

それは「改正教育法」第２条の各規定の求める人格の諸内容と一致している。また、

「私立学校法」は私立学校の特性を、各校が建学の精神に根差した諸活動を展開する

にあると捉え、その自主性を重んじることにより私立学校の公共性が高められると謳

っているが、その面でも、短期大学開設以来、建学の精神を学ぶ授業を卒業必修とし、

ボランティアセンターを学内に設置して実践教育の支援を行っている本学は、公共性

を有している。（備付-規程集 59） 

建学の精神及びそれに基づく教育目的は、ホームページや淑徳大学短期大学部ガイ

ドブック 2020・大乗淑徳教本などの印刷物等を利用して、ステークホルダーや学生・

教職員に対して、幅広く学内外への表明を行っている。 

さらに入学式・卒業式などの儀式的行事の際や学内での各種の機会を通じ、本学に

おける諸活動の源は建学の精神に由来することへの理解が深められている。卒業必修

科目である「共生論」では、建学の精神「利他共生」について、すべての学生が講義や

ディスカッションで理解を深め認識させ、ボランティア活動を通じて「他者とともに

生きる」という価値観を身につけるよう涵養している。（提出-１、提出-２p.４、備付

淑徳大学短期大学部では、福祉や保育・教育、医療事務の専門職に必要な知識のほ

か、「心の教育」に力を入れています。学祖・長谷川良信は、その生涯を福祉活動

と教育に捧げ、「Not for him, but together with him」という言葉で、共に生き、

共に生かし合うことの大切さを説きました。大乗仏教の教えであり、建学の精神で

ある「利他共生」について、すべての学生が講義やディスカッションで理解を深め、

ボランティア活動を通じて「他者とともに生きる」という価値観を身につけていき

ます。  

（目的及び使命） 

第１条 本学は大乗仏教精神に基づき、教育基本法及び学校教育法の定めるところに

従い、実際的な専門の学芸を教授研究し、教養ある人材を育成することを目的とする。 
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-１） 

また、年に３回行われる宗教行事は、１年生全員・教職員が参加しており、４月に

「花まつり（降誕会）」７月に「魂まつり（盂蘭盆会）」12 月に「成道会」が実施され

ている。（提出-４p.25）毎回音楽法要を執り行うが、これは学生の聖歌隊が先導して参

加者全員が唱和する。また、導師による法話を通して宗教的情操を高めている。卒業必

修科目である「共生論」では、１年生全員が 2 種類以上のボランティア活動を行い、

活動上で出会った人々との共生体験を通してより豊かな情操を育んでいる。（提出-５） 

学生はこれらの活動や入学式・卒業式においても音楽法要を執り行い、年３回行われ

る宗教行事において、導師による法話を通して建学の精神の確認の場としている。（提

出-４p.25）また、教職員については学園全体で年１回行われる「建学式・教職員特別

研修会」を通して、建学の精神を定期的に確認している。令和元（2019）年 6 月の「教

職員特別研修会」においては「建学の精神に関わる教育を各学校でどのように展開し

ているのか」というテーマでパネルディスカッションが実施された。（備付-２） 

 

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント

教育を含む）等を実施している。 

（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を

締結するなど連携している。 

（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 

本学は地域・社会に向けた事業を実施しており、令和元（2019）年度は、ボランティ

アセンターを中心に以下の通り 17 回実施した。（備付-３、備付-４） 

 

１.認知症サポーター養成講座年１回（公開講座) 

認知症について正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族を応援し、誰もが暮

らしやすい地域社会を目指す厚生労働省の取り組みを令和元（2019）年 12 月３日に

実施した。講師として、若葉ゆめの園デイサービスセンター長をお招きし、一般を含

む 26 名の参加であった。 

 

２.知的障がい者生涯学習支援事業年６回（生涯学習事業) 

  教員が講師を担い、大学をフィールドとして、学生とコミュニケーションを取り

ながら知的障がいのある方に生涯学習を支援する取り組みを平成 16（2004）年度か

ら継続して実施している。平成 30（2018）年度には、継続的な活動実績が評価され、

文部科学大臣より「障害者の生涯学習支援活動」に係る表彰を受けた。 

 

３.子育ち応援事業ぷち・ぴち 10 回（地域貢献） 

教職員と学生の研究内容を地域に還元し、安心して楽しく子育てができる地域の
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実現を目指した地域貢献事業として平成 22（2010）年度から実施している。本事業

は、①地域の子育て支援の拠点を目指す②教職員による地域貢献を目指す③学生が

地域の親子に触れ合うことで実践力を身につける④学生のボランティア意識を高め

ることを目的とし、令和２（2020）年 3 月までに計 145 回の実践を行った。令和元

（2019）年度事業の内容は、ベビーマッサージ教室４回、ぴち（１歳児以上）教室・

親子遊び講座４回、赤ちゃん、まだ話さないお子さんのコミュニケーション「ベビー

サイン」を中心に１回、つみき遊び講座１回である。 

 

地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と以下の通り連携

している。 

 

１.板橋区 

 1）防災協定 

災害時において避難所として開設する必要が生じた場合の本学が設置する施設

利用に関する協定。（備付-５） 

 2）大学で遊ぼう 

板橋区内の近隣の公立保育園を対象に、教員と学生による大学体験事業を年３

回実施している。大学体験授業は具体的に、新聞紙を使った遊びを通じて、保育所

にはない広い空間を利用し、非日常の空間を体験させている。また、学生の学びの

成果発表の場ともなっている。 

 3）赤ちゃんの駅 

平成 24（2012）年 11 月に板橋区より指定を受け、オムツ替えや授乳などで立ち

寄ることができるように場所を提供している。（備付-６） 

 

２.板橋区社会福祉協議会 

 1）ユニバーサルキッズすまいるコンサート 

区内の障がい児余暇支援グループと連携し、障がいの有無にかかわらず楽しめ

るコンサートを共催で年１回実施している。学生は受付業務や手作り楽器コーナ

ーの運営をしている。 

 2）支え合い助け合いの地域づくり会議 前野地区・常盤台地区 

板橋区版地域ケアシステムの重点事業の一つ「生活支援体制整備事業」で実施し

ている取り組みである。板橋区から社会福祉協議会への委託事業として行われて

おり、住民主体で生涯を住み慣れた地域で元気に過ごすために必要なことについ

て話し合う協議体の構成員として、定例会（月１回）に教職員が出席している。 

 3）前野未来塾 

前野町内の高齢者サロンを中心としたネットワーク団体への参加及び定例会の

会場として本学を提供している。 
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３.その他 

 1）一般社団法人日本アタッチメント育児協会 

卒業生に向けてベビーマッサージの開講までの指導を行うベビーマッサージフ

ォローアップ講座を開催している。 

 2）SDGs いたばしネットワーク 

国連加盟国 193 カ国の総意で決定された 2030 年までに達成すべき 17 の目標

SDGs（持続可能な開発目標）を地域で推進するための関係団体が協力するためのネ

ットワークであり、その集会に参加している。 

 

教職員及び学生は、以下の通りボランティア活動を通じて地域・社会に貢献してい

る。 

 

１.正課内の取り組み 

共生体験（本学の建学の精神である「利他共生」を学ぶ必修科目「共生論」において、

人との出会いを通して自分自身を学ぶ体験学習）として履修者（短期大学部 1 年全員）

が 2 種類以上か 2 回以上のボランティア活動に参加している。ボランティアセンター

がボランティア活動のコーディネートを行っており、令和元（2019）年度は 442 名の

学生がボランティア活動に参加した。 

 

【活動事例】 

1）東京総合病院ボランティア 

健康福祉学科社会福祉専攻医療事務・秘書コースの１年生全員が病院にて外来

案内の受付業務を１週間行った。 

 2）板橋区立小学校でのボランティア 

   常盤台小学校の国際交流授業として本学の留学生が参加し、小学生との交流、

夏休みの宿題の補習ボランティアを行った。桜川小学校においても、夏休みの宿題

の補習ボランティアを行った。 

 3）板橋区社会福祉協議会まもりん坊ハウス事業協力 

社会福祉協議会まもりん坊ハウスの行う、夏休みの宿題の補習ボランティアと

夏祭りの補助を行った。 

4）国立公民館親子講座 

国立公民館主催の子育て支援事業に教員と学生が参加し、風船遊びなどの親子

講座の実施を行った。 

 

２.正課外の取り組み 

令和元（2019）年度ボランティアに参加した学生 232 名、教職員延べ 40 名が以下

の活動に参加した。 
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【活動事例】 

 1）東日本大震災復興支援福島県いわき市内子育て支援施設での活動 

教員と学生が福島県いわき市の子育て支援事業に 2 回参加し、親子遊びの支援

を行った。 

 2）台風 19 号災害支援ボランティア 

台風 19 号の被害があった、千葉県長柄町へ 2 回行き、住宅の土砂の除去作業を

行った。 

 3）板橋区ダウン症児者親の会ほほえみの会 

板橋区ダウン症児者親の会ほほえみの会が実施している乳幼児部（未就学児） 

のリズム遊びの企画と運営を実施している。 

 

３.その他 

1）子育て相談 

地域の保護者に向けて予約制の子育て相談をボランティアセンター内で実施し

ている。年々利用者は減少傾向にあるが、令和元（2019）年度の利用者は３名であ

った。 

 2）キャンパス内ペットボトルキャップ回収 

学内に回収 BOX を設置し、地域活動支援センターNPO 法人かたぐるま経由で寄付

を行った。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 

特になし 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞ 

本学の建学の精神である「利他共生」の理念を体現的に学習するため、1 年生全員が

「共生論」を受講し、授業の一環で一人 2 種類以上か２回以上のボランティア活動を

行うこととなっている。地域におけるボランティア活動を通じて、建学の精神を学ぶ

機会としている。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

２．淑徳大学短期大学部ガイドブック 2020 

３．淑徳大学短期大学部学則 

４．学生便覧 2019 

６．教育の目的ホームページ 
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７．三つの方針ホームページ 

８．カリキュラムマップ 

９．授業科目シラバス記載内容の確認について 

 

備付資料 

なし 

 

備付資料-規程集 

なし 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 

（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 

（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応

えているか定期的に点検している。（学習成果の点検については、基準Ⅱ-

A-6）  

 

＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

本学は建学の精神に基づき、学則第１条に淑徳大学短期大学部の目的及び使命を定

め、第１条の目的及び使命を達成するために学則第１条の２に学科・専攻課程の教育

研究上の目的を以下の通り定めている。（提出-３） 

 

目的及び使命 

 

健康福祉学科の教育研究上の目的 

 

建学の理念を基礎として、現代の福祉ニーズに対応し、創造性を重視した教育を

行い、福祉サービスを担う中核的人材の育成を目的とする。 

・社会福祉専攻 

社会福祉全般の専門的知識・技術をもって、より豊かな福祉サービスを提供し

うる社会福祉従事者の育成を目的とする。 

・介護福祉専攻 

現代の介護サービスに対応すべく専門的知識・技術をもって、人間の尊厳を尊

重した人間味溢れる介護福祉士の養成を目的とする。 

本学は大乗仏教精神に基づき、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従

い、実際的な専門の学芸を教授し、教養ある人材を育成することを目的とする。 
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こども学科の教育研究上の目的 

これらの教育目的は、建学の精神である大乗仏教精神の共生の理念、感恩奉仕の精神

を基盤として定められており、あらゆる人（高齢者、障がい者、患者、こども、それら

を取り巻く家族や地域の人々などすべての人）が人として生きるために大切にしなけ

ればならない心、お互いに生かしあい生かされあって生きていることへの感謝を学び、

対人援助職者として成長し、より豊かなサービスを提供でき、人間性溢れた新しい支

援の創造が可能となりえる。よって、各学科・専攻において建学の精神に基づいた教育

目的が定められているといえる。 

本学では、全学科共通の教育目標、各学科・専攻の教育目的を学生便覧に掲載してお

り、学生に対しては入学生オリエンテーションや年度始めのオリエンテーションの時

間等を活用し周知している。教職員に対し各学科・専攻会議を通じて適宜周知、確認が

行われている。また、宿泊を伴う新入生セミナーにおいても宗教行事（花まつり）や学

科別オリエンテーションを通して、学生・教職員に建学の精神に基づいた教育目的・目

標の周知を行っている。学外への表明については、ホームページに掲載し、幅広く表明

している。（提出-４p.６・17、提出-６） 

学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えている

かについては、学生の就職先に本学の人材養成に関する卒業生評価を調査するアンケ

ートを送付し、点検を行っている。また、地域の有識者メンバーによる外部評価委員会

を開催し、本学の人材育成が地域・社会の要請に応えているかについて外部評価を受

け、定期的な点検を行っている。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 

（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めて

いる。 

（3） 学習成果を学内外に表明している。 

（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

本学の学習成果は建学の精神である「利他共生」に基づき定めており、学習成果は

「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）として明確に示している。（提

出-２、提出-７） 

 

 

 

現代社会のニーズに応えるべく、新しい教育・保育・子育て支援を創造し、子ども

分野の専門的知識、技術を備え、実践力を発揮できる人材の育成を目的とする。 
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【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

淑徳大学短期大学部  

健康福祉学科、こども学科の学習成果は学科・専攻課程の教育目的に基づき定めて

おり、各学科・専攻・コースの具体的な学習成果は下記の通り学科・専攻課程の「卒業

認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）に示された諸能力として明確に示し

ている。（提出-２p.50、提出-４p.７・18、提出-７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淑徳大学短期大学部では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と

能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（１）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉・教育の増進に寄与できる能力を修

得している。 

（２）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身に付けている。 

（３）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（４）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる能力を有している。 
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【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

健康福祉学科 社会福祉専攻 社会福祉コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉専攻（社会福祉コース）では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、

以下の知識と能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（社会

福祉、医療事務分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 人間と社会の関係及び、現代社会における福祉制度の意義や理念等について理解し

ている。 

② 総合的かつ包括的な相談支援の知識と技術を修得し、利用者支援ができる。 

③ 地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術を修得し、福祉ネットワークづくり

ができる。 

④ 専門的対人援助職である社会福祉土に必要な「理論・制度・サービスの理解」「援助

の方法・技術の理解」についての知識・技術を総合的に修得し、利用者に対する支

援ができる。 

⑤ 福祉専門職としての基本的態度及び、人権を尊重する高い倫理観を有している。 
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健康福祉学科 社会福祉専攻 医療事務・秘書コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉専攻（医療事務・秘書コース）では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充

たし、以下の知識と能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（社会

福祉、医療事務分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 医療保険制度や診療報酬の仕組みを理解し、診療報酬請求事務に関する知識と基礎

的能力を身につけている。 

② 医療事務職に必要な基礎医学や医療用語、医療関連法規の知識を修得している。 

③ 医療マネジメントに関する基礎的知識及び経営課題を発見・解決するための思考

力、分析力を有している。 

④ 診療録の内容精査と ICD コーディング技能を有している。 

⑤ 医療情報システムに関する基礎的知識を有し、医療情報技術の推進役となることが

できる。 

⑥ 医療従事者に求められる高い倫理観及びホスピタリティマインドを有している。 
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健康福祉学科 介護福祉専攻  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護福祉専攻では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と能力を

修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（介護

福祉分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につけ、尊厳を支えるケ

アを実践できる。 

② 身体的・心理的・社会的支援の重要性を理解し、具体的な支援方法が説明できる。 

③ 介護に関する社会保障の制度や施策の基本的理解ができ、その概要を説明できる。 

④ コミュニケーションの取り方の基本を身につけ、利用者・家族・チームに対して円

滑なコミュニケーションを図ることができる。 

⑤ あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を修得し、実践できる。 

⑥ 介護実践の根拠を理解し、状況に応じた介護を実践できる。 

⑦ 利用者一人ひとりの状況を的確に把握し、介護ニーズに対して介護過程の展開がで

きる。 

⑧ 多職種の役割を理解し、利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働による

チームアプローチの必要性を説明することができる。 
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こども学科 

これら学習成果は学内に向けて、学生便覧に掲載し周知している。学外に向けては、淑

徳大学短期大学部ガイドブック 2020 やホームページに掲載し、ステークホルダーに対

して、幅広く表明している。（提出-２p.50、提出-４p.７・18、提出-７） 

『深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成すること』

と規定する学校教育法第 108 条に鑑み、短期大学士としての幅広い教養と目指す職業

に必要な知識・技能の両方を「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）

にバランスよく盛り込んでいる。学習成果については、学科会等で適宜点検を行って

おり、現状においては学校教育法の規定に適合していると考えられるが、近年、社会的

環境は大きく変化しており、就職先が学生に求める資質、能力、知識も変化することか

ら、学習成果について定期的に見直しを図る必要がある。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者

受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。 

こども学科では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と能力を修

得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉・教育の増進に寄与できる能力を修

得している。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識·技能を有し、保育者として社会と地域に貢献でき

る以下の基礎的な能力 ・知識・技術を有している。 

① 保育の本質や目的について理解し、子どもや家庭に関する様々な問題に対し、「大乗

仏教」、「共生」の精神に基づく自らの考えと社会的責任をもって、行動・表現する

ことができる。 

② 子どもの発達や成長についての確かな知識を有し、福祉·教育、子育て支援の場にお

いて現実的で適切な対応ができる。 

③ 子どもと家庭に関する知識、保育・教育に関する幅広い理論と技術を修得し、多様

な環境にある子どもに対して協働的な態度でかかわることができる。 

④ 主体的な学修の中で培われる創造的思考力を用い、実習を通して総合的な保育実践

力を身に付ける。 

⑤ ボランティアや地域貢献等のさまざまな人間関係を通して自己管理及び生涯に亘り

学ぶ姿勢を継続できる。 
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（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。 

（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。 

（4） 三つの方針を学内外に表明している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

本学では、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」（平成 28 年文部科学省令第

16 号）が平成 28 年３月 31 日に交付され、平成 29 年４月１日から施行されることを受

け、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・ 実施の

方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリ

シー）の策定及び運用に関するガイドライン（平成 28 年３月 31 日中央教育審議会分

科会大学教育部会）などに基づき、各学科・専攻の教育目的に基づいて「卒業認定・学

位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）を改定し、それを達成するため「教育課程編

成・ 実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び具体的な教育課程を定めている。教

育課程と「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）の関連は学科・専攻・

コースごとのカリキュラムマップに明示されている。また、この教育課程を通して教

育目的に到達できる資質と能力を持った学生を募集するために「入学者受入れの方針」

（アドミッション・ポリシー）を定めている。このように本学では卒業認定・学位授与

の方針」（ディプロマ・ポリシー）から「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・

ポリシー）、「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）へと三つの方針を関

連付けて一体的に定めている。（提出-２p.50、提出-４p.７・18、提出-７） 

平成 28（2016）年度に大幅な見直し・改定を行った際は、大学運営における重要な

教学の案件ととらえ、三つの方針は各学科・専攻・コースで検討を行うとともに、検討

委員会、運営協議会、教授会において審議され決定に至っている。 

入学前のオープンキャンパス参加の時点から入学、卒業に至るまでの各段階におい

て、教職員が共通認識のもと、一丸となって教育活動に取り組んでいる。具体的には、

オープンキャンパスの全体説明や学科・コース説明、個別相談等において、建学の理

念、教育目的、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・ 

実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）などを説明するとともに、入学者受入れの方

針（アドミッション・ポリシー）に示されている①求める学生像、②入学選抜の方法、

③入学前に学習しておくことが期待される学習内容及び学習態度に基づき入学者の選

抜を行っている。「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）を達成するた

めに、必要な教育課程を編成するとともに、「教育課程編成・ 実施の方針」を可視化し

共有するためのカリキュラムマップを作成し、活用することで、学生が計画的に学べ

るよう配慮している。カリキュラムマップでは「卒業認定・学位授与の方針」（ディプ

ロマ・ポリシー）と各授業科目がどのように関連しているのか、「卒業認定・学位授与

の方針」（ディプロマ・ポリシー）と科目群の対応関係を明示している。さらに、「教育

課程編成・ 実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基づき、授業目的、授業内容、

到達目標、ディプロマポリシーとの関連性、授業形態、事前・事後学習の所要時間など

を記載したシラバス作成と第三者による組織的なシラバスチェックを実施している。

そのほか、学生の能動的な学修の充実に向けた少人数のグループワーク、集団討論等、
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アクティブラーニングによる学修方法の充実を図り、三つの方針を踏まえた教育活動

を行っている。（提出-８、提出-９） 

三つの方針は、本学ホームページ、学生便覧、淑徳大学短期大学部ガイドブックに掲

載し、学内外に幅広く表明している。（提出-２p.50、提出-４p.７・18、提出-７） 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

保育所や幼稚園、医療機関、福祉施設を取り巻く事業環境は刻々と変化しており、就

職先の組織体が学生に求める資質、能力、知識も変化している。また、教職課程保育士

養成課程の改定や社会福祉士・介護福祉士養成課程における養成カリキュラム改正な

ども今後想定されるため、本学で定めている三つの方針についてもその妥当性・適切

性を定期的に検証・見直しを行うことが必要である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

本学は平成 30（2018）年度のシラバスより教育の質向上に関する PDCA サイクルを推

進するため、全授業科目に対するシラバス記載内容の第三者チェックを実施している。

授業担当教員が作成したシラバスの記載内容を他の専任教員が確認し、修正箇所があ

る場合は、シラバス修正依頼書を担当教員に戻し、修正依頼を行うとともに、シラバス

に反映されたかの確認を行っている。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

10．内部質保証に関する規程 

 

備付資料 

７．令和元（2019）年度委員会構成表 

８．教育・委員会活動計画書様式 

９．教育・委員会活動報告書様式 

10．平成 29（2017）年度自己点検・評価報告書 

11．平成 30（2018）年度自己点検・評価報告書 

12．令和元（2019）年度自己点検・評価報告書 

13．教育活動等報告書様式 

14．SD 研修会資料 

15．外部評価委員会コメントシート 

16．外部評価委員実施要領 

17．卒業判定資料 
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18．授業評価アンケート 

19．卒業生就職先実態アンケート調査結果報告書 

20．学修行動等に関する調査 

 

備付資料-規程集 

６．淑徳大学短期大学部 学内試験規則 

13．淑徳大学短期大学部 GPA 制度に関する規程 

63. 淑徳大学短期大学部 外部評価に関する規程 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組

んでいる。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 

（2） 日常的に自己点検・評価を行っている。 

（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 

（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 

（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 

（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

本学は平成８（1996）年に｢自己点検評価委員会規程｣を設け、自己点検評価委員会が

中心となり本学の教育研究活動及び管理・運営についての組織的な点検・評価を行っ

てきた。令和元（2019）年度に本学の教育、研究及びそれを支える管理運営等に関わる

業務について、継続的に自己点検・評価し、質の保証を行うとともに、大学に課せられ

た社会的使命を達成するため「自己点検評価委員会規程」を「内部質保証に関する規

程」に改め、規程に基づき「内部質保証委員会｣を設置した。当委員会は学長を委員長

とし、学科長、教務部長、学生部長、政策専門委員など教員７名、事務局職員６名の計

14 名で構成されている。（備付-７、備付-規程集-63） 

各学科・コース、委員会においては年度初めに当該年度の活動方針と目標を達成す

るための具体的な計画を策定し「教育・委員会活動計画書」を作成している。年度末に

は、各学科・コース、委員会において計画書で掲げた目標に対する達成度を確認すると

ともに「教育・委員会活動報告書」を作成し、内部質保証委員会に提出している。内部

質保証委員会においては、提出された「教育・委員会活動報告書」を全学的な観点から

検証を行い、課題や問題点を洗い出すとともに、自己点検・評価の結果を報告書にまと

めている。（備付-８、備付-９） 

自己点検・評価報告書は本学のホームページ上に公表している。（備付-10、備付-11、

備付-12） 

教育・委員会活動計画書や教育・委員会活動報告書、教育活動等報告書の作成・提出

を通して全教職員が自己点検・評価活動に関与している。また、令和元（2019）年度は

認証評価に関するＳＤ研修を行い自己点検評価活動や内部質保証の重要性について理
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解を促した。（備付-13、備付-14） 

自己点検・評価活動の客観性と妥当性を高めるため、令和元（2019）年 12 月に学外

有識者による「淑徳大学短期大学部外部評価委員会」を開催した。外部評価委員は中川

修一氏（板橋区教育委員会 教育長）石山智典氏（東京都立板橋有徳高等学校 校長）、

宇津木忠氏（特別養護老人ホーム ケアポート板橋 施設長）、山之内敏彦氏（社会福祉

法人三共会 理事長）の４名であり、本学の教育・研究活動、学校運営等について多角

的な視点から評価を受けるとともに、今後取り組むべき課題について助言を受けた。

（備付-16、備付-15、備付-規程集-63） 

内部質保証委員会においては、短期大学評価基準等の変更がないか絶えず情報を収

集するとともに、自己点検・評価の結果を検証し、課題となっている事項については各

学科・コース、委員会等に更なる改善を促している。各学科・コース、委員会において

は、指摘を受けた課題について、次年度の「教育・委員会活動計画書」の活動方針と目

標に反映させ、各組織・部署の改善に努めている。 

教員個人の諸活動については、各教員が年度末に「教育活動等報告書」を作成・提出

し、当該年度における教育活動、研究活動、社会貢献活動、管理運営活動、本務教員と

しての活動について自己評価を行っている。 

 

［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 

（2） 査定の手法を定期的に点検している。 

（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 

（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵

守している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞ 

学習成果を焦点とする査定（アセスメント）については、科目レベル、教育課程レベ

ルの２つに大別することができる。科目レベルの学習成果の査定は、基本的に試験結

果（定期試験、随時試験）、レポートや作品などの提出物を判断材料として、科目担当

者が総合的に成績評価し、単位認定している。この仕組みを基本とした成績評価の方

法は、学内試験規則（第 13 条）に定めており、「S（100〜90 点）、A（89〜80 点）、B（79

〜70 点）、C（69〜60 点）、D（59 点以下）」と記されている。（備付-規程集-６）教育課

程レベルの査定としては GPA による査定があり、GPA によって教育課程全体を通した

学習成果の達成状況を査定している。（備付-規程集-13）また、教育課程レベルの査定

として卒業判定がある。卒業判定においては、「学習成果」が学位授与の方針に示され

た諸能力であることから、各学科・専攻の教育課程における卒業要件を満たすことが、

当該学生の学習成果の獲得と見なされることになる。本学の卒業要件は学則第 15 条に

規定されており、「本学を卒業するためには、学生は 2 年以上在籍し、次に掲げる表に

より、所定の単位を取得しなければならない」とあり、健康福祉学科は、教養科目：16

単位以上 専門科目：46 単位以上、こども学科は、教養科目：14 単位以上 専門科目：
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48 単位以上となっている。さらに、教育課程レベルの査定として幼稚園教諭免許状と

保育士資格の取得率、介護福祉士合格率、医療事務系資格の合格率、OSCE(面接試験）・

CBT(知識試験）の結果、実習先からの評価票（教育実習、保育実習、介護実習、医療施

設実習など）、就職率、専門領域への就業率、授業評価アンケート、卒業生就職先実態

アンケート、短期大学基準協会主催の短期大学生調査の結果、学修行動等に関する調

査などによって、達成状況を査定している。（備付-17、備付-18、備付-19、備付-20）

学習成果の可視化を進めるために平成 29（2017）年度からカリキュラムマップを利用

し、各科目の到達目標には学習成果が明確に反映されている。具体的には、各科目で設

定された到達目標は、各学科・専攻のカリキュラムマップにおいて、「卒業認定・学位

授与の方針」（学習成果）と対応づけて示され、その対応関係はマップ上の布置として

一覧できるようになっている。これによって、教育課程レベルの査定と科目レベルの

査定の結びつきがより明確になった。 

上述した査定の結果は、教務委員会、教授会等で報告され、査定手法が適切であるか

定期的に点検している。特に学生・教員による授業評価アンケートについては、教務委

員会において調査項目の見直しを定期的に行い、査定方法が適切であるか検討を行っ

ている。  

教育の向上・充実のために PDCA サイクルの活用を行っている。具体的には、以下の

取り組みを行っている。 

 

科目レベルの PDCA 

【Plan】シラバスを作成する。シラバスには、授業の目的及び内容、授業の到達目標、

ディプロマポリシーとの関連性、事前・事後学習、評価方法・基準、フィードバック方

法などを明示する。シラバスの第三者チェックの実施。  

【Do】シラバスを学生に周知し、各教員はシラバスの内容に沿って授業を進める。 

【Check】学生による授業評価アンケート結果を教員にフィードバックし、課題や問題

点の整理を行うとともに、授業改善の指針を獲得する。教員用授業評価アンケートを

実施し、授業内容や指導方法などについて自己点検を促す。 

【Action】授業評価アンケート（学生用・教員用）の結果を活用し、授業改善を行う。

FD 研修会を実施し授業担当者に共通する問題や授業実践の好例を共有し、改善に繋げ

る。 

 

教育課程レベルの PDCA 

【Plan】各学科・専攻・コース及び各委員会は、年度初めに「教育・委員会活動計画書」

を策定する。 

【Do】活動計画を実行する。「教育・委員会活動計画書」で示した、目標を達成するた

めの具体的な計画を実行していく。 

【Check】各学科・専攻・コース及び各委員会は、当該年度の活動や結果について検証

を行うとともに、年度末に「教育・委員会活動報告書」を提出する。そして、内部質保

証委員会で精査を行い教授会で報告する。  

【Action】報告内容に従って改善策を考え、次年度の「教育・委員会活動計画書」に反
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映させる。 

 

関係法令の変更等について文部科学省等からの通知があった場合は速やかに対応し

ている。関係法令には、学校教育法、教育職員免許法、児童福祉法、社会福祉士及び介

護福祉士法、労働安全衛生法、学校図書館法及びそれらの施行規則等がある。これら法

令の変更や改正について、文部科学省、厚生労働省の通知、官報を適宜確認し、法令遵

守に努めている。直近の具体的な対応として、幼稚園教諭の養成にかかる教育職員免

許法や保育士養成にかかる児童福祉法の改正により、本学カリキュラムの改訂を行っ

たことがあげられる。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞ 

各教員が年度末に提出する「教育活動等報告書」については、自己評価に留まってい

るため、当該報告書に基づいて学科長や学長による面接を実施するなどして、各自設

定した目標がどこまで達成されたのか評価を行い、改善に繋がる仕組みを構築する必

要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞ 

 特になし 

 

 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

【前回の認証評価の改善計画】（平成 25 年度自己点検・評価報告書より転記） 

自己点検・評価には、多忙な日常業務のなかでの執筆活動など、大変な苦労を要す

る。本学の場合、自己点検評価委員会を主として方針や方向性の確認を行い、ALO を主

とする小委員会（ワーキンググループ）が実質上自己点検評価を実施した。前回の認証

評価時においても同様なスタイルをとり、ALO と事務局が最終的な報告書をまとめる作

業を行っている。このスタイルが妥当なのか否かは、さらなる検証を行う必要がある

と考えている。                                                                                                                                                                  

本学の目標が十分に達成され、社会に有為な人材育成や社会貢献ができている短期

大学なのかを改めて見直す機会としなくてはならない。反省を含め、今回の自己点検

評価報告書を基に、改めて学内における検討委員会を立ち上げ教育効果等の向上を検

証する機会を設けたいと考えている。 

本学の場合、現在は入学希望者はもとより在学生数は、その収容定員を超えており、

教育環境としても校舎は、平成 19（2007）年に場所の移転と同時に、約 7 割の建物が

新築されている。一昨年の東日本大震災時にも全く被害はなかった。また、現在は福
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祉、幼児教育・保育、医療事務分野における人材養成を行っているが、教員スタッフは

専門領域における実務者や経験者などが教授陣に加わり、より実践的な教育ができる

ようになりつつあると自負している。こうしたなかで、本学が目指す人材養成や社会

貢献は現状のままでよいのか、細部にわたって検証を続け、現在の状況を維持するの

ではなく、より発展させなければならないと考えている。 

そのためには、ハード面だけでなくソフト面や、「人を育てる」とはいかなるものかを

改めて考える機会と考えている。 

 

【行動計画の実施状況】 

内部質保証委員会は本学の自己点検・評価活動の主導的な役割を果たし、各学科・コ

ース、委員会から提出された「教育・委員会活動報告書」を全学的な観点から検証を行

い、課題や問題点を洗い出すとともに、自己点検・評価の結果を報告書にまとめてい

る。また、自己点検・評価活動の客観性と妥当性を高めるため、外部評価委員会を設置

し、本学の教育・研究活動、学校運営等について有識者から評価を受けるとともに、今

後取り組むべき課題について助言を受けている。こうした一連の取り組みを通して、

全学的な自己点検・評価活動を醸成している。 

本学は地域・社会に向けた事業を積極的に実施しており、平成 30（2018）年度には、

継続的な活動実績が評価され、文部科学大臣より「障害者の生涯学習支援活動」に係る

表彰を受けた。学習成果の獲得状況は、免許・資格等の取得状況、学位取得率、成績評

価結果、各種アンケート結果、進路状況、学外実習の評価を指標として測定し、組織的

に教育内容や教育方法の点検・改善を図っている。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

本学の自己点検・評価活動は、学科・コース・委員会においては、内部質保証委員会

を中心に組織的な PDCA サイクルを構築しているが、各教員が実施している自己点検・

評価は、自らが点検するだけに留まっていることから、学科長や学長等と面談する制

度を取り入れ、個人の自己点検を組織として点検・評価、改善できるように仕組みの構

築を行う。 

また、三つの方針や自己点検・評価活動は、外部評価委員会を開催し、第三者の意見

を取り入れながら、検証を実施しているが、今後も三つの方針や自己点検・評価活動に

ついての妥当性や適切性を定期的に検証・見直し・改善を行う。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

２．淑徳大学短期大学部ガイドブック 2020 

３．淑徳大学短期大学部学則 

４．学生便覧 2019 

７．三つの方針ホームページ 

８．カリキュラムマップ 

９．授業科目シラバス記載内容の確認について 

11．入学試験要項 2019 

12．入学試験要項 2020 

13．シラバス 

14．学年歴 

 

備付資料 

15．外部評価委員会コメントシート 

16．外部評価委員会実施要領 

17．卒業判定資料 

18．授業評価アンケート 

19．卒業生就職先実態アンケート調査結果報告書 

20．学修行動等に関する調査 

21．シラバス（授業計画）の作成について 

22．教員の保有学位または職務上の実績 

23．学生生活に関するアンケート調査 

24．進路ハンドブック 

25．卒業時アンケート調査結果報告書 

26．卒業生実態アンケート調査結果報告書 

27．進学・就職者数 

 

備付資料-規程集 

６．淑徳大学短期大学部 学内試験規則 

13．淑徳大学短期大学部 GPA 制度に関する規程 

64．淑徳大学短期大学部 教育課程編成委員会規程 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 短期大学士の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

様式 6－基準Ⅱ 
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（1） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応

している。 

 
①  学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価

の基準、資格取得の要件を明確に示している。 

（2） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針を定めている。 

（3） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性が

ある。 

（4） 学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

学科・専攻の「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、本学の建

学の精神や教育目的に基づいて策定しており、学習成果は「卒業認定・学位授与の方

針」（ディプロマ・ポリシー）に示された諸能力のことである。学科・専攻の「卒業認

定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、卒業に必要な単位数を明示すると

ともに、必修等の条件を充たし、どのような力を身に付けた者に卒業を認定し、学位を

授与するのか明確に示している。 

卒業の要件については、学則第 15 条で定めており、本学に 2 年以上在学し、健康福

祉学科は 62 単位以上（教養科目 16 単位以上、専門科目 46 単位以上）、こども学科は

62 単位以上（教養科目 14 単位以上、専門科目 48 単位以上）を取得した者について、

教授会の議を経て卒業を認定している。（提出-４p.29）成績評価は学則第 12 条に規定

されており、試験の評価は S、A、B、C、D をもって表し、C 以上を合格とし単位を認定

している。免許・資格取得の要件は学則で規定しており、介護福祉士については、学則

第 23 条において「介護福祉士試験の受験資格を得ようとする者は、健康福祉学科介護

福祉専攻において第 15 条に規定する卒業の要件を充足し、かつ社会福祉士及び介護福

祉士法、社会福祉士介護福祉士学校指定規則に基づく科目を履修し、所定の単位を取

得しなければならない。」と資格取得の要件を示している。幼稚園教諭二種免許状につ

いては学則第 21 条において「教育職員免許状を得ようとする者は、第 15 条に規定す

る卒業の要件を充足し、かつ教育職員免許法及び同施行規則に定める科目を履修し、

単位を修得しなければならない」としている。保育士については、学則第 22 条におい

て「保育士の資格を得ようとする者は、こども学科において学則第 15 条に規定する要

件を充足し、かつ児童福祉法施行規則に定める科目を履修し、所定の単位を取得しな

ければならない。」としている。なお、学科・専攻の卒業認定・学位授与にあたって資

格取得は必ずしも要件としていない。（提出-３） 

学科・専攻の「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）の具体的内容

については以下のように定めている。 

また、これらの方針は本学のホームページや淑徳大学短期大学部ガイドブック、学

生便覧等に記載し広く周知するとともに、入学者に対しては、新年度の新入生ガイダ

ンスの中で説明している。（提出-２、提出-７） 

 

 



淑徳大学短期大学部 

38 

【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

健康福祉学科 社会福祉専攻 社会福祉コース 

 

 

社会福祉専攻（社会福祉コース）では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、

以下の知識と能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（社会

福祉、医療事務分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 人間と社会の関係及び、現代社会における福祉制度の意義や理念等について理解し

ている。 

② 総合的かつ包括的な相談支援の知識と技術を修得し、利用者支援ができる。 

③ 地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術を修得し、福祉ネットワークづくり

ができる。 

④ 専門的対人援助職である社会福祉土に必要な「理論・制度・サービスの理解」「援助

の方法・技術の理解」についての知識・技術を総合的に修得し、利用者に対する支

援ができる。 

⑤ 福祉専門職としての基本的態度及び、人権を尊重する高い倫理観を有している。 
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健康福祉学科 社会福祉専攻 医療事務・秘書コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉専攻（医療事務・秘書コース）では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充

たし、以下の知識と能力を修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（社会

福祉、医療事務分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 医療保険制度や診療報酬の仕組みを理解し、診療報酬請求事務に関する知識と基礎

的能力を身につけている。 

② 医療事務職に必要な基礎医学や医療用語、医療関連法規の知識を修得している。 

③ 医療マネジメントに関する基礎的知識及び経営課題を発見・解決するための思考

力、分析力を有している。 

④ 診療録の内容精査と ICD コーディング技能を有している。 

⑤ 医療情報システムに関する基礎的知識を有し、医療情報技術の推進役となることが

できる。 

⑥ 医療従事者に求められる高い倫理観及びホスピタリティマインドを有している。 
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健康福祉学科 介護福祉専攻 介護福祉コース 

 

 

 

介護福祉専攻では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と能力を

修得した学生に卒業を認定し学位を授与します。 

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を

充分に理解し、自らの人格向上及び社会福祉の増進に寄与できる能力を修得して

いる。 

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を

解決する能力を身につけている。 

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーシ

ョン能力を有している。 

（4）各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献できる以下の能力（介護

福祉分野における基礎的な能力・知識・技術）を有している。 

① 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につけ、尊厳を支えるケ

アを実践できる。 

② 身体的・心理的・社会的支援の重要性を理解し、具体的な支援方法が説明できる。 

③ 介護に関する社会保障の制度や施策の基本的理解ができ、その概要を説明できる。 

④ コミュニケーションの取り方の基本を身につけ、利用者・家族・チームに対して円

滑なコミュニケーションを図ることができる。 

⑤ あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を修得し、実践できる。 

⑥ 介護実践の根拠を理解し、状況に応じた介護を実践できる。 

⑦ 利用者一人ひとりの状況を的確に把握し、介護ニーズに対して介護過程の展開がで

きる。 

⑧ 多職種の役割を理解し、利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働による

チームアプローチの必要性を説明することができる。 
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こども学科 

本学は建学の精神として大乗仏教の教えである「利他共生」を掲げ、現代社会におけ

る福祉や保育・教育、医療事務の専門職に必要な知識のほか「心の教育」にも力を入れ

ている。学祖・長谷川良信の「Not for him, but together with him」という言葉に

代表されるように、人と人との絆を深め助け合い、自然や地域と融合しながら「共に生

きて、共に生かし合う」心はグローバルスタンダードとして、世界から求められるべき

必要不可欠な要素と位置づけられる。 

こうした建学の精神に基づいて定められた各学科の「卒業認定・学位授与の方針」

（ディプロマ・ポリシー）については次のとおりある。健康福祉学科は現代の福祉ニー

ズに対応し、創造性を重視した教育を行い、福祉サービスを担う中核的人材の育成を

目的としている。「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）において、社

会福祉従事者または医療事務従事者、介護福祉士としての専門知識・技能・技術及び高

度な倫理観を有している者に学位を授与するとしている。こども学科は現代社会のニ

ーズに応えるべく、新しい教育・保育・子育て支援を創造し、子ども分野の専門的知

識・技術を備え、実践力を発揮できる人材の育成を目的としている。「卒業認定・学位

授与の方針」(ディプロマ・ポリシー）において、保育者として社会と地域に貢献でき

こども学科では、62 単位の単位修得と必修等の条件を充たし、以下の知識と能力を修得し

た学生に卒業を認定し学位を授与します。  

（1）本学の目指す建学の精神「大乗仏教精神」に基づく共生の理念と「感恩奉仕」を充分

に理解し、自らの人格向上及び社会福祉・教育の増進に寄与できる能力を修得してい

る。  

（2）現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理的に分析し、問題を解決

する能力を身につけている。  

（3）専門職者としての高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミュニケーション

能力を有している。  

（4）各種専門職における必要な知識·技能を有し、保育者として社会と地域に貢献できる以

下の基礎的な能力  ・知識・技術を有している。  

①  保育の本質や目的について理解し、子どもや家庭に関する様々な問題に対し、「大乗仏

教」、「共生」の精神に基づく自らの考えと社会的責任をもって、行動・表現することが

できる。  

②  子どもの発達や成長についての確かな知識を有し、福祉·教育、子育て支援の場におい

て現実的で適切な対応ができる。  

③  子どもと家庭に関する知識、保育・教育に関する幅広い理論と技術を修得し、多様な環

境にある子どもに対して協働的な態度でかかわることができる。  

④  主体的な学修の中で培われる創造的思考力を用い、実習を通して総合的な保育実践力を

身に付ける。  

⑤  ボランティアや地域貢献等のさまざまな人間関係を通して自己管理及び生涯に亘り学

ぶ姿勢を継続できる。  
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る基礎的な能カ・知識・技術を有している者に学位を授与するとしている。 

両学科ともに就職内定率は６年連続 100％であり、卒業生は社会福祉従事者、医療事

務従事者、保育者として社会や地域に貢献しており、社会的通用性を十分に有してい

ると考えられる。以上から、本学の学科・専攻課程の「卒業認定・学位授与の方針」（デ

ィプロマ・ポリシー）は、社会的・国際的に通用性があるといえる。 

「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、令和元（2019）年 12 月

に開催された「淑徳大学短期大学部外部評価委員会」において、三つのポリシーの妥当

性と、それに即した教育を適切に行っているか、さらに、三つのポリシーに照らした具

体的な取り組みの適切性について第三者による点検・評価を行っている。学科・専攻に

おいても卒業判定時の卒業者数や免許・資格取得率などの量的・質的データを基に「卒

業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）の定期的な点検を実施している。

（備付-16） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を明確に

示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の教育課程は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 

（2） 学科・専攻課程の教育課程を、短期大学設置基準にのっとり体系的に編成し

ている。 

 ① 学科・専攻課程の学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

 
② 単位の実質化を図り、年間又は学期において履修できる単位数の上限を

定める努力をしている。 

 
③ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい

る。 

 
④ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時

間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 

 

⑤ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、

面接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 

（3） 学科・専攻課程の教員を、経歴・業績を基に、短期大学設置基準の教員の資

格にのっとり適切に配置している。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程の見直しを定期的に行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

学科・専攻の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）は、「卒業認

定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）に対応しており以下の通り定めている。

（提出-２p.50、提出-４p.７・19、提出-７） 
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【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

健康福祉学科 社会福祉専攻 社会福祉コース 

社会福祉専攻（社会福祉コース）では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー）に掲げた目標を達成するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実

施し、教育評価を行います。  
 
［①教育内容］  
（1）卒業必修科目である「宗教」、「共生論」により建学の精神について学ぶと共に、そ

の具体的実践としての地域貢献、「ボランティア活動」を必須とすることで、実社会

に主体的に参与する心構えや地域との繋がりなどの共同的な姿勢について体験的に

学びます。  
（2）教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶことで、専門的な学修

に繋がる知識や技能と主体的に学ぶ姿勢・態度、社会人として必要な思考・行動様

式を身に付けます。  
（3）社会福祉従事者等の現場で求められる知識・技能の修得のための専門科目を分野別

に体系性・順次性を考えて配置しています。また、体系的な教育課程を明確化する

ため、学修成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示した「カリキュラム・マッ

プ」を作成しています。これにより、学修内容の順次性や科目間の関連性、コース

全体の学修構造を俯瞰することができます。社会福祉コースにおいては、社会福祉

士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について（厚生労働

省社会・援護局）に基づき、専門資格取得の科目を編成しています。  
（4）授業で修得した知識及び理論の実践の場として、ソーシャルワーク実習を実施しま

す。  
（5）1 年次の演習科目（ゼミ）では、初年次教育等を通して短大への適応をはかるとと

もに、主体的な学びの中で論理的思考力や文章表現力、コミュニケーション・スキ

ルを修得します。2 年次の演習科目（ゼミ）では、卒業研究を必修とし、専門科目を

中心とする教育内容の統合と総合化を行います。  
（6）卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示するとともに、学生の適性やキャリア

形成を見据えた組織的なキャリア教育を展開します。  
 
［②教育方法］  
（1）知識の修得だけでなく、主体的な学びの力を高めるために、参加型授業や授業外の

積極的な学修などアクティブラーニングを取り入れた教育方法を実践します。  
（2）シラバス（授業計画）には、卒業認定・学位授与の方針に基づく学修の到達目標、

評価基準、授業内容、授業外学修等を具体的に記載します。  
（3）実学教育を重視し実践するために、各専門職に応じた現場実習を段階的に行います。 
 
［③評価］  
（1）学年ごとの単位取得率の評価を行うとともに、GPA によって教育課程全体を通し

た学修成果の達成状況を査定します。また、GPA による学生個人の評価を学修支援・

指導に活用します。なお、個々の科目の単位認定にあたっては、到達目標の内容を

修得しているか否かに留意し、厳格な成績評価を行います。  
（2）社会福祉コースでは、学修成果を評価するため、専門的対人援助者である社会福祉

士に必要な「理論・制度・ サービスの理解」、「援助の方法・技術の理解」について

の知識・技術を総合的に修得し、福祉サービスの提供ができるかどうかを確認する

ため、2 年次に「OSCE(面接試験）」及び「CBT(知識試験）」を実施して、到達目標

に達しない学生を把握し再学修の機会を与え、その達成を求めます。  
（3）希望する職業へ就職できたかどうか（就職率、資格・免許を活かした専門領域への

就業率）、または進学等の成否について確認し、学修成果の達成状況を査定します。 
（4）授業評価アンケートを実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として

授業が円滑に運営されているかどうかの検証を行います。  
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健康福祉学科 社会福祉専攻 医療事務・秘書コース 

 

社会福祉専攻（医療事務・秘書コース）では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）に掲げた目標を達成するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授

業を実施し、教育評価を行います。  
 
［①教育内容］  
（1）卒業必修科目である「宗教」、「共生論」により建学の精神について学ぶと共に、そ

の具体的実践としての地域貢献、「ボランティア活動」を必須とすることで、実社会

に主体的に参与する心構えや地域との繋がりなどの共同的な姿勢について体験的に

学びます。  
（2）教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶことで、専門的な学修

に繋がる知識や技能と主体的に学ぶ姿勢・態度、社会人として必要な思考・行動様

式を身に付けます。  
（3）医療事務従事者等の現場で求められる知識・技能の修得のための専門科目を分野別

に体系性・順次性を考えて配置しています。また、体系的な教育課程を明確化する

ため、学修成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示した「カリキュラム・マッ

プ」を作成しています。これにより、学修内容の順次性や科目間の関連性、コース

全体の学修構造を俯瞰することができます。  
（4）授業で修得した知識及び理論の実践の場として、医療施設実習を実施します。  
（5）1 年次の演習科目（ゼミ）では、初年次教育等を通して短大への適応をはかるとと

もに、主体的な学びの中で論理的思考力や文章表現力、コミュニケーション・スキ

ルを修得します。2 年次の演習科目（ゼミ）では、卒業研究を必修とし、専門科目を

中心とする教育内容の統合と総合化を行います。  
（6）医療事務・秘書コースにおいては、獲得した専門的知識・技能を活用して、医療事

務系及び簿記・情報処理系の資格を積極的に取得します。  
（7）卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示するとともに、学生の適性やキャリア

形成を見据えた組織的なキャリア教育を展開します。  
 
［②教育方法］  
（1）知識の修得だけでなく、主体的な学びの力を高めるために、参加型授業や授業外の

積極的な学修などアクテイブラーニングを取り入れた教育方法を実践します。  
（2）シラバス（授業計画）には、卒業認定・学位授与の方針に基づく学修の到達目標、

評価基準、授業内容、授業外学修等を具体的に記載します。  
（3）実学教育を重視し実践するために、各専門職に応じた現場実習を段階的に行います。 
 
［③評価］  
（1）学年ごとの単位取得率の評価を行うとともに、GPA によって教育課程全体を通し

た学修成果の達成状況を査定します。また、GPA による学生個人の評価を学修支援・

指導に活用します。なお、個々の科目の単位認定にあたっては、到達目標の内容を

修得しているか否かに留意し、厳格な成績評価を行います。  
（2）医療事務・秘書コースにおいては、学修成果を評価するため、医療事務、情報処理、

簿記等の資格取得状況を確認します。  
（3）希望する職業へ就職できたかどうか（就職率、資格・免許を活かした専門領域への

就業率）、または進学等の成否について確認し、学修成果の達成状況を査定します。 
（4）授業評価アンケートを実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として

授業が円滑に運営されているかどうかの検証を行います。  
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健康福祉学科 介護福祉専攻  

介護福祉専攻では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標

を達成するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を

行います。  
 
［①教育内容］  
（1）卒業必修科目である「宗教」、「共生論」により建学の精神について学ぶと共に、そ

の具体的実践としての地域貢献、「ボランティア活動」を必須とすることで、実社会

に主体的に参与する心構えや地域との繋がりなどの共同的な姿勢について体験的に

学びます。  
（2）教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶことで、専門的な学修

に繋がる知識や技能と主体的に学ぶ姿勢・態度、社会人として必要な思考·行動様式

を身に付けます。  
（3）介護福祉等の現場で求められる知識・技能の修得のための専門科目を分野別に体系

性・  順次性を考えて配置しています。また、体系的な教育課程を明確化するため、

学修成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示した「カリキュラム・マップ」を

作成しています。これにより、学修内容の順次性や科目間の関連性、コース全体の

学修構造を俯瞰することができます。「社会福祉土養成施設及び介護福祉士養成施設

の設置及び運営に係る指針について」（厚生労働省社会・援護局）に基づき、専門資

格取得の科目を編成しています。  
（4）授業で修得した知識及び理論の実践の場として、介護福祉実習（施設実習 在宅実

習）を実施します。  
（5）1 年次の演習科目（ゼミ）では、初年次教育等を通して短大への適応をはかるとと

もに、主体的な学びの中で論理的思考力や文章表現力、コミュニケーション・スキ

ルを修得します。2 年次の演習科目（ゼミ）では、介護・福祉分野における課題研究

を必修とし、専門科目を中心とする教育内容の統合と総合化を行います。  
（6）獲得した専門的知識・技能を活用して、介護・福祉系の資格を積極的に取得します。 
（7）卒業後の希望進路に応じた履修モデルを提示するとともに、学生の適性やキャリア

形成を見据えた組織的なキャリア教育を展開します。  
 
［②教育方法］  
（1）知識の修得だけでなく、主体的な学びの力を高めるために、参加型授業や授業外の

積極的な学修などアクティブラーニングを取り入れた教育方法を実践します。  
（2）シラバス（授業計画）には、卒業認定・学位授与の方針に基づく学修の到達目標、

評価基準、授業内容、授業外学修等を具体的に記載します。  
（3）実学教育を重視し実践するために、各専門職に応じた現場実習を段階的に行います。 
 
［③評価］  
（1）学年ごとの単位取得率の評価を行うとともに、GPA によって教育課程全体を通し

た学修成果の達成状況を査定します。また、GPA による学生個人の評価を学修支援・

指導に活用します。なお、個々の科目の単位認定にあたっては、到達目標の内容を

修得しているか否かに留意し、厳格な成績評価を行います。  
（2）2 年次 4 月には、1 年次で修了している専門必修科目を介護福祉土国家試験に準じ

て確認試験を実施し、到達度評価を行います。6 割以上を合格とし、不合格の者には

再試験を課し、その合格を求めます。  
（3）2 年間の専門的知識·技術の学修評価は、2 年次の 11 月もしくは 12 月に国家試験

模擬試験の実施、及び国家試験受験結果により学修成果を評価します。  
（4）2 年間の学修成果については、上記(1)(2)(3)ならびに、2 年次演習科目（ゼミ）にお

ける課題研究、介護過程演習 II における「私の介護観」の作成・発表によって総合

的評価を行います。  
（5）希望する職業へ就職できたかどうか（就職率、資格・免許を活かした専門領域への

就業率）、または進学等の成否について確認し、学修成果の達成状況を査定します。 
（6）授業評価アンケートを実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として

授業が円滑に運営されているかどうかの検証を行います。  
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こども学科 

 

 

 

こども学では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成するた

めに、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。  
 
［①教育内容］  
(1)卒業必修科目である「宗教」、「共生論」により建学の精神について学ぶと共に、その具体的実

践としての地域貢献、「ボランティア活動」を必須とすることで、実社会に主体的に参与する心

構えや地域との繋がりなどの共同的な姿勢について体験的に学びます。  
(2)教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶことで、専門的な学修に繋がる知

識や技能と主体的に学ぶ姿勢・態度、社会人として必要な思考・行動様式を身に付けます。  
(3)福祉や教育等の場で求められる知識・技能の修得のための専門科目を分野別に体系性・順次性

を考えて配匿しています。また、体系的な教育課程を明確化するため、学修成果の達成にどの

授業科目が寄与するかを示した「カリキュラム・マップ」を作成しています。これにより、学

修内容の順次性や科目間の関連性、学科全体の学修構造を俯瞰することができます。「教育職員

免許法」及び「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準」に基づき、免許・専門資格の取得

に関する科目からなる教育・保育士養成課程を編成しています。  
(4)授業で修得した知識及び理論についての体験的な場として、教育実習と保育実習を実施しま

す。実習においては事前から訪問、事後までの一貫した指導を通じて、実習を多面的に評価し

「自己成長感」と学び続ける姿勢を身に付けます。  
(5)1 年次の演習科目（ゼミ）では、初年次教育等を通して短大への適応をはかるとともに、主体

的な学びの中で論理的思考力や文章表現力等を修得します。2 年次には演習科目（ゼミ）を必修

とし、専門科目を中心とする教育内容の統合と総合化を行います。また、1～2 年次を通じ、保

育や保護者支援に繋がるコミュニケーション・スキルを修得します。  
［②教育方法］  
（1）知識の修得だけでなく、主体的な学びの力を高めるために、参加型授業や授業外の積極的な

学修などアクティブラーニングを取り入れた教育方法を実践します。  
（2）シラバス（授業計画）には、卒業認定・学位授与の方針に基づく学修の到達目標、評価基準、

授業内容、授業外学修等を具体的に記載します。  
（3）実学教育を重視し実践するために、各専門職に応じた現場実習を段階的に行います。また、

実習の事前・事後学習（事前訪問、ボランティア）、教職実践演習（振り返り観察実習）等を

通じての学びの連続性の中で、保育や保護者支援における体験的理解を深めます。  
 
［③評価］  
（1）学年ごとの単位取得率の評価を行うとともに、GPA によって教育課程全体を通した学修成

果の達成状況を査定します。また、GPA による学生個人の評価を学修支援 ·指導に活用しま

す。なお、個々の科目の単位認定にあたっては、到達目標の内容を修得しているか否かに留

意し、厳格な成績評価を行います。1 年次修了時には、資格•免許に必要な専門必修科目の単

位取得状況を確認し、2 年次での卒業研究を履修する基礎レベルが修得できているか到達度

の評価を行います。  
（2）実習のなかで、対人専門職としての自己成長の連続性について多面的な評価を行います。ま

た、各実習事前準備段階では「実習準備確認試験」を用い、必要な知識·技能に加え、実習に

臨む意欲や姿勢などトータルな準備状態を測ります。  
（3）2 年間の学修成果については、2 年次演習科目（ゼミ）における卒業研究等によって可視化・

総合的評価を行います。  
（4）希望する職業へ就職できたかどうか（就職率、資格・免許を活かした専門領域への就業率）、

または進学等の成否について確認し、学修成果の達成状況を査定します。  
（5）短大入学までに身に付けてきた学力や目的意識が、乳幼児の保育や保護者支援の場において

持続的なものとなるように、①ボランティアや地域貢献などによる主体的で協働的な態度、②

自主的・主体的な表現活動や発表による意欲・表現力、③授業や実習指導以外の事前・事後学

習などにみられる自発的で能動的な態度についても多面的な評価を行います。  
（6）授業評価アンケートを実施し、個々の授業内容、授業方法の改善や組織全体として授業が円

滑に運営されているかどうかの検証を行います。  
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教育課程は、短期大学設置基準第５条、６条で示されている教育課程の編成方針に

則り体系的に編成している。学科・専攻課程の教育課程と「卒業認定・学位授与の方

針」（ディプロマ・ポリシー）の関連は学科・専攻・コースごとに作成しているカリキ

ュラムマップにおいても対応が示されており、学習内容の順次性と科目間の関連性を

図式化し、学科・専攻課程の教育課程と「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・

ポリシー）の関連を可視化して示している。（提出-８） 

授業科目は学則第 8 条で規定しており、必修科目及び選択科目に区分し、各年次に

バランスよく配当し編成している。（提出-３）各学科・専攻の専門科目は、学年ごとに

年次指定を行っている。２年間の学習の流れを視覚的に把握できるように、学生便覧

において各科目の開講時期や単位数、授業形態、資格要件の有無などを示している。

（提出-４）学年暦において前期・後期各曜日 15 回の授業回数を確保するとともに試

験期間・補講期間を２週間程度設定している。（提出-14）各授業科目の単位数は、授業

種別（講義、演習、実習）に基づき学則により定めている。単位の実質化を図るため、

各授業の事前・事後学習の所要時間をシラバスに明示している。（提出-13）年間又は学

期において履修できる単位数の上限を定めることを課題として捉えているが、各学科

においては２年間で複数の免許・資格の取得を目指すため、 １年間で取得する単位数

が多くなる状況があり、現時点では上限の設定に至っていない。 

成績評価に関しては、短期大学設置基準第 11 条の２第２項に則り、学則第 11 条（単

位の授与）及び第 12 条（試験の評価）において規定し、学生便覧及びシラバスにおい

て成績評価の基準を示し、客観性及び厳格性を確保し、成績評価を判定している。成績

評価については、基本的に試験結果（定期試験、随時試験）、レポートや作品などの提

出物を判断材料として、科目担当者が総合的に成績評価し、単位認定している。この仕

組みを基本とした成績評価の方法は、学内試験規則（第 13 条）に定めており、「S（100

〜90 点）、A（89〜80 点）、B（79〜70 点）、C（69〜60 点）、D（59 点以下）」と記されて

いる。学生個人の成績は、この 100 点法により各学生の科目ごとの達成度を把握し、

学期ごとに算出される履修科目の平均点に基づいて評価を実施してきた。さらに、学

習成果の向上を図ることを目的とし、より客観的に成績評価を行うため、平成 28（2016）

年度より GPA による測定を実施することになった。（提出-４、備付-規程集-６、備付-

規程集-13） 

入学年度別に学生に配布する学生便覧は、２年間の学習の流れを視覚的に把握でき

るよう、「履修・授業・試験の手引き」の学科専攻別のカリキュラム表に各科目の開講

学期を示し、単位数や授業形態、資格要件の有無を示している。また先記のように、カ

リキュラムマップの明示によって、学習成果の可視化が一段と進むようになった。さ

らにシラバスでは、各科目別に「授業目的」「授業概要」「到達目標」「ディプロマポリ

シーとの関連性」「事前・事後学習の所要時間」「履修上の注意事項」「教科書」「参考図

書」「成績評価方法」「成績評価基準」「試験レポート等のフィードバック」「各回の事前

学習」「授業内容」「事後学習」「ディプロマポリシー」の項目欄を設け、マクロ・ミク

ロの両面で各科目の教育課程上の位置が的確に認識できるように明示している。令和

２年（2020）年度からは、上記の項目に加え、授業形態・各授業回の参考文献の項目を

追加している。また、シラバス作成者確認用のチェックシートを作成し、シラバス記載
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内容の第三者チェックを実施している。（提出-９、提出-13、備付-21） 

本学では通信制の課程を設けていない。 

短期大学設置基準第 7 章「教員の資格」に則り、経歴や業績等を充分考慮し、教員

配置を行っている。健康福祉学科では、介護福祉士及び社会福祉士を養成しているた

め、「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」及び「社会福祉士養成施設及び介護福

祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」に則り教員を適切に配置している。

こども学科では、幼稚園教諭、保育士の養成を行っているため、各課程認定に適合する

教員を配置している。（備付-22） 

社会的要請や関係法令の改正を踏まえて、定期的に教育課程の見直しを行っている。

特に法令等の改正がある場合、各学科・専攻で協議され、教務委員会を経て教授会にお

いて審議がなされる。その後、学長の決定をもって教育課程が実行される。令和元（2019）

年度には体系的な教育課程の編成に関する必要な事項を審議し、学習成果の修得のた

めにふさわしい授業科目を適切に編成するため、教育課程編成委員会を設立した。（備

付-規程集-64） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培

うよう編成している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 

（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。 

（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

建学の精神、教育目的等に基づく「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポ

リシー）において、「教養教育を担う主要な科目群である教養科目を複合的に学ぶこと

で、専門的な学修に繋がる知識や技能と主体的に学ぶ姿勢·態度、社会人として必要な

思考・行動様式を身に付ける」としている。本学ではこの方針に基づき教養教育の内容

と実施体制を確立させている。教養科目は 1・2 年次に配置され、人文科学、社会科学、

自然科学の分野から成る計 21 科目で構成されている。本学では全学必修の教養科目と

して「宗教」、「共生論」を配置し、建学の精神（大乗仏教精神に基づく「利他共生」の

理念と「感恩奉仕」）に基づいた教養教育を重視している。「共生論」では、講義に加え

地域における共生体験（ボランティア活動）を実施し、人間性を高める教育を行ってい

る。国際化が進展する中、「英語Ⅰ・Ⅱ」を卒業必修科目とし、外国語を学ぶ機会を設

けている。生活や仕事等で情報通信技術が活用されるようになってきており、情報教

育の重要性が高まっている。本学では「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を開講し、インター

ネットの仕組みやネチケット（メール利用時の注意点、インターネット上に情報掲載

時の注意点）、インターネット上のトラブル（炎上、ネット詐欺、不正アクセス、なり

すましなど）、Word や Excel 等のビジネスアプリケーションの操作方法や基本的機能

等について習得させている。（提出-３別表第１） 

現在の高度情報化社会において「思考力、判断力、表現力」が再度注目されている
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が、「文学」や「哲学」等の教養科目はそうした能力を涵養する科目として配置してい

る。法学、心理学等の社会科学系科目については、対人支援職の職業倫理や子ども、保

護者、障害児者の背景・法・制度等、対象理解の基礎に繋がる事項を習得できる内容と

なっている。教養科目は専門科目と同じく、幼稚園教育要領や保育所保育指針あるい

は養成課程の変更に併せ、教育課程の定期的見直しを行っている。 

このように本学では専門科目とも相互に連関する教養科目を幅広く配置している。

例えば、こども学科においては、法学は教師論・社会的養護、健康科学論は、子どもの

保健・乳児保育、心理学は保育の心理学、教育心理学、文学、哲学は、保育の表現技術

（国語）や保育内容言葉へつながっていくなど、 教養科目での学びが専門科目の学び

と関連している。また、カリキュラムマップを作成し、「卒業認定・学位授与の方針」

(ディプロマ・ポリシー）における教養科目の位置づけを明確にしている。そのため、

学習成果と各科目の到達目標との関連がより明確なものとなっている。 

教養教育の効果の測定・評価については、「授業評価アンケート」の結果や「学修行

動等に関する調査」によって多角的な視点から教養教育の効果を測定・評価している。

「学修行動等に関する調査」では、入学した時点と比較し、75％の学生が「教養力が増

えた・どちらかといえば増えたと」回答しており、概ね良好な結果となっている。今後

は「授業評価アンケート」の結果や「学修行動に関する調査」結果を更に分析し、全学

横断的に教養教育の内容と実施体制を検討する必要がある。（備付-18、備付-20） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に

必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業

教育の実施体制が明確である。 

（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

本学の教育課程のうち専門科目の多くは職業教育に直結している。職業に従事する

ために必要な知識・技能・能力・態度を習得させるため、正課の授業以外においても

様々な職業教育を実施している。本学における職業教育の内容及び評価方法は以下の

通りである。 

【全学的な職業教育の内容】 

全学的な職業教育として教養科目において「就職支援講座」「就職実践講座」を開講

している。例としてこども学科では、「就職実践講座」において、公立保育士（公務員

保育士）を目指している学生向けに公務員試験に向けた筆記試験、小論文、面接の対策

を行っている。正課の授業以外では、職業への接続を図るために、資格取得講座や就職

対策講座等の支援を行っている。具体的には、就職ガイダンスやマナー講座等をキャ

リア支援室が主催し、学科・コース別、進路別、目的別にきめ細かく実施している。講

師には学内外から各領域の有識者を招いている。（備付-24） 
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また、就職模擬試験、SPI、職業適性検査、各種公務員対策講座等を全学生対象に実

施し、企業・施設・官公庁における採用試験等に対応できるようにしている。公務員試

験対策集中講座については、外部講師を招き公務員試験受験志望者に対して科目別対

策講座を実施している。さらに、実務家教員による職業教育の充実も図っている。この

ような取り組み結果から、就職率は６年連続 100％となっており高い水準を維持してい

る。 

職業教育の効果は、資格取得、就職率、卒業時アンケート、卒業生実態アンケート、

卒業生就職先実態アンケート等を実施し、測定・評価している。（備付-19、備付-25、

備付-26、） 

卒業時アンケートでは、キャリア支援室やアドバイザー教員の支援体制やキャリア

支援体制（ガイダンスや対策講座等）について調査しており、平成 30（2018）年度卒

業生へのアンケートでは、キャリア支援体制について、61.4％の学生がとても重要・や

や重要と肯定的な回答をしている。（備付-25） 

卒業生実態アンケートでは、「学科やコースで身につけた専門的な知識や能力を活用

できているか」の質問に 89％の卒業生ができる・ややできると肯定的な回答をしてお

り、その他のコミュニケーション能力の活用や業務を人に伝えるなどの項目も 88％の

肯定的な結果となっている。（備付-26） 

卒業生就職先実態アンケートでは、本学卒業生の入職時の能力・スキル等について、

「周囲の意見を聞き、理解できる能力がある」の質問に 92％の出来ている・やや出来

ているとの肯定的な回答を得ている。就職先からは入職時に求める能力・スキルにつ

いて、「周囲の意見を聞き、理解できる能力がある」「基本的なコミュニケーション能力

を持っている」「周囲と協調しあいながら協働できる」「報告・連絡・相談等の基本的な

言動ができる」の４項目は 99％の就職先より「かなり必要」「必要」とされており、就

職先の現場から必要とされている能力・スキルも明確となっている。（備付-19） 

また、令和元（2019）年 12 月に開催された「淑徳大学短期大学部外部評価委員会」

において、就業支援についてキャリア教育の適切性や今後求められるキャリア教育の

内容について、意見を頂戴している。（備付-15） 

これらの調査結果を踏まえ改善に向けて取り組みを行っているが、更なる教育改善

や就職支援の向上に活用していく。 

 

【健康福祉学科 社会福祉専攻 社会福祉コース】 

社会福祉コースでは、「社会福祉士受験資格」「介護職員初任者研修」を、学生の進路

希望に応じて取得できるようなカリキュラムとなっている。「社会福祉主事任用資格」

を全員が取得できる。卒業後の進路は多様であるため、社会福祉の視点を持った職業

人養成を基礎に置きながら、専門職として就職する学生に対しては、専門職教育とし

て、総合的かつ包括的な相談援助を行える知識と技術を修得し、利用者支援ができる

人材の育成を目指している。 

卒業後は、社会福祉各分野で活躍するほか、一般企業就職や進学等、幅広い。社会人

に求められる教養、総合的な判断力、豊かな人間性、専門職としての倫理観等に関し、

教育効果を十分にあげられるように教養科目と専門科目との連携を考慮しながら、講
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義、演習、見学体験、ボランティア、ソーシャルワーク実習を循環的に組み合わせた工

夫を行っている。実務家教員による指導も効果的に導入している。 

また、学生が就職先を考えることができるように、入学時から施設見学や、支援者か

らの講話、ボランティア体験をコースとして推奨し、適宜、個別指導を実施している。

職業教育の一環として、板橋区地域密着型サービス事業所連絡会の福祉職員の方々と

の勉強会を実施し、福祉施設や事業所の職員との交流を通じて職場の理解に努めてい

る。加えて、実習前に OSCE （面接実技試験）と CBT （知識試験）を実施している。学

生の知識の定着を図るだけでなく、モチベーションの維持・向上のために機会を設け

ている。 

 教育の効果の測定については就職率で測定している。就職率は 6 年連続 100％であ

る。さらに、ソーシャルワーク実習先からの評価を得ながら、教育内容や方法の見直し

を毎年行っている。学生からは、OSCE （面接実技試験）と CBT （知識試験）や資格関

連科目において適宜アンケートを実施し、教育内容の見直しを行っている。 

 

【健康福祉学科 社会福祉専攻 医療事務・秘書コース】 

医療事務・秘書コースでは大学病院や総合病院に医療事務職として就職することを

想定し、医療機関が学生に求める６つの資質・能力（医学・薬学の知識、ホスピタリテ

ィ、レセプト作成能力、IT スキル、マネジメント力、医療秘書能力）を涵養するため、

必要な教育課程を編成している。「ホスピタリティ・コミュニケーション」は「卒業認

定・学位授与の方針」(ディプロマ・ポリシー）６の「医療従事者に求められる高い倫

理観及びホスピタリティマインドを有している」に対応しており、ホスピタリティマ

インドやコミュニケーションスキル、ビジネス文書の作成の仕方等を講義、演習、ペア

ワーク、グループワークにより習得している。 

１年次の２月には医療施設実習を行い、患者対応や会計・請求事務など実際の業務

を通して、医療現場の多様かつ複雑な課題に取り組むための実践力やコミュニケーシ

ョン能力を身に付けている。実習指導においては、医療施設実習の意義・目的や実習を

予定している施設について理解を深めるとともに、実習で求められる基本的態度や守

秘義務の重要性、実習記録の書き方について学習している。また、病院の実習担当者を

招聘し、実習に向けた心構えや注意点について講演を行っている。実習後は、実習を通

して学んだことや明らかとなった課題について整理・評価し、実習報告会などの機会

を通じて課題の共有化を図っている。 

就職支援としては、医療法人や調剤薬局企業による学内説明会の実施や内定者報告

会を行っている。内定者報告会では、内定した２年生から１年生に対して、就職活動の

アドバイスを行っている。具体的には、就職試験の流れや筆記試験の出題傾向、面接試

験の成功例・失敗例、モチベーションの維持の方法やリフレッシュの方法など、自らの

経験に基づき話をしてもらっている。また、アドバイザー教員は履歴書やエントリー

シートの添削、面接指導等を行うとともに、就職活動の進捗状況のモニタリングを行

いキャリア支援室と連携しながら就職支援を行っている。職業教育の効果は、資格取

得、就職率、卒業生実態アンケート等を定期的に実施し評価を行っている。就職率は 6

年連続 100％であり、令和元（2019）年度は総合病院への就職率が 82.0%と過去最高を
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達成した。医療事務系の資格取得については、医科医療事務管理士は合格率が 84.2%と

なっており、医事コンピュータ技能検定 3 級 56.1%、調剤事務管理士 49.1%となってい

る。今後も授業内での試験対策を強化し、合格率を向上させたいと考えている。 

 

【健康福祉学科 介護福祉専攻 介護福祉コース】 

介護福祉コースでは、「介護福祉士資格」「社会福祉主事任用資格」「医療的ケア第 1

号基本研修」を取得し、卒業後には介護専門職として即戦力となることを教育の目的

としている。卒業後は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、訪

問介護事業所、介護医療院、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護、知的・

身体障害者施設といったさまざまな種別の介護現場で活躍していくことを想定し、在

宅支援でも施設支援でも地域における支援でも、また高齢者や障がい者の介護、認知

症の介護、医療的ケアの実施、家族支援といった多様な支援の方法や内容を修得する

ために、多角的で体系的な教育課程を編成している。介護福祉士は高齢者や障がい者、

家族を対象とする対人援助職者であるため、幅広く深い教養、総合的な判断力、豊かな

人間性、専門職としての倫理観が求められており、教育効果を十分にあげられるよう

に教養科目と専門科目との連携を考慮しながら、講義、グループワーク演習、実技演

習、教室以外での演習、見学体験、介護実習を循環的に組み合わせた工夫を行ってい

る。 

 介護福祉実習のうち施設実習は１～３段階に分け、職場に緊張なく馴染んでいける

ように、期間も実習内容も徐々にレベルを上げ、学生にとって学びやすい環境づくり

に配慮している。実習先は３ヶ所、別の施設を体験し、それ以外にも訪問介護、デイサ

ービス、グループホームでの実習も行うので、将来、学生個々人が自分に合った職場を

考える上でも参考になり、職業への接続もスムーズになっている。就職支援では、実習

施設の施設長や実習指導者、卒業生などを招聘し、それぞれの介護の特色や業務内容

の説明、現状を説明してもらい、就職に対する意識を高めたり、実習報告会や介護観発

表会、介護宣誓式の時には現場の職員を招待し、関わりの時間を増やす工夫をしてい

る。 

 職業教育の効果の測定については、就職率、介護福祉士資格取得率、医療的ケア基本

研修合格率で測定している。就職率は６年連続 100％、介護福祉士資格（学位修得者）

は令和元（2019）年度 76.5％、介護福祉士資格合格率 96.2％、医療的ケア基本研修合

格率は５年連続 100％である。さらに、介護実習中の実習先からの評価や就職先の施設

からの卒業生の活動評価を得ながら、教育内容や方法の見直しを毎年行っている。実

習先、就職先の施設との連絡・協力体制が確立しているため、このようなフィードバッ

クによる教育効果の測定・評価が可能となっている。 

 

【こども学科】 

こども学科では幼稚園教諭や保育士として幼児教育機関や児童福祉施設等に就職す

ることを想定し、①子どもの発達理解、②保育に関わる基礎的事項、③子どもの健康と

生活、④保育内容に関する計画・評価、⑤特別な配慮が必要な子ども、⑥家庭支援・地

域連携などに関する知識・技能に加え、対人支援職に必要とされるコミュニケーショ
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ン能力、ITC スキル等を涵養するため、必要な教育課程を編成している。これら保育専

門職に必要な知識・技能、コミュ二ケーション能力は「卒業認定・学位授与の方針」(デ

ィプロマ・ポリシー）３及び４の「高い倫理観と使命感を持ち、他者と協働できるコミ

ュニケーション能力」及び「各種専門職における必要な知識・技能を有し、社会貢献で

きる能力を有している」に対応しており、養成課程２年間において実習をコアとする

カリキュラムにおいて、乳幼児の養護と教育、特別支援に関する基本的な知識・スキル

等を講義、演習、グループワーク等により習得している。 

 1 年次 10 月の幼稚園教育実習をはじめとして、計５回の段階的、継続的な実習を通

して、幼稚園教諭や保育士の職務や対象（子ども、施設）を理解し、現場の多岐にわた

る課題に取り組むための実践力やコミュニケーション能力を身に付けている。学内の

実習事前指導においては、各実習の意義・目的、実習施設等について理解するととも

に、求められる基本的態度や守秘義務の重要性、実習記録記載方法についても学習し

ている。実習後は、個別及び全体的な事後指導により実習経験の整理と評価、自己課題

の明確化、実習報告会などの機会を通じた課題の共有と深化を図っている。 

 就職支援としては、幼稚園や保育所による学内説明会の実施や内定者報告会、OB/OG

による就職に関する情報交換の実施、公立保育所、各自治体事業団等合格者からの経

験に基づいた講話もゼミ単位等の少人数で実施し、筆記・面接試験の出題傾向、モチベ

ーションの維持の方法等を聴講する場となっている。アドバイザー教員は個別面談等

を通して進路意識の明確化を図り、履歴書・エントリーシート記載指導、就職活動進捗

状況のモニタリング等、キャリア支援室と連携しながら支援を行っている。 

 職業教育の効果は、資格取得・就職率、卒業生実態アンケート等を定期的に実施し評

価を行っている。就職率は６年連続 100％、令和元（2019）年度は保育所 54.7%、幼稚

園 20.2％、認定こども園 7.9％、児童福祉施設等 10.8％、公務員（保育所等）が 6.4％

であった。資格取得率は、入学者数に対して保育士 86.9%、幼稚園教諭二種免許 87.7%、

その他、ピアヘルパー資格、ABM ベビーマッサージ・インストラクター、育児セラピス

ト 1 級、Word 文書処理技能認定試験、准学校心理士等も取得できる状況にある。今後

は保育士資格、幼稚園教諭二種免許を中心とした取得率の向上のため、さらに教育内

容の充実やサポートを図る予定である。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を明確に示し

ている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。 

（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。 

（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示してい

る。 

（4） 入学者選抜の方法（推薦、一般、AO 選抜等）は、入学者受入れの方針に対

応している。 

（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定し
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て、公正かつ適正に実施している。 

（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。 

（7） アドミッション・オフィス等を整備している。 

（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 

（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

淑徳大学短期大学部の「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）は、以

下の通り学習成果に対応している。（提出-２、提出-11、提出-12） 

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）は入学試験要項、淑徳大学短

期大学部ガイドブック 2020、ホームページに明示し、オープンキャンパスや、学校見

学会、各種進学相談会、高校訪問時に説明し周知を図っている。（提出-２p.51、提出-

11p.４、提出-12p.４） 

本学は、入学前の学習成果の把握・評価として「入学者受入れの方針」（アドミッシ

ョン・ポリシー）に「求める学生像」を示し、「建学の精神の理解」「基本的な知識の修

得」「学修に対して目的と意欲を有している」など明確に示しており、それらを踏まえ

て評価を行う入学者の選抜を実施している。また、入学前教育を行うことで、入学者の

不安を取り除くとともに、入学予定者の能力と意欲の向上を図っている。入学者の選

抜方法としては、ＡＯ入試、推薦入試、一般入試、特別選抜（外国人留学生・帰国生徒・

社会人）を実施しており、「入学選抜の方法」に示された、３点の方法を単独又は複数

組み合わせて選抜を実施していることから、入学者選抜の方法は「入学者受入れの方

 本学は、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程の編成・実施の方針との関連

性を踏まえて、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を定めます。 

１）求める学生像 

（１）本学の建学の精神である共生の理念を理解している。 

（２）高等学校で履修した学習内容について理解し、主要科目に関する基本的

な知識を修得できている。 

（３）本学の教育方針及び教育分野に興味と関心を持ち、本学での学修に目的

と意欲を有している。 

２）入学選抜の方法 

 次の３つの方法を単独又は複数組み合わせて選抜を行う。 

（１）高等学校等での評定平均値及び活動の履歴・成果等に関する書類審査 

（２）面接 

（３）高等学校等での履修科目に対する学力検査 

３）入学前に学習しておくことが期待される学習内容及び学習態度 

  高等学校での学習において、科目学習における基礎的な知識の修得及び学習

意欲の保持が望まれる。 
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針」（アドミッション・ポリシー）に対応している。（提出-２p.51、提出-11、提出-12） 

高大接続という観点では、「学力の３要素：①知識・技能の確かな習得、②思考力・

判断力・表現力、③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を多面的・総合的

に判定し、「入学者選抜実施要項」に基づいて入学者の選抜を行っている。具体的には

AO 入試は、高等学校での評定平均値及び活動の履歴・成果等に関する書類審査、面接

試験から総合的に判断している。推薦入試は、高等学校での評定平均値及び活動の履

歴・成果等に関する書類審査、面接試験から総合的に判断している。一般入試は、国語

（古文・漢文を除く）の学力試験結果、高等学校での評定平均値及び活動の履歴・成果

等に関する書類審査から総合的に判断している。面接試験及び書類審査では、判定す

る際の選考基準を設定し、複数の教員で対応するなど複眼的なチェック体制を確保し、

公正かつ厳正な実施に努めながら、入学者の「学力の３要素」を評価している。（提出

-11、提出-12）） 

授業料、その他入学に必要な経費は、入学試験要項、淑徳大学短期大学部ガイドブッ

ク 2020、ホームページに記載し周知を図っている。（提出-２p54、提出-11p.18、提出

-12p.18） 

本学では、大学アドミッションセンター東京オフィスが設置されており、本務職員

５名、臨時職員４名が、高校訪問、進学ガイダンス参加、オープンキャンパスの実施、

各種募集広告作成などの募集広報業務と入試要項の作成などの入試の実施にかかる各

種事務を行っている。また、淑徳大学の千葉キャンパス、埼玉キャンパスにもアドミッ

ションセンターのオフィスが設置されており、令和２（2020）年４月からはそれらのオ

フィスの統括組織として、大学アドミッションセンターが東京キャンパスに設置され

た。募集活動においては、東京オフィスの職員のみならず、他キャンパスのオフィスの

職員とも協力体制をとっており、大学・短期大学部の全学的な募集活動を実施してい

る。 

学外の進学ガイダンスや高等学校内の進路説明会などに参加し、受験生や保護者、

高等学校の教諭などからの受験に関する問い合わせに対応している。オープンキャン

パスにおいても、教員やアドミッションセンター職員が受験生と保護者の個別相談に

応じ、丁寧に対応している。この他、受験についての問い合わせをアドミッションセン

ターにおいて常時受け付けており、適切に対応している。 

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）を検討するにあたり、入学者

が在籍していた高等学校に訪問し、口頭による聞き取り調査で高等学校の教員から意

見を聴取していたが、令和元（2019）年度からは、アンケート用紙を用いて、10 月か

ら 11 月に調査を実施し、21 名の高校教員から回答を得ている。その結果、本学の「入

学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）に対しては、特段の問題は見つから

なかった。また、令和元（2019）年度に開催された、「淑徳大学短期大学部外部評価委

員会」においても、高等学校の教員に評価委員を務めていただき、「入学者受入れの方

針」（アドミッション・ポリシー）について意見を聴取した。社会のニーズ変化に伴っ

て「求める学生像」も変化することから、得られた意見を踏まえ、今後も募集入試委員

会を中心に「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の点検及び見直しを

行う。（備付-15） 
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［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学習成果に具体性がある。 

（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 

（3） 学習成果は測定可能である。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は建学の精神に基づき定めており、学習成

果は「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）として明確に示している。

また、学科・専攻課程の教育課程と「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリ

シー）の関連は学科・専攻・コースごとに作成しているカリキュラムマップにおいても

対応が示されている。これにより、学習内容の順次性や科目間の関連性、学科・専攻・

コース全体の学習構造を俯瞰することが可能となっている。学習成果を明確にするた

め、シラバスには「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）と具体的到

達目標を記載している。（提出-４、提出-８） 

令和元（2019）年度の退学率は、健康福祉学科 1.64％、こども学科 2.74％である（退

学者数を 5 月 1 日現在の在籍者数で除したもの）。２年間で取得可能な主な免許・資格

等の取得率（取得者数を入学者数で除したもの）は、医事コンピュータ技能検定試験合

格者 56.1％、医科医療事務管理士合格者 84.2％、介護福祉士資格（単位修得者）76.5％、

保育士資格 86.9％、幼稚園教諭二種免許 87.7％となっており、各学科・専攻・コース

で取得可能な免許・資格等の取得率は概して高く、多くの学生が希望の進路に有用な

免許、資格を取得して卒業していることから、学習成果を一定期間内に獲得する事は

十分可能だと判断できる。（備付-17） 

学習成果は次の手法により定量的・定性的に測定可能であり、教授会にて報告され

ている。 

・免許・資格等の取得状況（幼稚園教諭二種免許、保育士資格、介護福祉士資格、医

科医療事務管理士、医事コンピュータ技能検定試験など） 

・学位取得率（卒業率、退学率） 

・成績評価結果（成績分布状況、単位修得状況、GPA など） 

・OSCE(面接試験）・CBT(知識試験）の結果 

・各種アンケート結果（授業評価アンケート、卒業時アンケート、卒業生実態アンケ

ート、卒業生就職先実態アンケート、学生生活アンケート、学修行動等に関する調

査、短期大学基準協会主催の短期大学生調査など） 

・進路状況（就職率、専門領域への就業率、進学率） 

・学外実習の評価（教育実習、保育実習、介護実習、医療施設実習などの評価） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生
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の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 

（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生・雇用者への調査、インターンシッ

プや留学などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活

用している。 

（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 

学習成果の獲得状況は、学位取得率、免許・資格等の取得状況、成績評価結果、OSCE(面

接試験）・CBT(知識試験）の結果、各種アンケート結果（授業評価アンケート、学生生

活アンケート、卒業生実態アンケート、卒業生就職先実態アンケート、学修行動等に関

する調査、短期大学基準協会主催の短期大学生調査など）、進路状況（就職率、専門領

域への就業率、進学率）、学外実習の評価（教育実習、保育実習、介護実習、医療施設

実習などの評価）を指標として下表のように活用している。 

項 目 内 容 

学位取得率 

令和元（2019）年度卒業生の学位取得率は健康福祉学科 100％、

こども学科 98.8％である。 

令和元（2019）年度の退学率は健康福祉学科 1.64％、こども学

科 2.74％となっている。卒業率、退学率は 3 月の卒業評定会に

おいて教務委員長より状況説明を行っている。中途退学防止の

ため、常時アドバイザー教員及び学生支援部が個別に相談や指

導を行っている。（備付-17） 

免許・資格等の取得

状況 

免許・資格等の取得状況については、卒業評定会において教務

委員長より取得状況の説明を行っている。各学科・コースにお

いては免許・資格の取得率・合格率を向上させるため毎年「教

育・委員会活動計画書」に到達目標を掲げ学修支援を行うとと

もに、年度末に達成状況を評価している。（備付-17） 

成績評価結果（単位

取得率、成績分布状

況、GPA など） 

令和元（2019）年度の単位の取得率は前期・後期共に 97％であ

り、授業開講時期の差異は見られなかった。なお、単位取得率

は令和元（2019）年度の全学生の全履修科目について単位可の

成績（S,A,B,C）を１、単位不可（D ほか）を 0 として計算を行

なった。 

GPA 測定により総合的な学習成果の測定を行っている。学生は

ポータルサイト「S-Navi」にて、履修科目や成績評価、「学期

GPA」「通算 GPA」を確認することができる。GPA は成績を可視

的な「学びのデータ」として確認し、自らの学習活動を振り返

ることができる。令和元（2019）年度の全学生の年間 GPA 平均

は 2.63 であった（前期 2.60・後期 2.68）。GP（グレードポイ

ント）は０点が不可、１点（可）、２点（標準）、３点（優秀）、

４点が（最優秀）である。2.63 は、標準から優秀の間であるこ
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とから多数の学生が標準より上の段階にあるが、今後少しでも

３に近づける方策を考えることが課題である。 

入学時より卒業までの通算 GPA が 3.5 以上の学生に対しては、

卒業時に成績優秀者として表彰している。また、令和２（2020）

年度からは、学期ごとに成績優秀者に対して表彰を行い、記念

品を授与する予定である。GPA の数値が低い学生に対しては以

下のようなフォローアップを行っている。（備付-規程集-13） 

①１セメスターの GPA が 1.0 未満となった学生は、アドバイザ

ー及び学生支援部が注意と指導を行う。 

②GPA 1.0 未満が２学期（２セメスター）連続した学生は、ア

ドバイザー及び学生支援部が今後の履修計画について面談を

行う。面談においては、必要に応じて保証人（保護者等）の同

伴を求める。 

③ GPA1.0 未満が３学期（３セメスター）以上連続した学生は、

学科長が退学を勧告する。ただし、本人（保証人含む）及びア

ドバイザーと教務部長の意見を聞いた上で、学業継続の可能性

があると判断される場合は、退学勧告を保留することがある。

退学勧告を保留し、学業を継続する場合は、保証人（保護者等）

同席のもと、学科長、アドバイザーと学生支援部が履修計画を

抜本的に見直すなど学修相談・指導を行う。こうした取り組み

により学生の自覚を促すと共に、教員が必要に応じて迅速に学

生の修学状況を把握し指導につなげることを可能にしている。 

OSCE(面接試験）・

CBT(知識試験）の結

果[社会福祉コース

のみ] 

OSCE(面接試験）については、試験を実施した直後に振り返りを

行い、今できた部分、できていなかった部分の指摘をしている。

その後、その指摘を受けてどのように考えたかの記述を行わ

せ、試験の結果のみで一喜一憂するのではなく、今後の学習へ

の意欲を継続させるような指導を実施している。 

CBT(知識試験）の結果は、個別にチャートで示し学生に返却し

ている。その際、得意な分野、不得意な分野を細かく示し、学

生指導を行っている。この試験は実習の事前学習の成果を問う

試験でもあるため、結果が 60 点に満たない学生については、

ソーシャルワーク実習の継続の有無を見据えた個別指導を実

施し、実習への動機付けを促す指導を行っている。 

各種アンケート結

果 

■授業評価アンケート（備付-18） 

各科目の到達目標に対する到達度の評価を行っている。授業評

価アンケートの結果は学科長、教務部長、学長が確認している。

各教員は授業評価アンケートの結果に基づき授業改善案を作

成し、教務委員会に提出している。提出された教員用授業評価

アンケートは、学長、教務部長及び学科長が確認を行い、必要
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に応じて教務部長などによる面談を実施している。 

■卒業時アンケート（備付-25） 

就職活動中にどのような支援が効果的であったか、就職活動を

振り返っての課題や反省点等について調査を実施し、教育内容

の改善や就職支援体制の点検・見直しに役立てている。 

■卒業生実態アンケート（備付-26） 

本学の卒業生に対し、現在の就労状況や就職先の満足度、また、

在学時の教育内容・就職活動といった学生生活の満足度やその

修得効果について調査を実施している。 

■卒業生就職先実態アンケート（備付-19） 

新卒者に求める業務遂行上の能力や本学卒業生に対する評価

について調査を行い、今後の教育改善に役立てることを目的と

して実施している。なお、就職に関する調査結果については、

教授会で報告するとともに、教職員はそれらのデータを教育活

動の改善やキャリア支援・学生指導の資料として活用してい

る。 

■学生生活アンケート（備付-23） 

学生生活に関する不安とその状況改善のために意見を集約し、

短期大学内における教育全般の満足度を向上させるために、毎

年アンケートを実施している。令和元（2019）年度の調査では、

空き時間、空きコマの過ごし方（どの場所で過ごすか）等の質

問項目から、学生の自発的な修学行動の傾向を測っている。図

書館やピアノレッスン室で過ごすなど、意欲的に自習に取り組

む学生が一定割合存在していることが把握できている。 

■学修行動等に関する調査（備付-20） 

学生一人ひとりの学修行動、経験及び学修成果などを継続的に

追跡することにより、短期大学部が提供している教育・学修支

援の方法や内容を評価するとともに、それに基づいて教育改善

に役立てることを目的として毎年調査を実施している。 

〔Q8.2〕「自分では積極的に勉強している方だと思う」の質問に

対して「あてはまる」（「あてはまる」＋「どちらかといえばあ

てはまる」）と回答した学生が１年次では約６割であったが、２

年次では５割弱に減少していた。卒業学年である２年次におい

て学習意欲が低下している可能性があるため、卒業時までモチ

ベーションを維持させるための方策を検討する必要がある。こ

れらについては今後、教務委員会、教育向上委員会において検

討する予定である。 

■短期大学基準協会主催の短期大学生調査 

短期大学の特質に即した精度の高い学習効果の測定により、短

期大学の自己点検・評価資料となること、さらには全体のデー
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タの活用によって、短期大学士の教育としての充実を図るため

に調査を実施している。令和元（2019）年度の調査では、〔Q19〕

「今の短大に入学して、あなたの能力や知識はどの程度変化

（向上）しましたか」という問いの「現代社会の抱える様々な

問題を理解する力」は「増えた（“大きく増えた”＋“増えた”）」

が 62％となっており、調査全体の結果（57％）より５ポイント

高かった。他方で、「コミュニケーション能力」の項目では、「増

えた（“大きく増えた”＋“増えた”）」が 56％であり、調査全

体の結果（62％）に比べ 6 ポイント低かった。今後は、コミュ

ニケーション能力を高めるための方策を組織的に検討する必

要がある。 

進路状況（就職率、

専門領域への就業

率、進学率） 

キャリア支援室長が教授会において定期的に内定状況の説明

を行っている。また、最終的な就職率、専門領域への就業率、

進学率については、卒業評定会においてキャリア支援委員長よ

り報告が行われる。就職率は 6 年連続 100％と高い水準を維持

している。（備付-27） 

 

学外実習の評価（教

育実習、保育実習、

介護実習、医療施設

実習などの評価） 

学習成果の獲得状況を確認するため、学外実習の評価を活用し

ている。例としてこども学科における学外実習の評価と活用に

ついて以下に述べる。教育実習については教育実習事前・事後

指導として、保育実習は保育実習Ⅰ（保育所ならびに児童福祉

施設等）及び保育実習Ⅱまたは保育実習Ⅲに対応する実習指導

を行っている。また、各実習指導は事前指導、中間（訪問）指

導、事後指導のフェーズから形成されている。各学外実習の評

価は主に各事後指導において実施している。その内容は、①実

習評価票を利用した学生の自己評価、②実習評価票に基づく実

習先からの評価の伝達、③自己評価と実習先からの評価の隔た

りの理解、④①～③を吟味した上での学生の自己課題の明確化

である。こうした評価を幼稚園教諭（教職）課程では、教職実

践演習に援用し実践力の向上に寄与させているところである。 

ルーブリック 

令和元（2019）年度に淑徳大学高等教育研究開発センターより

芹澤高斉教授を招聘して FD を開催、学士力をもとにしたルー

ブリック作成と運用の例示を受けた。並行して事前の打ち合わ

せをもとに、現在の状況に合わせ三つのポリシーをもとにした

短期大学部版のコモンルーブリックの作成を行い、試作版を FD

内で公表・共有した。今年度は、こども学科の教職実践演習の

中で従来から実施されている教職の履修カルテと合わせてコ

モンルーブリック試作版を実際に運用し、学生が自らの総合的

な学修状況を振り返るために使用する予定である。 

卒業者数、進学・就職者数、国家試験合格者と合格率、国家資格取得者数の推移、授

業評価アンケート集計結果はホームページの「情報公開について」において公表して
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いる。また、科目ごとの授業評価アンケート結果、学生生活アンケート、学生支援部の

カウンターにおいて学生が閲覧できるようにしている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 

（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 

令和元（2019）年度は、採用施設・企業が新卒者に求める業務遂行上の能力や本学の

卒業生に対する評価を明らかにするため卒業生就職先実態アンケートを実施した。そ

の結果、「周囲の意見を聞き、理解できる能力がある」「基本的なコミュニケーション能

力をもっている」「周囲と協調しあいながら協働できる」については 9 割以上が「出来

ている」「やや出来ている」と回答しており、コミュニケーション能力や協調性につい

ては高く評価されている。学外実習やボランティア・サークル活動等の経験が活かさ

れていると考えられる。一方で「自ら課題を見つけ取り組むことができる」「覚えた業

務内容を人に教えることができる」「課題や問題点に対して知恵を出して乗り越えられ

る」についてはやや評価が低くなっており、今後、アクティブラーニングを用いた能動

的な学習の実践によって、問題発見・解決能力やそれに連なる思考力を養う教育が必

要である。（備付-19） 

令和元（2019）年度に行った卒業生就職先実態アンケートの結果は現在分析中であ

り、結果を学習成果の点検に活用するまでには未だ至っていない。今後、本学卒業生に

対する評価内容を詳細に分析し、学習成果の点検や教育改善に活用していきたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

本学の健康福祉学科とこども学科は、免許・資格取得を目標とした教育課程編成を

していることから、時代や社会のニーズに応じた教育課程が編成できるように、本学

の特色を活かしながら社会的要請や関係法令の改正を踏まえて、教育課程編成委員会

を中心に教育課程の見直しをすることが必要である。 

本学では、AO 入試・推薦入試の合格者を対象に入学前教育を実施しており、各学科・

コースで課題を提示しているが、数年間同じような内容で実施しており、入学前教育

の効果や内容の見直しが出来ていないため、高大接続の観点を踏まえて、どのような

入学前教育が適切か検討する必要がある。 

高校教員に対するアンケート調査や淑徳大学短期大学部外部評価委員会を開催し、

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）について意見を聴取しているが、

社会環境やニーズの変化に伴って「求める学生像」も変化することから、今後は高等学

校との教育懇談会を実施するなどして、「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリ

シー）について幅広く意見を聴取する必要がある。 

卒業生就職先アンケートよって「課題発見能力」や「問題解決能力」が課題としてあ
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げられており、アクティブラーニングを用いた能動的な学習の更なる活用、問題解決

学習の導入など、課題発見・問題解決能力や思考力を養う教育が必要である。 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

 本学の教育課程は、就職先で求められる知識・技能の修得のための専門科目を分野

別に体系性・順次性を考慮して配置されている。体系的な教育課程を明確化するため

に、学習成果の達成にどの授業科目が寄与するかを示した「カリキュラムマップ」を作

成しており、学習内容の順次性や科目間の関連性、学習構造を俯瞰している。 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

２．淑徳大学短期大学部ガイドブック 2020 

４．学生便覧 2019 

11．入学試験要項 2019 

12．入学試験要項 2020 

15．淑徳大学短期大学部ガイドブック 2019 

 

備付資料 

３．ボランティアニュース 

18．授業評価アンケート 

19．卒業生就職先実態アンケート調査結果報告書 

23．学生生活に関するアンケート調査 

24．進路ハンドブック、 

25．卒業時アンケート調査結果報告書 

26．卒業生実態アンケート調査結果報告書 

28．入学前課題 

29．入学予定者発送物 

30．入学手続き時の物件案内 

31．アドバイザーマニュアル 

32．新入生オリエンテーション資料 

33．在学生オリエンテーション資料 

34．図書館ガイダンス資料 

35．読書マラソン実施要綱 

36．新入生セミナーしおり 

37．S-Navi 保護者への案内 

38．オフィスアワー一覧 

39．ハラスメントリーフレット 
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40．学長奨励賞 

41．充実した学生生活のために学生相談室 

42．学籍簿 

43．進路一覧（2017（平成 29）年度） 

44．進路一覧（2018（平成 30）年度） 

45．進路一覧（2019（令和元）年度） 

46．客観的な指標に基づく成績分布 

47．海外研修プログラム募集要項 

48．外国人留学生入学試験要項 2019 

49．外国人留学生入学試験要項 2020 

備付資料-規程集 

13．淑徳大学短期大学部 GPA に関する規程 

15．淑徳大学短期大学部 修学支援対策検討・協議規程 

24．淑徳大学短期大学部 長期履修学生規程 

40．淑徳大学短期大学部 表彰規程 

45．淑徳大学短期大学部 AO 入試奨学生規程 

61．淑徳大学短期大学部 キャリア支援委員会規程 

78．淑徳大学短期大学部 ハラスメント防止ガイドライン 

79．淑徳大学短期大学部 ハラスメント防止規程 

192．大乗淑徳学園 文書取扱規程 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 
①  教員は、シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評

価している。 

 ②  教員は、学習成果の獲得状況を適切に把握している。 

 
③ 教員は、学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用してい

る。 

 
④  教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を

図っている。 

 ⑤  教員は、教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 

 ⑥  教員は、学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 
①  事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の

獲得に貢献している。 

 
②  事務職員は、所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握

している。 

 
③  事務職員は、所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る

支援を行っている。 
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 ④  事務職員は、学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。 

（3） 教職員は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用し

ている。 

 
① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のため

に支援を行っている。 

 
② 教職員は、学生の図書館又は学習資源センター等の利便性を向上させて

いる。 

 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。 

 
④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切

に活用し、管理している。 

 
⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利

用技術の向上を図っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

各授業科目担当者は、学内試験規則に基づき、定期試験（レポート試験含む）に加え

て、通常授業における受講態度、発表、提出物や小テストなども十分に加味して、学習

成果の状況を総合的に評価している。平成 29（2017）年度から導入したカリキュラム

マップにより、科目の達成目標と「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシ

ー）に示された学習成果との関係がより明確になり、これまでにも増した精確な成績

評価ができるようになった。 

教員はポータルサイト S-Navi の「成績照会」から学生の成績評価の確認を行うこと

が可能であり、また、学生用の授業評価アンケートで学習成果の獲得状況を把握して

いる。さらに教務委員会を中心に GPA の低評価者を組織的に把握し、アドバイザー教

員を通じてフォローアップを行う体制が整備されている。また、こども学科では、学習

成果の達成度を確認できる教職課程履修カルテを活用し、アドバイザー教員がチェッ

クを行った後に保管されており、必要に応じて教職員の閲覧も可能である。 

全科目を対象に授業評価アンケートを実施しており、集計結果を学科長、教務部長、

学長が確認している。各教員は授業評価アンケートの結果に基づき授業改善案を作成

し、教務委員会に提出することが義務付けられている。提出された教員用授業評価ア

ンケートは、学長、教務部長及び学科長が確認を行い、必要に応じて教務部長などによ

る面談を実施している。（備付-18） 

授業内容については、新年度開始前の時期に全教員会（非常勤講師含む）において打

ち合わせや情報交換を行っている。全教員会では、教務部長より前年度の振り返りに

基づいた課題や関係法令の変更など最新の情報の共有やカリキュラムマップを含む学

生便覧の配布、情報の共有が行われ、全教員が共通理解できるよう努めている。また、

FD 研修会を年間合計 3 回 実施し、授業実践の好例や問題などの共有，改善策の検討を

行っている。 

教員は、個々の科目について、シラバスに明記された成績評価方法・基準に従い、授

業内課題、定期試験、学外実習等の評価などで、学習成果の達成度を把握しているほ

か、学生用授業評価アンケートの結果から、学生の学習成果の達成状況を全体的に知
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ることができる。学生個々人の教育目的の達成状況はアドバイザー教員、科目担当教

員を中心にポータルサイト S-Navi を通じて常時確認できる状態になっており、把握し

た学生の状況については、毎月開催される定例の学科会において情報が共有されてい

る。 

アドバイザー教員が学生に対して指導や助言を行っている。アドバイザーの主な役

割は、①履修登録の相談②履修登録時以外での相談（学修・進路相談等）③成績不振学

生への助言や指導④推薦書の作成となっており、入学から卒業までの支援を行ってい

る。年度の始めにはオリエンテーションを実施し、履修・資格取得・就職・学生生活の

相談の機会を設けている。また、オフィスアワーを設け、学生がいつでも質問・相談を

行いやすい環境の整備を図っている。学生一人ひとりに対して効果的な学習指導が行

えるように、「アドバイザー制度」「GPA 制度」「学生支援部・学生相談室」が三位一体

となって支援する体制を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典：学生便覧 2019 学習支援体制について] 

令和元（2019）年度には専任教員が学生に指導を行うための「アドバイザーマニュア

ル」の整備を行った。（備付-31） 

事務局は学習成果を達成するための組織が編成されており、事務職員は各部署の職

務において、学習成果を認識し、学習成果の獲得に対して貢献している。総務部は、学

習環境の整備や教員の教育・研究活動の支援、学生支援部は、学生の履修指導や単位取

得状況、免許・資格の取得状況、休学・退学等の相談、実習や奨学金業務、キャリア支

援室は、就職指導や正課外の資格取得支援講座、アドミッションセンターは、募集広報

や入試業務、図書館は、図書の貸出・閲覧やレファレンスサービスを通じて学習成果を

認識している。これらの業務を通じて、教員と連携をとりながら各学科の学習成果の

獲得に貢献している。そして、事務職員は、卒業判定、免許・資格取得状況、就職状況

などを通じて、各学科・専攻の教育目的・目標の達成状況を把握している。 

学生支援部教務担当において、年度当初に開催されるオリエンテーションにおいて

履修及び卒業に至る適切な支援を行っている。 

オリエンテーション時には、学生便覧、時間割を配布し履修科目決定に至るまでのス
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ケジュールや履修方法について詳細に説明をしている。履修登録終了時には、卒業要

件科目未履修と免許・資格取得に必要な科目の未履修について確認を行い、アドバイ

ザー教員と連携を図りながら卒業への支援を実施している。また、ポータルサイト S-

Navi より学生の出欠状況を教員と共有し、教員から学生へ指導をするよう依頼がなさ

れる環境を保持しており、教職協働による卒業に至る支援が行われている。（備付-32、

備付-33） 

大乗淑徳学園の「文書取扱規程」に基づき、学籍・成績の保管を行っている。保管方

法については、PDF データを CD に保存して管理を行っている。また、卒業後に成績証

明書・卒業証明書の発行を迅速に対応できるよう卒業年度ごとに保管されている。(備

付-規程集-192) 

図書館には、６名の専門スタッフが業務委託により配置され、２～３名が開館時間

中は常駐する体制を整えている。新入生に対しては、年度初めに図書館利用ガイダン

スを実施し、図書館司書からの利用方法や文献検索方法の説明を行っている。平成 29

（2017）年度からは学生の研究推進に資するよう、２年次の希望ゼミを対象に図書館

データベースガイダンスを行っている。こども学科の学生が実習や授業で使用する頻

度の高い絵本や紙芝居は 1 階にコーナーを設けている。選書委員の学生と教員が大型

書店に図書を選定に行く選書ツアーを実施している。また、読書マラソンを実施し、在

学期間中に自発的に教養を積むため、自学自習の習慣を身につけることを目的に読書

支援などの取り組みも積極的に行っている。これらの図書館運営については、教職員

で構成する図書館運営委員会が図書館司書と連携しながら、学習向上の支援を行って

いる。（提出-４p.130、備付-34、備付-35） 

平成 26（2014）年度から図書館業務をアウトソーシングすることにより、開館時間

の延長や開館日数を増やすなど、学生がより利用しやすい環境を整え、利便性を向上

させている。教員から提出される推薦図書リスト及び学科から提出される視聴覚教材

リストを基に、図書や視聴覚教材を購入している。文庫本、絵本の類を目に付く場所に

別置配架したり、書架のサインを手づくりでイラスト付きの分かりやすいものにした

りするなど、図書の配架方法を工夫している。また、新着図書の展示や図書館職員の

「おすすめの新着図書」案内を図書館内のみならず、学生の利用が多い５号館にも掲

出している。なお、キャンパス内は校舎が分散しているため、利用者に少しでも不便を

感じさせないよう、１号館に返却ポストを設置している。また、貸出用ノートパソコン

５台を常備し、外部データベース検索用パソコン用にプリンターを接続するなど、学

習成果獲得に向けた環境整備を行っている。（提出-４p.130） 

教職員はポータルサイト S-Navi を活用して、学生の成績、出欠状況等の管理、学生

へのきめの細かい連絡、情報配信を行っている。その環境としては、Windows のバージ

ョンアップに伴う、情報機器のリプレイスと１～６号館の無線 LAN 環境整備を令和元

（2019）年度に実施している。必要に応じて、保護者への情報配信もポータルサイト

S-Navi から行っている。また、就職支援におけるパソコンの活用については、求人検

索 NAVI の導入により、大学に寄せられる求人情報を体系的に学内外から閲覧できる環

境を整備しており、学生の就職活動に活用させている。 

１～６号館は Wi-Fi 環境が整備されており、教室、廊下等でインターネットが利用
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できるようになった。各教室や掲示スペースに簡易マニュアルを配置することにより

学生の積極的な利用を促している。また、情報実習室の利用やパソコン教室の授業時

間以外の開放、貸し出し用パソコンを配置し、学生便覧により周知を図っている。ポー

タルサイト S-Navi についても、新入生オリエンテーションでの説明や学生便覧に記載

することで利用を促進している。Wi-Fi や学内パソコンを利用する際は、学生個人の

ID・パスワードの認証によりインターネットへのアクセス管理を行っている。（提出-

４p.150） 

ポータルサイト S-Navi 導入時に全教員会において S-Navi についての説明がなされ

ている。以降、新たな機能の追加やシステムを導入する際は説明会やマニュアルを配

布するなどして利用技術の向上を図っている。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい

る。 

（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

（3） 学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科

目の選択のためのガイダンス等を行っている。 

（4） 学習成果の獲得に向けて、学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサ

イトを含む）を発行している。 

（5） 学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っ

ている。 

（6） 学習成果の獲得に向けて、学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言

を行う体制を整備している。 

（7） 学習成果の獲得に向けて、通信による教育を行う学科・専攻課程の場合に

は、添削等による指導の学習支援の体制を整備している。 

（8） 学習成果の獲得に向けて、進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配

慮や学習支援を行っている。 

（9） 必要に応じて学習成果の獲得に向けて、留学生の受入れ及び留学生の派遣

（長期・短期）を行っている。 

（10）  学習成果の獲得状況の量的・質的データに基づき学習支援方策を点検してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

入学手続者に対しては、入学前教育プログラム、入学式、オリエンテーションの日程

等を文書にて案内をしている。入学前教育プログラムにおいては、学科・コース毎に事

前課題の提示や２月に来校して講義やディスカッションなどを実施し、授業や学生生

活についての情報を提供している。（備付-28、備付-29） 

新入生オリエンテーションを実施し、学生便覧を用いて学年暦や出席管理、授業の

遅刻・欠席の取り扱い、成績評価、卒業要件と単位数、資格要件、履修科目の登録、時
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間割の見方、ポータルサイト S-Navi の使用方法等について説明を行っている。また、

4 月上旬に新入生セミナー（1 泊 2 日）を実施し、建学の精神に関する講義や宗教行事

など初年次教育を実施している。2 日目にはレクレーションや観光などを行い、学生と

アドバイザー教員及び学生間の親睦を図り学生生活への適応を図っている。（備付-36） 

年度初めに学科・専攻・コース別にオリエンテーションを実施し、教育課程や学習方

法、科目選択について説明を行っている。特に免許・資格取得に必要な科目について説

明・確認を行うとともに、学習への動機付けを行っている。 

学習成果の獲得に向けて、学生便覧を毎年度発行し、卒業・資格・免許の取得要件や

「卒業認定・学位授与の方針」と科目の関係を示すカリキュラムマップ、学生生活の案

内などを掲載している。また、学習支援のためのポータルサイトサイト S-Navi を通じ

て、学生が履修登録、出欠確認、成績確認、教職員からの掲示配信が確認できる学習環

境を整備している。さらに、保護者もポータルサイト S-Navi を通じてシラバス、時間

割表、出欠状況、成績情報が確認できるように整備している。教員・学生双方がシラバ

スや出欠・成績確認ができるよう学習成果の獲得に向けて学習環境を整備している。

（提出-４、備付-37） 

基礎学力を補うための補習授業は組織的に行っていないが、教員が授業後やオフィ

スアワーの時間等を利用して個別に対応を行っている。 

学習成果の獲得に向けて、アドバイザー教員が、学習上の悩みなどの相談にのり、適

切な指導助言を行う体制を整備している。GPA（Grade Point Average）が低く基礎学

力が不足する学生にはアドバイザー教員が面談を行っている。また、専任教員全員に

オフィスアワー設定を義務化している。さらに保健室、学生相談室（カウンセリングル

ーム）を設置し、友人関係や学習上の悩みを相談できる体制を整備している。保健室職

員は学生委員会の委員となっており、教員と情報共有や連携が円滑に行える体制を整

えている。さらに特別なニーズがある場合は修学支援委員会を通して組織的な支援が

行えるよう体制を整備している。（備付-38、備付-規程集-15） 

本学では通信による教育を行う学科・専攻課程は設置していない。 

進度の速い学生や優秀な学生に学習支援として、GPA が優秀な学生には表彰制度を導

入しており、入学時から卒業時までの通算 GPA が 3.5 以上の学生に対しては、卒業時

に成績優秀者として表彰し、令和２（2020）年度からは、それに加え、各学期の成績優

秀者のうち各学年上位者を表彰し、記念品を授与することとなっている。また、医療事

務・秘書コースにおいては診療報酬請求事務能力認定試験や IT パスポートなど難易度

の高い資格の取得を推奨している。（備付-規程集-13） 

外国人留学生試験を年４回実施しており、令和元（2019）年度入学生は、健康福祉学

科で 16 名、こども学科で０名であった。令和２（2020）年度入学生は、健康福祉学科

で２名、こども学科で２名であった。本学からの留学生の派遣は行っていないが、 

ヨーロッパの教育現場や社会福祉施設を視察する海外研修プログラムを設けている。

（備付-48、備付-49、備付-47） 

学習成果の獲得状況については、GPA、授業評価アンケートでの学生自身の振り返り、

短期大学生調査、就職状況、卒業者数、資格免許取得者数等の多岐にわたる指標から量

的・質的データを収集・共有はしているが、学習支援方策の点検には至っていない。 
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［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備して

いる。 

（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われ

るよう支援体制を整えている。 

（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 

（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 

（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 

（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 

（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい

る。 

（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 

（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する

体制を整えている。 

（10）  社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 

（11）  障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整

えている。 

（12）  長期履修生を受入れる体制を整えている。 

（13）  学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極

的に評価している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

本学の学生支援部は窓口を教務（履修、授業、単位、成績など）、学生厚生（奨学金、

体育祭、学園祭、クラブ・サークルなど）、実習（教育実習、保育実習、施設実習）に

分け、全ての学生に対して充実した学生生活を提供出来るよう組織を整えている。教

員と学生支援部学生厚生担当職員からなる学生委員会において、学生生活全般にわた

る問題の討議・検討を行い、教員と事務職員が情報を共有しながら連携して指導を行

っている。1 年次からアドバイザー制を採用し、毎週のゼミの時間を活用して学生が充

実した生活を送れるようアドバイザー教員が支援している。また、学生部長、学生支援

部長、学生支援部担当職員、保健相談室保健師、学生相談室カウンセラーによるケース

連絡会を３か月ごとに年４回開催し、各部署からの学生の最新情報を共有している。

（提出-４p.113）ケース連絡会において授業配慮や修学支援を必要とする学生を確認

し、修学支援委員会を通して教授会で報告し、配慮・支援の内容の周知を行っている。

また、ハラスメントに関わる問題に対応するために教職員からハラスメント相談員を

選定・配置している。教職員によるハラスメントを防ぐためのハラスメント防止研修

も年２回行い、ハラスメントの防止に努めている。（備付-39、備付-規程集-15、備付-
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規程集-78、備付-規程集-79） 

学生主催のクラブ・サークルは、学生支援部学生厚生担当職員が窓口となり、指導・

助言を行っている。令和元（2019）年度は６団体が継続・新規設立して活動している。

特に、バスケットボール・サークルは、令和元（2019）年度の東京都私立短期大学体育

大会において準優勝という優秀な成績をおさめている。体育祭・学園祭(淑徳祭）は、

学生による実行委員会が運営を担い、学生委員会の教職員が支援する体制が取られて

いる。学園祭では例年、学生と地域の障害者による手話歌の発表など、地域との交流プ

ログラムを積極的に取り入れている。また、学生生活を活性化するために、学内外で他

の学生の模範となる優れた活動を行った学生・団体に対しては、毎年「学長奨励賞」を

授与して表彰している。（備付-40、備付-規程集-40） 

学生食堂は令和元（2019）年度末に竣工した新棟６号館１階と８号館地下１階の２

箇所設けられている。新棟に食堂が移動したため、５号館１階の売店は従前の倍の広

さになり、学生の利便性はさらに向上するものと思われる。 

学生寮は所有していないが、提携している不動産業者を通して、学生会館などの宿

舎の情報提供・斡旋を行っている。（備付-30） 

公共交通機関による利便性が高い立地なので、学生が自家用車での通学することは

認めていないため、学生用の駐車場はない。また、最寄り駅である東武東上線ときわ台

駅と JR 赤羽駅を結ぶ国際興業バスが運行されているため、スクールバスの運行はして

いない。駐輪場は各校舎に設けられている。 

本学独自の給付型奨学金（淑徳大学短期学部奨学金、淑徳大学短期大学部同窓会奨

学金、淑徳大学短期大学部外国人留学生奨学金）、貸与型奨学金（淑徳大学短期大学部

父母の会奨学金）により、経済的事由で修学が困難となった学生の支援を行っている。

また、AO 入試Ⅰ～Ⅲ期の成績優秀者には特待生として奨学金を給付している。その他

にも、同窓生子女・在学生姉弟の合格者で成績優秀者の入学金免除、介護福祉専攻同窓

会特別奨学金を実施している。（提出-４、備付-規程集-45） 

学生の健康管理に関しては、保健相談室が健康診断、健康維持管理、緊急時の対応や

処置を行っている。入学時の健康診断で既往歴、アレルギーなど注意すべき疾患の有

無、健康・生活面での相談希望の有無の調査を行っている。また、ゼミで記入させる個

人票でも身体・健康に関して配慮の必要の有無を調査し、教職員間で情報の共有を図

っている。学生のメンタルヘルスケアに関しては、学生相談室が週５日、３名の有資格

カウンセラーが交替で学生の不安や悩みなどの相談に対応している。年２回全学生に

学生相談室のパンフレットを配布し、学生相談室の周知を図っている。（備付-41） 

新入生セミナー、体育祭は実施直後に学生にアンケートを行い、新入生セミナー、体

育祭ともに９割以上の学生から、「有意義」「楽しかった」と高い評価を得ている。アン

ケート結果や教職員からの意見を次年度の運営に反映している。また、毎年後期後半

に学生生活アンケートを実施し、学生から広く意見を聴取するよう努めている。（備付

-23） 

留学生支援については、学生支援部に全学科の留学生に対する支援担当者を配置し、

毎月の出席状況や体調確認を行っている。欠席が続く場合には、すぐに各アドバイザ

ーや学科長と情報共有し、学生と面談を実施している。 
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社会人学生に関しては、既に他大学・短期大学で取得した単位を学則に照らして教

務委員会で検討し、卒業単位として認定している。アドバイザー教員を中心に科目担

当者及び学生支援部教務担当、学生厚生担当職員が連携し、個々の学生の経歴（学位、

専攻、キャリア）や学びの履歴に応じた支援を行っている。 

施設の物理的障壁への対応として、車椅子対応トイレ、エレベーター、障がい者用駐

車場を設置し、バリアフリー化を進めている。また、修学上で障害となりうる問題を抱

える学生については、本人の希望に応じた対応を行っている。修学支援委員会を開催

し、合理的配慮を提供できるよう委員会内にて検討したうえで、適切な配慮及び支援

を実施している。必要に応じて、学生相談室等と連動したケース連絡会等も開催して

いる。（備付-規程集-15） 

修業年限 2 年を超えて履修し卒業できる長期履修学生の制度を、学則第 61 条と長期

履修学生規程で定めている。（備付-規程集-24） 

学生の社会的活動に対しては、 卒業式に「学長奨励賞」としてボランティア活動に

寄与した学生を表彰している。その内容はボランティアセンターニュースにて詳細を

学内外に向けて発信している。（備付-規程集-３） 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 

（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 

（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 

（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の

就職支援に活用している。 

（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

就職支援は教職員で構成されるキャリア支援委員会を中心に行っており、学生の就

職相談などの窓口としてキャリア支援室を整備している。委員会は、進路支援に関す

る事項全般について協議し、学科・専攻間の情報交換や意見調整を行っている。キャリ

ア支援室は、令和元（2019）年度専任職員 3 名（1 名はキャリアコンサルタント国家資

格有資格者）、派遣職員 4 名（キャリアコンサルタント国家資格有資格者）、臨時職員 2

名を配置している。さらにハローワークと連携し、毎週月曜日にジョブサポーターが

キャリア支援室に常駐し学生相談に応じている。（備付-規程集-61） 

キャリア支援室は 2 号館 1 階に配置されている。開室時間は 8 時 45 分から 16 時 15

分で、開室時間内は職員が相談コーナーに常駐している。学生の着座席数は常設 20席、

インターネットに常時接続しているパソコンを 7 台設置し、就職情報の検索及びエン

トリーができる環境である。求人情報はインターネット上で学生に公開し、24 時間自

由に求人情報の閲覧が可能となっている。キャリア支援室作成の「進路ハンドブック」

を学生全員に配布し、支援室内には平成 17（2005）年度から最新年度までの卒業生就
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職試験受験報告の他、約 500 冊の就職・進学関係書籍、問題集等を確保し、その貸出

も行っている。就職支援については、各領域の識者を学内外から招き、学科・専攻別、

進路別、目的別にきめ細かく設定したキャリア支援ガイダンス、メイクマナー講座等

を実施している。（備付-24、備付-43、備付-44、備付-45） 

就職のための資格取得支援や就職試験対策講座を実施している。資格取得支援講座

等は、「MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）講座」、「IT パスポート対策講

座」、「WEB クリエイター能力認定試験対策講座」等を開催している。就職試験対策等は、

履歴書・エントリーシート対策講座、面接対策講座、就職筆記試験対策講座（一般企

業、医療事務向けの基礎編）、SPI 模擬テスト及び解説会、公務員試験対策講座中級向

け、公務員対策講座総合模擬テスト、公務員対策講座直前編などを実施し、企業・施

設・官公庁における採用試験等の対策を実施している。また、アドバイザー教員が所属

学生に対しオフィスアワー等を活用し進路相談（履歴書添削、模擬面接等）を実施して

いる。さらに、カリキュラムに「就職実践講座」「就職支援講座」を設け資格取得、就

職支援対策が組み込まれている。 

学科・専攻ごとの卒業時就職状況は、アドバイザー教員と連携し、キャリア支援室で

情報を収集、定期的にデータを取りまとめている。これらのデータは、キャリア支援委

員会を通じて教授会で報告され、就職支援の在り方について意見を求め、見直しを行

っている。また、卒業時・卒業後・就職先アンケートを実施し、就職活動から進路決定、

卒業後までの情報を集約し、統計データをまとめ、教職員への情報提供を行っている。

卒業時アンケートの結果から、内定後の動機づけ支援が必要であることが明らかとな

ったため、２年次の 12 月頃に「内定者向けガイダンス」を実施し、内定後から入職ま

での過ごし方について支援している。また、これら 3 つのアンケート結果については、

キャリア支援委員会にて次年度の就職支援資料として活用している。（備付-19、備付-

25、備付-26） 

進学（大学編入等）では、募集や編入希望大学の情報提供を始め、キャリア支援室の

職員やゼミのアドバイザー教員が個別的な論文指導及び面接指導を実施している。4 年

制大学への編入学、専門学校への進学についての業務は、キャリア支援室が担当して

おり、更に全学生に配布している「進路ハンドブック」にも進学に関するページを設

け、ゼミのアドバイザー教員が学生の個別相談に応じ推薦書作成等を行っており、ゼ

ミのアドバイザー教員とキャリア支援室が連携して学生の支援にあたっている。卒業

後直後の海外留学については、海外留学希望者に対し相談対応をする場合、学生支援

部を通じて個別対応することになっている。現状では海外留学についての相談実績は

ない。（備付-24） 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 

学生のニーズが多様化してきており、学習面の相談だけではなく、学生生活や学費

など経済面の問題も抱えている。今後はこれまで以上に学生一人ひとりに寄り添い、

学生のニーズに沿った支援が求められている。それらを解決するには、アドバイザー

教員の役割が重要となっていることから、共通した対応が出来るよう令和元（2019）年
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度に「アドバイザーマニュアル」の整備を行った。今後は学習成果の獲得に向けて、ア

ドバイザー教員の更なる学生支援対応や支援体制を整備することが必要である。 

GPA（Grade Point Average）が低く基礎学力が不足する学生に対してはアドバイザ

ー教員が適宜面談を行っているが、基礎学力の不足を補うための補習教育等を今後検

討する必要がある。 

学生生活に関して学生の意見を聴取するため、毎年後学期に学生生活アンケートを

実施しており、食堂や売店に対して要望が寄せられている。食堂については、令和元

（2019）年度末に竣工した新棟 6 号館 1 階に座席数を大幅に増やした食堂（195 席→

377 席）を設置したため、今後学生の意見を聴取しながら改善が図られたかを検証して

いきたい。また、売店での品数が少ないとの意見も出されていることから、売店で扱う

商品の見直しや利便性を向上していく必要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞ 

 学生一人ひとりに対して効果的な学習指導が行えるように、「アドバイザー制度」

「GPA 制度」「学生支援部・学生相談室」が三位一体となって支援する体制を整備して

いる。アドバイザー制度では、演習担当教員が学習に関する指導を実施している。アド

バイザーの役割は多岐に渡ることから、令和元（2019）年度に「アドバイザーマニュア

ル」の整備を行い、役割や学生支援の方法を明確にし、学習指導の更なる向上を図って

いる。 

 本学は、授業評価アンケートや学生生活アンケート以外に、新入生セミナーや体育

祭などの行事の後に学生の意見を聴取するアンケートを実施している。各アンケート

は担当部署・委員会で取りまとめを行い、アンケート結果は教授会にて報告されてい

る。また、参加した学生のみならず、実施側である教職員からも意見を伺うようにして

おり、次年度は前年度のアンケート結果や教職員からの意見を参考に問題点を改善し、

実施計画を立案してより充実したものとしている。 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

【前回の認証評価の改善計画】（平成 25 年度自己点検・評価報告書より転記） 

今後は、さらに教員との綿密な連携を図るとともに、専門性の高い専門職養成を行

う為に社会的要請や卒業生、進路先、就職先からの意見聴取を行うなどして、具体的な

人材養成を行えるよう努力する。 

 

【行動計画の実施状況】 

卒業生就職先の社会福祉法人理事長を含む、学外有識者による「淑徳大学短期大学

部外部評価委員会」にて、専門職種養成における社会的要請の観点から、本学の教育・

研究活動等について多角的な視点から評価を受けるとともに、今後取り組むべき課題
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について助言を受けた。 

また、卒業生就職先実態アンケートを実施し、新卒者に求める業務遂行上の能力や

本学卒業生に対する評価について調査を行っている。例えば、本学卒業生の入職時の

能力・スキルについて、「周囲の意見を聞き、理解できる能力がある」は「できている」

「ややできている」の割合が 92%となっており高く評価されている。一方で、「課題や

問題点に対して知恵を出して乗り越えられる」は 75％とやや評価が低くなっていた。 

さらに、卒業生に対して卒業生実態アンケート調査を実施し、現在の仕事に対する

満足度（仕事の内容、福利厚生、雇用形態、研修内容、人間関係、労働条件）や退職・

転職意識、在学中に修得した知識・能力の職業での活用度、業務遂行能力、本学に対す

る満足度などを明らかにしている。こうした調査結果をキャリア支援や学生指導の資

料として活用している。 

 

 

 (b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）について、高等学校との教育

懇談会を実施するなどして、幅広く意見を聴取し、定期的に点検・見直しを行う予定で

ある。 

 課題発見・問題解決能力や思考力を涵養するために、専任教員は、担当する授業の

内、２科目以上にアクティブラーニングを取り入れることを義務化している。また、非

常勤教員に対しても FD研修等を通してアクティブラーニングを積極的に取り入れるこ

とを促している。今後はプロジェクト型の PBL（課題探求型学習）や情報リテラシー能

力を高める情報教育に加え、教養教育の内容と実施体制について見直しを行う。 

 大学教育を受けるにあたって不足している基礎学力を補うためのリメディアル教育

を組織的に行う必要があるため、今後、教育向上委員会を中心に具体的な対応策を検

討する予定である。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

なし 

 

備付資料 

13．教育活動等報告書様式 

50．教員個人調書［様式 18］ 

51．教育研究業績書［様式 19］ 

52．非常勤教員一覧表［様式 20］ 

53．教育研究活動計画書様式 

54．教育研究活動報告書様式 

55．教員の主要な研究業績 

56．専任教員の年齢構成表 

57．専任教員の研究活動状況表［様式 21］ 

58．外部研究資金の獲得状況一覧表［様式 22］ 

59．淑徳大学短期大学部研究紀要（平成 29（2017）年度） 

60．淑徳大学短期大学部研究紀要（平成 30（2018）年度） 

61．淑徳大学短期大学部研究紀要（令和元（2019）年度） 

62．高等教育研究開発センター年報（令和元（2019）年度） 

63．専任職員一覧表 

64．事務分掌 

65．FD 活動の記録 

66．FD 活動教員コメント 

67．SD 活動の記録 

68．人事制度資料 

 

備付資料-規程集 

46．淑徳大学短期大学部 教授会規程 

49．淑徳大学短期大学部 運営協議会規程 

53．淑徳大学短期大学部 教育向上に関する規程 

65．淑徳大学短期大学部 人事委員会規程 

66．淑徳大学短期大学部 職位判定審査会規程 

67．淑徳大学短期大学部 役職者選任規程 

68．淑徳大学短期大学部 学科長選任規程 

69．淑徳大学短期大学部 教育職員の職務内容及び職位ごとに定める要件に関する申合

せ事項 

様式 7－基準Ⅲ 
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70．淑徳大学短期大学部 専任教員の勤務時間に関する規則 

74．淑徳大学短期大学部 非常勤教育職員の募集に関する内規 

83．淑徳大学短期大学部 教育・研究費規程 

84．淑徳大学短期大学部 学術研究助成規程 

88．淑徳大学短期大学部 海外・国内研修派遣者の選考等に関する施行細則 

89．淑徳大学短期大学部 紀要に関する規程 

91．淑徳大学短期大学部 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の防止等に関す

る規程 

96．淑徳大学短期大学部 淑徳大学短期大学部における研究活動及び公的研究費の使用

に関する行動規範 

103．淑徳大学短期大学部 危機管理規程 

104．淑徳大学短期大学部 防災管理規程 

134．大乗淑徳学園 就業規則 

135．大乗淑徳学園 就業規則運用の手引 

136．大乗淑徳学園 育児・介護等休業等に関する規程 

150．大乗淑徳学園 有期雇用教職員就業規則 

153．大乗淑徳学園 教職員短期海外研修派遣規程 

154．大乗淑徳学園 海外研修派遣規程 

156．大乗淑徳学園 事務職員自己啓発支援規程 

231．大乗淑徳学園 内部監査規程 

232．大乗淑徳学園 ネットワーク・システム及びインターネット利用規程 

239．大乗淑徳学園 情報セキュリティ規程 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織

を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 

（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数

を充足している。 

（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の

経歴等、短期大学設置基準の規定を充足しており、それを公表している。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教

員（兼任・兼担）を配置している。 

（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準

の規定を遵守している。 

（6） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置し

ている。 

（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 
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＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

教員組織に関して、学科・専攻等の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・

ポリシー）に基づきながら適切に編制している。本学は、福祉、教育等の専門領域を持

つ短期大学であり、また全ての学科・専攻において様々な資格の取得を目指している。

保育士養成、介護福祉士養成、社会福祉士養成等厚生労働省所管資格及び幼稚園教諭

等の文部科学省所管教職課程等である。このため、短期大学設置基準はもちろん、厚生

労働省等の各養成施設基準、文部科学省教職課程基準を満たすことも念頭に置き教員

組織を整備している。（備付-50、備付-51、備付-52、備付-56） 

令和 2（2020）年 5 月 1 日現在の専任教員数は、教授 10 名、准教授 11 名、講師 1

名、助教 3 名の合計 25 名であり、短期大学設置基準を充足している。また、「役職者

選任規程」及び「学科長選任規程」に基づき、学科長、教務部長、学生部長、ボランテ

ィアセンター長を選任している。（備付-規程集-67、備付-規程集-68） 

専任教員の職位については、「職位判定審査会規程」及び「教育職員の職務内容及び

職位ごとに定める要件に関する申合せ事項」に基準等が定められ適切に運用されてお

り、真正な学位、教育実績、研究業績、製作物発表、その他の経歴等短期大学設置基準

の規定を充足している。教員の学位や主要な研究業績についてはホームページにて公

表している。（備付-50、備付-51、備付-55、備付-規程集-66、備付-規程集-69） 

それぞれの学科・専攻においては「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポ

リシー）に基づいてカリキュラムが構成され、必要な専任教員、非常勤教員が配置され

ている（令和 2 年 5 月 1 日現在、専任教員 25 名、非常勤教員 86 名）。（備付-50、備付

-52） 

非常勤教員の採用にあたっては、「人事委員会規程」「非常勤教育職員の募集に関す

る内規」に基づいて資格、適性等を適切に審査し、短期大学設置基準の規定を遵守した

採用を行っている。学長を委員長とする人事委員会において、短期大学設置基準のほ

か規程に定める基準（学位、教育実績、研究実績、経歴他）を満たし、かつ人格識見が

適正であるかを審査している。その後、教授会の報告を経て学長が理事長へ具申を行

い（採用具申書等を法人本部へ提出）、最終的には理事長決裁により採用が決定する。

（備付-52、備付-規程集-65、備付-規程集-74） 

補助教員等の配置は、免許資格に係る科目のうち、健康福祉学科社会福祉専攻の「介

護職員初任者研修」関連科目について主管となる東京都の基準に基づき、履修者数に

応じて補助教員２名を配置している。その他の授業において、教員の補助を行う職員

を情報処理 TA５名、介護関連授業補助１名、調理実習補助１名配置しており、よりよ

い授業運営に努めている。 

専任教員の採用、昇任にあたっては、専任教員としての資格、適性等を審査するため

に「人事委員会規程」、「職位判定審査会規程」を定めている。採用手続き等に関しては

学園「就業規則」に定められている。これらの規程等に基づき、適正に教員採用、昇任

が行われている。学長を委員長とする人事委員会において、短期大学設置基準のほか

規程に定める基準（学位、教育実績、研究実績、経歴他）を満たし、かつ人格識見が本

学教員として適正であるかを審査している。その後、教授会の議を経て学長が理事長

へ具申を行い（採用具申書等を法人本部へ提出）、最終的には理事長決裁により採用・



淑徳大学短期大学部 

78 

昇任が決定する。（備付-規程集-65、備付-規程集-66、備付-規程集-134） 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて教育研究活動を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は学

科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 

（2） 専任教員個々人の研究活動の状況を公開している。 

（3） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 

（4） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 

（5） 専任教員の研究倫理を遵守するための取り組みを定期的に行っている。 

（6） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 

（7） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 

（8） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 

（9） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 

（10）  FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 

（11）  専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携し

ている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

本学の専任教員の論文発表、学会活動等の研究活動は、学科・専攻等の「教育課程編

成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基づいて行われ成果をあげている。 

個人の研究については、1 人年間 30 万円までの研究費を支給している。専任教員の

研究活動の発展に寄与すること及びその成果を教育に反映することを目的として「教

育・研究費規程」を定めている。「教育・研究費規程」には、教育・研究費の申請から

支出の範囲、報告義務等の必要事項が規定されている。教員は年度当初に「教育研究活

動計画書」を、年度末に「教育研究活動報告書」をそれぞれ作成・提出している。また、

「教育活動等報告書」の作成も行い、教育活動、研究活動、社会貢献活動、管理運営活

動、本務教員としての活動を自己点検・評価する制度を実施している。（備付-13、備付

-53、備付-54、備付-規程集-83） 

専任教員の研究活動の状況については、ホームページの情報公開において、教員の

主要な教育研究業績を公表している。（備付-55） 

科学研究費等外部研究費の獲得については、学長からも積極的に獲得するよう教員

へ要請がなされている。科学研究費補助金については、令和元（2019）年度は２件の申

請を行ったが、残念ながら新規採択された課題はなかった。令和元（2019）年度の科学

研究費補助金は、継続課題が 1 件（直接経費 100 万）、研究分担者としての課題が 1

件（直接経費 14 万）ある。また、企業との共同研究で研究資金を得ている事例 1 件も

ある。 



淑徳大学短期大学部 

79 

研究活動に関する規程としては、前述した「教育・研究費規程」、「学術研究助成規

程」の他に、「研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」、

「淑徳大学短期大学部における研究活動及び公的研究費の使用に関する行動規範」等

を整備しており、適正な管理・執行に努めている。（備付-83、備付-84、備付-規程集-

91、備付-規程集-96） 

専任教員の研究倫理を遵守するための取り組みとして、淑徳大学機構の教育研究支

援センター職員を講師として、毎年公的研究費（教育・研究費を含む）のコンプライア

ンス研修会を実施している。令和元（2019）年度は「公的研究費に係るコンプライアン

ス研修会（研究活動上の不正行為防止について）」というテーマで実施した。また、そ

の年度に採用された新任教員には日本学術振興会の研究倫理 e ラーニングを受講さ

せ、修了証の提出を求めている。 

専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）として「紀要に関する規

程」に基づき、年１回（10 月締め切り、翌年 2 月末発行）研究紀要「淑徳大学短期大

学部紀要」を発行している。令和元（2019）年度については、更に機会を増やし、年 2

回の研究紀要の発行（10 月と 3 月）を行った。また淑徳大学の「高等教育研究開発セ

ンター年報」への投稿なども周知し、研究成果を発表する機会を増やすよう努めてい

る。（備付-59、備付-60、備付-61、備付-62、備付-規程集-89） 

また、専任教員が充分に研究を行えるように、専任教員には 1 人 1 室研究室を貸与

している。「専任教員の勤務時間に関する規則」において日曜日を除く週 6 日のうち 

2 日を研究日と定め、専任教員が研究日等において研究や研修等を行う時間を充分に

確保している。（備付-規程集-70） 

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程として、大乗淑徳学園「海

外研修派遣規程」、「教職員短期海外研修派遣規程」、淑徳大学短期大学部「海外・国内

研修派遣者の選考等に関する施行細則」を整備しているが、近年の利用実績はない。

（備付-規程集-88、備付-規程集-153、備付-規程集-154） 

FD 活動に関しては、「教育向上に関する規程」を定めており、適切に実施されている。

本学では、FD 活動を「わかりやすい授業への取り組みについて」と副題をつけ、年間

3 回の学内 FD 研修会を実施している。発表者は、専任教員の持ち回りや外部講師を招

聘して行っている。令和元（2019）年度は、7 月にテーマ「学生理解を指導につなげる

～介護福祉士実習指導者フォローアップ研修より～」、10 月にテーマ「ルーブリックに

ついて」、1 月にテーマ「現代社会における多様な問題に対して多面的な視点から論理

的に分析し、問題を解決する能力を身につけるための考察」の合計 3 回の FD 研修会を

実施した。分野や領域の異なる教員の「わかりやすい授業」への取り組みは、各教員へ

の刺激と新たな発見の場となっている。本学では、平成 10（1998）年の大学審議会答

申にて FD 実施の努力義務が規定された当初より、「わかりやすい授業」への取り組み

を継続している。（備付-65）一方的通行になりやすい授業を如何にわかりやすく展開

し、学生に理解させられるかは、教授法や指導力の向上が欠かせないと考える。今後

も、より一層 FD による教授法の工夫や高い到達度を目標に進めて行かなければならな

い。FD では発表だけでなく、その後に意見交換が行われ、様々な観点からのアドバイ

ス、方法論などが議論・検討されている。これらの FD 活動によって、授業・教育方法
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の改善が進んでいると考えている。（備付-66） 

本学に設置されている各種委員会は、健康福祉学科、こども学科の教員がバランス

よく配置されている。このため、各種委員会の情報等が各学科の教員へしっかりと伝

わるような仕組みになっている。このため、各種委員会と各学科の専任教員との連携

が十分になされている。 

また、本学のすべての委員会組織には、当該委員会分掌に関連する部署から事務職

員が配置されており、教職員が協働して学習支援や様々な課題解決に向けた取り組み

を行い、効果的な連携を図ることができている。こうした委員会活動は、専任教員が有

する各種情報・諸問題と事務局の各部署が有する情報の共有化にもつながっており、

専任教員と事務局関連部署が一体となって学習成果等の向上に努めている。 

また、各委員会にて検討された内容は教授会に上程され、その資料は学内ポータル

サイト S-Navi にて閲覧できる仕組みとしており、全教職員の情報共有化を図り、学習

成果を向上させることに役立てている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 事務組織の責任体制が明確である。 

（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 

（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。 

（4） 事務関係諸規程を整備している。 

（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 

（6） 防災対策、情報セキュリティ対策を講じている。 

（7） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 
① 事務職員（専門的職員等を含む）は、SD 活動を通じて職務を充実させ、

教育研究活動等の支援を図っている。 

（8） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。 

（9） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携し

ている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

本学における事務組織は、事務局体制をとり、事務局長のもと、総務部、学生支援部

（教務・学生厚生・実習等）、キャリア支援室（進路・就職相談）、大学アドミッション

センター東京オフィス（募集・入試）、東京図書館事務室の 5 部署を設置しており、各

部署に役職者を置きその運営にあたっている。 

令和 2（2020）年 5 月 1 日現在の専任職員は、総数 23 名、内訳は事務局長 1 名、総

務部５名、学事部（学生支援部）9 名、キャリア支援室２名、大学アドミッションセン

ター東京オフィス 5 名、図書館事務室 1 名（兼務）、保健師 1 名となっている。（備付-

63、備付-64） 
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事務職員は入職後、必要な職能の開発に努めている。学内では階層別研修の他、経理

研究会、補助金研修会等を開催している。そのほかに大学団体等が主催する学外研修

会にも参加している。また、OJT を通じて専門的職能を開発している。さらに、大乗淑

徳学園規程の「事務職員自己啓発支援規程」に基づき、人材育成を推進するため、教育

訓練制度のうち自己啓発に対する金銭的支援を行っている。学園の人事基本理念及び

教育訓練基本方針に沿うもので、業務遂行上必要なもの、職務の遂行と密接に関連す

るものなどを対象としている。（備付-規程集-156） 

本学園においては、職員開発（SD）の一環として「専任事務職員人事制度」を導入し

ている。この制度によって、専任職員の事務をつかさどる専門的な職能の保有・向上に

努め、能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。本学園の人事制度は「職員開

発」としての制度であることを明確にし、組織目標を達成すべく自ら考え行動する自

立型組織の構築を目指している。この「専任事務職員人事制度」は、「職能資格制度」

を中核にして、「人事評価制度」「給与制度」「教育訓練制度」「異動・配置制度」から成

り立ち、それぞれを相互に関連づけた運用を行っている。（備付-68）また、この人事制

度は、組織目標と個人目標等が連動する仕組みとなっている。具体的な概要を示すと、

①「建学の精神」→②「学園グランドデザイン」（長期方針）→③「中期計画」（5 ヶ年）

→④「部門目標設定」→⑤「事務局ミッション設定」→⑥「部署目標設定」→⑦「個人

目標・課題設定」→⑧「人事評価」→⑨「給与等処遇反映」→⑩「フィードバック面接」

の流れになっている。 

この人事制度の中の、「部門目標」「部署目標」「個人目標」等を設定し目標達成に努

め毎年振り返りを行うことによって、日常的な業務の見直しや事務処理の点検・評価、

改善にもつながっている。 

 

[出典：大乗淑徳学園 専任事務職員人事制度] 
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事務関係規程に関しては、大乗淑徳学園規程「組織、職制及び分掌規程」において、

事務局長、部長、課長、課長補佐、主任等役職者の役割を、学園規程「予算規程」にお

いては、事務局長、部長、課長等の予算執行委任限度額を定め、事務局の適正な管理運

営に努めている。また、経理規程により財務関係の処理方法を詳細に定めている。この

ほか「大乗淑徳学園規程集」には事務関係に必要な各種規程が整備されており、適切に

運用されている。（備付-規程集-112～248） 

事務室は、１号館に総務部、学生支援部、保健相談室、学生相談室、２号館にキャリ

ア支援室、３号館にボランティアセンター、４号館に大学アドミッションセンター東

京オフィス、８号館に図書館事務室が置かれている。各事務室には、ネットワーク環境

が構築されており、個人にパソコンが与えられ、電話、FAX、プリンター、書架、文具

類など事務処理に必要な情報機器や備品等が十分に整備されている。 

本学の防災対策としては、淑徳大学短期大学部の「危機管理規程」、「防災管理規程」

を制定し、不測の事態に対応すべく準備を行っている。（備付-規程集-103、備付-規程

集-104）本学の校舎の大半は平成 19（2007）年度以降に建設されており、耐震性に優

れた校舎建築を行っている。また、計画的に備蓄食糧、飲料を整備している。更に、AED

（自動体外式除細器）を４台、災害用自動販売機（ベンダーマシン）を２台設置してい

る。また、防犯カメラ・機械警備の設置、24 時間体制の警備員の配置をしており、定

期的な巡回を実施し、防災や安全の確保に向けて対策を行っている。 

情報セキュリティについては、大乗淑徳学園規程で「ネットワーク・システム及びイ

ンターネット利用規程」や「情報セキュリティ規程」が定められており、情報セキュテ

ィの安定的な稼働や安全面の配慮に努めている。入試、学籍、成績、学生情報を一元的

に管理する基盤サーバーは、学園が管理運営するデータセンターに設置し、そのデー

タセンターと外部に繋がるネットワークとは、ファイアウォールを介して安全性を確

保している。また、学生、教職員が学内で使用するパソコン全台にセキュリティソフト

がインストールされている。事務系ネットワークに接続されているパソコンは、情報

漏洩の可能性が高いとされている持ち運び可能な記録メディアへの記録を制限してい

る。学生が学内に配置するパソコンを使用する場合は、個人の ID、パスワードを入力

して使用することとなっている。学生が使用するパソコンには環境復元ソフトがイン

ストールされており、他の学生が使用する際にはパソコンに不要なデータが残らない

ため、利用者の個人情報漏洩リスクを軽減している。情報系授業においては情報リテ

ラシー教育も行っている。過去に重大な情報に関する事故は発生していない。（備付-

規程集-232、備付-規程集-239） 

事務職員は、淑徳大学短期大学部と併設して淑徳大学が設置されているため、淑徳

大学で毎年開催されている淑徳大学特別研修会（FD・SD）へ参加している。令和元（2019）

年度は、淑徳大学特別研修会として、「内部質保証と自己点検・評価について私たちに

できること」という題目で講演が行われ、８月には事務局長、部長、課長、課長補佐を

対象に「大学ガバナンスと教学マネジメント」という題目で講演が行われた。短期大学

部としては、７月に「認証評価に関する」SD 研修会を実施した。SD 研修に関しては、

「教育向上に関する規程」に定めており、研修の内容を検討することとなっている。

（備付-67、備付-規程集-53） 
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また、大乗淑徳学園規程「内部監査規程」に基づき、内部監査室による監査が毎年実

施されている。学園における運営諸活動の遂行状況を適法性及び効率性の観点から公

正かつ独立した立場で点検・評価し、それに基づく情報の提供・改善・助言・提案等を

通じて信頼性の保持と健全な運営の確保を目的としている。内部監査の対象事項は、

業務監査及び財産監査となっている。法令や各種規程の運用状況、会計処理その他多

くの項目について適正な処理が行われているか等の検証を行い、事務処理の改善につ

なげている。（備付-規程集-231） 

本学の事務局は比較的規模の小さい組織であり、各職員は他部署の職員とも日々コ

ミュニケーションをとり、協力・連携しながら業務を進めている。事務局の部署間の情

報共有については、各部署の課長職以上の役職者が出席する「部課長会」を原則月 1 回

開催して、各部署の状況等を報告し情報共有に努めている。 

平成 26（2014）年度に、教職員が学生に関する必要な情報を共有できるポータルサ

イト S-Navi を導入しており、各学生の出欠状況や成績結果等を即時に確認できるよう

になり、随時アドバイザー教員と連携を取りながら学生支援に活かしている。また、学

内の各委員会には関連部署の事務職員も構成員として出席しており、教員と事務職員

が適切に連携しながら学生の学習成果の獲得向上に努めている。 

また、本学の全般的な管理運営を適正かつ円滑に行うために「運営協議会」が設置さ

れており、「運営協議会規程」に基づき、役職教員と事務局長、総務部長、学生支援部

長、課長が構成員となり、原則毎月 1 回開催されている。このほか、課長職以上の事

務職員は教授会にも参加し、教員との連携を図っている。（備付-規程集-48、備付-規程

集-49） 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に

行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 

（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 

（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

教職員の就業に関する諸規程については、大乗淑徳学園の規程として「就業規則」、

「就業規則運用の手引き」、「育児・介護休業等に関する規程」、「有期雇用教職員就業規

則」他、淑徳大学短期大学部規程として「専任教員の勤務時間に関する規則」他を整備

しており、労働基準法等に基づいた適切な人事管理を行っている。（備付-規程集-70、

備付-規程集-134、備付-規程集-135、備付-規程集-136、備付-規程集-150） 

学校法人全体の大乗淑徳学園規程については、ぎょうせい「Super Reiki-Base」 

によりデータベース化されており、教職員は学内のパソコンからどこでも閲覧できる

環境になっている。大乗淑徳学園規程は、淑徳大学規程とともに、このデータベースシ

ステムで管理されているが、淑徳大学短期大学部規程は PDF による、教職員共有フォ

ルダ上での管理となっているため、令和３（2021）年度から同様のデータベースシステ
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ムで一元管理できるように準備を進めている。（備付-規程集-67） 

教職員の就業については、大乗淑徳学園規程及び淑徳大学短期大学部規程に定めら

れているとおり適正に管理している。教職員の日々の出勤管理について、教員は、所定

の場所に配置された「出勤簿」に出勤の都度押印し、総務部の職員が定期的に「出勤

簿」の押印状況を確認・把握している。事務職員については、個人別に「人事管理表」

を作成して就業管理を行っている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

専任事務職員の職員開発（SD）の一環として「専任事務職員人事制度」を導入してお

り、これまで一定の成果を上げている。この制度は、先の述べたとおり「職能資格制

度」を中核として、「人事評価制度」「給与制度」「教育訓練制度」「異動・配置制度」か

ら成り立っているが、この中の「教育訓練制度」について、更なる強化・充実が必要と

考えられる。これまでも事務職員の人材育成に取り組んできたが、よりよい短期大学

にしていくためには事務職員の更なる能力向上は不可欠であり、今後法人本部とも連

携しながら、事務職員の人材育成について充実させて行きたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 

本学園においては、平成 5（1993）年に当時の年功主義から能力主義への転換を図る

べく「専任事務職員人事制度」が導入された。その後、幾度も改編を重ねながら現在に

至っている。当初の制度は処遇のために使用されているイメージが強かったが、現行

の人事制度は職員開発のための制度であることを明確にし、組織目標を達成するため

の自立型組織の構築を目指している。「人事評価」「給与」「教育訓練」「異動・配置」の

諸制度を関連づけ、トータル人事制度として運用されている。組織目標と個人目標が

連動する仕組みとなっていることも大きな特徴である。現在は、「専任事務職員人事制

度」に対する職員一人一人の理解も進み、制度も定着してきた。今後も更に制度を充実

させ、事務職員の能力向上や組織目標達成につなげて行きたい。 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

なし 

 

備付資料 

69．東京キャンパス校地・校舎図面 

70．図書館の概要 
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備付資料-規程集 

51．淑徳大学短期大学部 図書館運営規程 

103．淑徳大学短期大学部 危機管理規程 

104．淑徳大学短期大学部 防災管理規程 

202．大乗淑徳学園 経理規程 

219．大乗淑徳学園 固定資産及び物品管理に関する規程 

220．大乗淑徳学園 固定資産及び物品調達に関する規程 

232．大乗淑徳学園 ネットワーク・システム及びインターネット利用規程 

239．大乗淑徳学園 情報セキュリティ規程 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校

舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（2） 適切な面積の運動場を有している。 

（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 

（5） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、

演習室、実験・実習室を用意している。 

（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等によ

る指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。 

（7） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機

器・備品を整備している。 

（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 

（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席

数等が適切である。 

 ① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 

 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 

（10）適切な面積の体育館を有している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

本学のキャンパスは、東京都板橋区前野町に位置する。校地面積は 28,574.68 ㎡で

あり、短期大学設置基準（校地面積 6,800 ㎡）を満たしている。尚、施設・設備は、淑

徳大学人文学部と共用で使用している。（備付-69） 

運動場は淑徳大学埼玉キャンパスを共有している。また、運動施設としては、3 号館

に体育館（アリーナ）609.41 ㎡、体育室 222.22 ㎡、4 号館にテニスコート 1 面 519.21

㎡を設置しており、学生が運動できるスペースを確保している。これらの運動施設は、

体育や身体を動かす保育関連の授業、課外活動等に有効に利用されている。 

校舎面積は 17,400.88 ㎡であり、短期大学設置基準（校舎面積 5,150 ㎡）を満たし
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ている。令和 2（2020）年３月に新棟が完成し教室・学生食堂が設置されるなど、一層

の充実を図った。 

バリアフリー環境については、各建物にエレベーター(7 号館を除く)及び自動ドア

を設置している。また、１号館・２号館・３号館・４号館・５号館に車椅子対応トイレ

を整備している。 

学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基づ

いて授業を行う講義室、演習室、実験・実習室（音楽室、ピアノレッスン室、情報実習

室、絵画制作室・図画工作室、小児保健実習室、介護実習室、入浴実習室、衣服実習室、

調理実習室）は充分に整備されている。講義室 26 室、演習室 29 室、実験実習室９室、

情報処理学習室４室となっている。特にこども学科のピアノレッスン室の環境は充実

しており、個別の練習室が 16 室、数名で行うレッスン室が７室、電子ピアノ室が１室

整備されている。 

本学においては、通信による教育を行う学科・専攻課程は開設していない。 

学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基づ

いて授業を行う機器・備品は充分に整備されている。また、全学生に個人用ロッカーを

貸与しており、各自の教材等を保管できるようにしている。各校舎の主な機器・備品は

以下のとおりである。 

 

校舎名称 教室名 
主な使用学科・

専攻 
主な機器・備品 

１号館 
音楽室・ピアノレッス

ン室・ピアノ練習室 
こども学科 

アップライトピアノ 29 台、電

子ピアノ 20 台、グランドピア

ノ５台 

１号館 情報実習室・自習室 共通 パソコン 103 台 

３号館 体育館（アリーナ） 共通 

トランポリン２台、マット６

組、肋木１台、バレーボール支

柱・ネット一式２セット 

３号館 介護実習室 介護福祉専攻 

車いす 11 台、歩行介護用具２

台、介護実習用人形７体、在宅

ケアベッド２台、痰吸引訓練人

形５体 

３号館 入浴実習室 介護福祉専攻 
実習用浴槽２台、昇降浴槽１

台、入浴実習用人形１体 

３号館 小児保健実習室 こども学科 
小児保健実習用人形 12 体、蘇

生法モデル人形２体 

３号館 絵画制作室 こども学科 
電動ロクロ１台、電気炉１台、

版画プレス機１台 

４号館 調理実習室 こども学科 

業務用大型冷蔵庫３台、製氷機

１台、電子レンジ８台、ガス炊

飯器 10 台 

 

図書館は４階建ての建物で、面積 1,487.66 ㎡である。これは学術情報基盤実態調査

の私立大学（単科大学相当）の平均と等しく、適切である。開館時間は授業期間中は、

月曜日から金曜日までは９:00～21：00 で、土曜日は９：00～16:30 までとなっている。
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令和２（2020）年度より、新棟が建設されたことにより、６号館から８号館へと名称が

変更された。（備付-70） 

図書館 には約 13 万冊の蔵書があり、座席数は 167 席で、学術情報基盤実態調査の

私立大学（単科大学相当）の平均と等しく、適切である。雑誌数 238 誌、AV 資料数

2,583 点は、前記の平均値と比較すると少ないが、鋭意充実しているところである。 

購入図書選定については、「東京図書館運営規程」に基づき、各教員からの希望、学

生からの希望、図書館事務室職員による選書を取りまとめ、図書委員会において購入

の可否を検討し、最終的には稟議書により学長の決裁を得て発注している。 

近年は、教員及び学生による選書ツアーの実施により、利用者が必要とする資料を

揃えることに力を入れている。 

図書の廃棄については、「東京図書館運営規程」に基づき、破損・汚損が甚だしく修

繕できないものや利用価値が低くなったと考えられる図書について図書館事務室職員

が取りまとめ、稟議書により学長決裁を得た上で廃棄することとしている。（備付-規

程集-51） 

図書収集については、健康福祉学科は、専門性を学ぶことができる図書を 16,423 冊

収集し、提供できるように体制を整えている。また、課題図書・資格試験問題集などは

特別コーナーを設置して学生が利用しやすいようにしている。雑誌については、カリ

キュラムに沿った専門誌を 51 種定期購読している。こども学科についても、専門性を

身につけるため様々な専門図書を収集・整備している。幼児教育・保育・教育・児童文

化・児童福祉に関する図書は 14,894 冊を所蔵している。また、実際の実習等で利用さ

れる絵本・紙芝居・児童書は 8,524 冊を所蔵し、絵本・紙芝居書架については学生が

利用しやすいように１階に配置している。雑誌については、こども学科のカリキュラ

ムに沿った専門誌を 55 種定期購読している。このほかに両学科が利用できる視聴覚資

料についても多数所蔵している。 

体育館については、3 号館内に体育館（アリーナ）609.41 ㎡、体育室 222.22 ㎡を有

しており、体育実技や課外活動等に有効利用されている。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備

している。 

（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 

（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 

（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 

（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 

（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

固定資産等に関連する規程としては、大乗淑徳学園「経理規程」「固定資産及び物品

管理に関する規程」「固定資産及び物品調達に関する規程」を定めている。（備付-規程
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集-202、備付-規程集-219、備付-規程集-220） 

これらの規程に基づいて、施設設備や物品は適切に維持管理されている。また、備品

の管理については学園内共通の備品管理システムを導入して管理を行っている。 

火災・地震対策、防犯対策のため、淑徳大学短期大学部「危機管理規程」「防災管理

規程」を整備している。（備付-規程集-103、備付-規程集-104） 

防災意識を高め、実際に災害が発生した場合統一した対応が取れるよう、年 1 回学

生及び教職員が参加する避難訓練を実施している。令和元（2019）年度は、5 月 23 日

の 2 時限目の時間（11：50～12：15）に避難訓練を実施した。授業中に地震が発生した

ことを想定し、教職員が学生を避難場所へ誘導している。また、全学生に配布している

学生便覧に、「災害発生時の学生対応ガイド」を掲載して不測の事態に備えている。ま

た、非常用の食料・飲料水の備蓄や自動体外式除細動器（AED）の設置（1・3・5・6 号

館）を行っており、万が一の事態に備えている。この他、防犯カメラの設置、機械警備

の設置、警備員の配置等を行い、防犯対策に努めている。 

コンピュータシステムのセキュリティ対策としては、大乗淑徳学園の「ネットワー

ク・システム及びインターネット利用規程」「情報セキュリティ規程」等を整備し、適

切な管理に努めている。また、ネットワーク環境を教員と学生が使用する教育系ネッ

トワークと事務職員が使用する事務系ネットワークに切り分けており、教職員や学生

が使用するコンピュータには、セキュリティソフトの F-Secure をインストールし、セ

キュリティ対策を講じている。（備付-規程集-232、備付-規程集-239） 

省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮については、節電・ごみの分

別・資源のリサイクル等について、全学を挙げて取り組んでいる。また原則として、夏

は冷房 28℃、冬は暖房 20℃に設定することとし、5～10 月の期間はクールビズを実施

している。可能な範囲で照明の間引きを行い、改修工事に合わせて照明器具の LED 化

や人感センサーによる照明設備の導入も行っている。ごみ箱はごみの種別毎に設置し

ている。教授会の資料はすべて Web での確認としており、パソコンやタブレット端末

から確認できるようにしている。ペーパーレス化を進め、可能な限り地球環境保全の

ための配慮を行っている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

本学は、1 つの敷地の中にすべての校舎がある訳ではなく、徒歩約 5 分圏内程度の中

に校舎が点在している。このような状況の中、特に図書館の利用促進が課題となって

いる。これまでも学生に図書館へ足を運んでもらうための対策を検討してきたが、今

後も更なる図書館の利用促進に向けて取り組んで行きたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

なし 

 

備付資料 

71．東京キャンパス LAN 設備 

72．コンピュータ教室の配置図 

 

備付資料-規程集 

なし 

 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門

的な支援、施設設備の向上・充実を図っている。 

（2） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に関

するトレーニングを学生及び教職員に提供している。 

（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持

している。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術的資源の分配を

常に見直し、活用している。 

（5） 教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校

運営に活用できるよう、学内のコンピュータ整備を行っている。 

（6） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援の

ために必要な学内 LAN を整備している。 

（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。 

（8） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うコンピュ

ータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

本学においては、学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・

ポリシー）に基づいた技術サービスや様々な機器、施設等を充分に有しており、その充

実に努めている。全学生にはポータルサイト S-Navi を通じて、履修登録、成績管理、

授業支援などを行っている。また、令和元（2019）年度中に出欠管理端末を各教室に備

え付け、令和２（2020）年度からはすべての授業において出欠管理を行う予定である。

ICT に関しては、法人本部に所属する SE が管理しており、教育設備のみならず、事務

系設備についても一元管理を行い、不具合が生じた際は早急な対応が可能となってい
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る。 

実習、演習等で使用する各種機器については、機器の特性、取り扱い方法等を学生へ

適宜説明している。新入生には入学時のオリエンテーションにて、学内ポータルサイ

ト S-Navi についての説明や情報自習室、図書館（文書検索）等の利用に関するガイダ

ンスを実施している。 

また、教養科目に「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」を配置し、学生の情報リテラシー向上を図

っている。 

１号館に設置された情報自習室、第１・第２情報実習室や４号館の編集スタジオ、フ

リースペース、６号館 PC ルームには、全 96 台のパソコンが設置されている。このう

ち、1 号館の情報自習室と４号館フリースペースは、常に学生に開放されており、学生

はいつでもパソコンを利用することができるようになっている。また、教職員につい

ては、学内ポータルサイト S-Navi について、入職時のオリエンテーション及び年１回

の全教員会の際に、マニュアルの配付や使用方法（変更・改善点等）の説明を行ってい

る。 

技術的資源、設備について、その整備に多額の予算を要するものについては、「中期

計画」において立案・計画し、法令改正や必要に応じた整備を行っている。また、これ

らの技術的資源、設備については定期的な保守点検の実施に加えて、必要に応じて予

算計上する等、維持・充実に努めている。令和元（2019）年度には、学生用と職員用の

パソコンを耐用年数が経過していたことや Windows のバージョンアップに伴い、情報

機器のリプレイスを行った。 

１～６号館については無線 LAN 環境を整備しており、利用希望者は自身のパソコン・

スマートフォン等の情報端末を学内ネットワークに接続することができる。（備付-71） 

学科・専攻・コースの「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に

基づいた技術的資源の分配については、「中期計画」や「単年度計画」において、在学

生数や学科・コース等の方針や必要性に応じて常に見直しを行っている。 

事務職員には専任、臨時等を問わず、１人１台パソコンを用意している。専任教員は

個人研究費（年間 1 人 30 万円）において、パソコンが購入できるようになっている。

こうして、授業や学校運営に活用できるように充分なコンピュータ整備が行われてい

る。また、耐用年数に応じて、定期的にパソコンの入替を実施している。 

令和元（2019）年９月に学内 LAN のエリア拡大整備が完了し、教室内でネットワー

クを利用できる教育環境が整った。これにより情報教室を利用せずとも普通教室にお

いても授業時間内に情報収集を行うことが可能となり、更なる教育効果が見込まれる

ようになった。また、セキュリティ対策及びネットワーク・トラブルが生じた際の障害

の切り分けのため、学内の LAN 環境については、教員・学生用の LAN と事務職員用の

LAN を分離させ、それぞれがインターネットに接続している。（備付-71） 

学生が体感的に知識を習得できるよう多くの教員が、画像や動画等をプロジェクタ

ーで投影するなど視聴覚機器を積極的に利用している。プロジェクターやモニターは、

ほぼすべての教室に設置されている。 

学科・専攻の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に基づいて

授業を行うコンピュータ教室等は充分に整備されている。コンピュータ教室としては、
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１号館に「第１情報実習室」「第２情報実習室」が設置されている。この他の特別教室

としては、「介護実習室」「入浴実習室」「衣服実習室」「小児保健実習室」「絵画製作室」

「音楽室」「ピアノレッスン室」「電子ピアノ室」等の実験・実習室を整備しており、必

要な機器・備品等についても充分に備えられている。（備付-72） 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

淑徳大学の千葉キャンパス及び埼玉キャンパスには常駐のシステムエンジニアを配

置しているが、東京キャンパスにおいては配置されていない。現在は法人本部に所属

しているシステムエンジニアが管理を行っており特段の問題は発生していないが、今

後より充実した情報技術サービス、専門的支援をよりタイムリーに行っていくため、

東京キャンパス常駐システムエンジニアの配置についても検討を進めて行きたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

特になし 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

16．活動区分資金収支計算書（学校法人全体）［書式 1］ 

17．事業活動収支計算書の概要［書式 2］ 

18．貸借対照表の概要（学校法人全体）［書式 3］ 

19．財務状況調べ［書式 4］ 

20．資金収支計算書（平成 29（2017）年度） 

21．資金収支内訳表（平成 29（2017）年度） 

22．資金収支計算書（平成 30（2018）年度） 

23．資金収支内訳表（平成 30（2018）年度） 

24．資金収支計算書（令和元（2019）年度） 

25．資金収支内訳表（令和元（2019）年度） 

26．活動区分資金収支計算書（平成 29（2017）年度） 

27．活動区分資金収支計算書（平成 30（2018）年度） 

28．活動区分資金収支計算書（令和元（2019）年度） 

29．事業活動収支計算書（平成 29（2017）年度） 

30．事業活動収支内訳表（平成 29（2017）年度） 

31．事業活動収支計算書（平成 30（2018）年度） 

32．事業活動収支内訳表（平成 30（2018）年度） 
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33．事業活動収支計算書（令和元（2019）年度） 

34．事業活動収支内訳表（令和元（2019）年度） 

35．貸借対照表（平成 29（2017）年度） 

36．貸借対照表（平成 30（2018）年度） 

37．貸借対照表（令和元（2019）年度） 

38．学園グランドデザイン 

39．中期計画書（平成 30～34 年度） 

40．中期計画書（部門） 

41．事業報告書 

42．事業計画書（令和 2（2020）年度） 

43．予算書（令和 2（2020）年度） 

 

備付資料 

73．寄付金趣意書 

74．財産目録（平成 29（2017）年度） 

75．財産目録（平成 30（2018）年度） 

76．財産目録（令和元（2019）年度） 

77．計算書類（平成 29（2017）年度） 

78．計算書類（平成 30（2018）年度） 

79．計算書類（令和元（2019）年度） 

 

備付資料-規程集 

202．大乗淑徳学園 経理規程 

203．大乗淑徳学園 金銭管理規程 

205．大乗淑徳学園 予算規程 

216．大乗淑徳学園 資金運用規程 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 

 
② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握

している。 

 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 

 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 

 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 

 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 

 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 

 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 

 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適
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切である。 

 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 

 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 

 
① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と

予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 

 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 

 ③ 年度予算を適正に執行している。 

 
④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告して

いる。 

 

⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、

資金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理

している。 

 
⑤  月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

本学校法人においては、５ヶ年の「中期計画」（平成 30 年度～平成 34 年度）を作成

している。この「中期計画」は、学園全体の方針を学園傘下各校へ伝えるとともに、各

校においてそれぞれの財政状況を含めた現状把握、分析等を行いながら「事業計画」を

立案し、それに伴う「財務計画」を立案・策定している。これにより、財政状況の実態

の把握及び財政上の安定確保のための計画の立案及び管理を行うことができている。

その結果、現在の学園の資金収支、事業活動収支、貸借対照表等の財務諸表の数値は一

定の水準を保ち、学園全体の財政状況は良好に推移していると考えている。（備付-39、

備付-40、備付-16、備付-17、備付-18、備付-19） 

法人全体の資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間、順調に推移している。 

資金収支について、過去 3 年間にわたり均衡している。学生生徒等納付金収入につ

いても過去３年間とも 10,400,000千円台で推移しており、安定した状況が続いている。

翌年度繰越支払資金についても、過去３年間 11,000,000 千円台を維持している。令和

元（2019）年度決算の翌年度繰越支払資金は 11,129,942 千円となっている。（備付-20、

備付-21、備付-22、備付-23、備付-24、備付-25） 

また、事業活動収支についても、過去３年間わたり均衡している。過去 3 年間の事

業活動収入計は、14,000,000 千円台～14,200,000 千円台で推移し、事業活動支出計は

12,900,000 千円台～13,200,000 千円台で推移している。その結果、基本金組入前当年

度収支差額について、平成 29（2017）年度がプラス 1,073,281 千円、平成 30（2018）

年度がプラス 1,205,575 千円、令和元（2019）年度がプラス 1,030,070 千円となって

おり、毎年安定した収支差額を計上している。（備付-29、備付-30、備付-31、備付-32、

備付-33、備付-34） 
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本学園においては、前述した「中期計画」によって、入学定員、収容定員が確保でき

れば一定の収支差額が計上できるような財務構造が構築されている。この 3 年間にお

いては、ほぼ計画どおりに学生・生徒・児童・園児の確保ができているため、事業活動

収支において収入超過となっている。（備付-29、備付-30、備付-31、備付-32、備付-33、

備付-34） 

貸借対照表の状況についても順調に推移している。令和元（2019）年度の法人全体の

決算において、貸借対照表における関係比率の中で、短期的な財務の健全性を示す「流

動比率」は 313.2％で大学法人の全国平均 246.6％を上回っている（大学法人の全国平

均は、日本私立学校振興・共済事業団発行「令和元年度版 今日の私学財政 大学・短期

大学編」による、以下同様）。負債総額の総資産に対する割合を示す「総負債比率」に

ついては本法人 6.4％であるの対し大学法人の平均 12.2％、長期的な債務の状況を評

価する「固定負債構成比率」は本法人 2.4％、大学法人の平均は 6.8％と、本法人は健

全な状態を維持している。（備付-35、備付-36、備付-37） 

本学園においては 5 ヶ年（平成 30 年度～平成 34 年度）の「中期計画」を策定して

いる。「中期計画」は「事業計画」と「財務計画」で構成されており、それぞれが学校

法人全体及び部門ごとに作成されている。「財務計画」については、経営・財政状態を

把握し、適正な部門・学園運営を行っていくため、5 ヶ年の「事業計画」に基づいた収

入・支出を計画し、5 ヶ年の部門ごとの「事業活動収支計画表」（部門ごと及び学校法

人全体）、「資金収支計画表」（学校法人全体）が作成されている。この部門ごとの「事

業活動収支計画表」を集約し、学校法人全体の「事業活動収支計画表」が作成されてい

る。これらによって、短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握することが

可能となっている。（備付-39、備付-40） 

前述したとおり、令和元（2019）年度の法人全体の決算において、財務の健全性を示

す「流動比率」において大学法人の平均を上回る数値を残し、負債割合を示す「総負債

比率」も非常に低い数値となっており、財政基盤は非常に安定している。これらことか

らも、将来にわたって短期大学の存続を可能とする財政が十分に維持されていると考

えている。 

退職給与引当金については、期末要支給額から退職金財団等の調整額を控除した

100％を計上している。また、退職給与引当金と同額を「退職給与引当特定資産」とし

て保有しており（令和元年度決算時 1,947,175,835円）、将来に亘る負債に備えている。 

資産運用については、学園規程「資金運用規程」を整備し、適切に運用している。こ

の規程に基づき、理事長を委員長とした資産運用委員会を置き、学外の有識者も委員

として迎え入れ、安全性に配慮した有利な方法によって資産運用を行っている。また、

毎年度理事会に「資金運用方針」を付議し、「資金運用結果」について報告を行い、学

園ホームページにおいて公開している。（備付-規程集-216） 

また、短期大学部の教育研究経費について、令和元（2019）年度決算における教育研

究経費比率は 33.6％となっており、教育研究活動の活性化や質の向上に向けた経費配

分となっている。 

教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）等については、「中期計画」及び「単

年度計画」において適切に資金配分を行っている。令和元（2019）年度の主な施設設備
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予算については、①教育情報機器リプレイス（98,780 千円）②出欠管理システム入替

え（30,470 千円）③学内 LAN 環境整備（10,780 千円）などが計上されており、適切な

資金配分がなされていると考えている。図書等についての令和元（2019）年度予算は、

図書購入 3,800 千円、学術雑誌購入 1,200 千円、新聞雑誌購入 1,545 千円、データベ

ース利用費 500 千円がそれぞれ計上されており、適切に資金が配分されている。 

公認会計士より、監査後監査所見が提出されるので、本学として指摘があれば適宜

対応している。短期大学部については、令和元（2019）年度に提出された監査所見に指

摘事項はなかった。 

教育研究環境整備事業として寄付金の募集を行っている。学校債は発行していない。

本法人は、文部科学省より「特定公益増進法人」及び「税額控除対象法人」の認可を受

けている。寄付金募集については、法人において理事会・評議員会への付議・諮問を行

った上で募集が行われている。学生募集要項に、寄付金について応募は任意であるこ

と、入学前の募集は行っていないことを明記している。また、寄付金募集趣意書におい

ても応募は任意である旨を記載しており、適切な募集が行われている。（備付-73） 

入学定員及び収容定員については、全学挙げて定員充足のために取り組んでいるが、

残念ながら充足できていない。令和元年 5 月 1 日現在、入学定員 340 名に対し入学者

305 名で入学定員充足率は 89.7％、収容定員 680 名に対し在学生 658 名で収容定員充

足率 96.8％となっている。短期大学にとって厳しい状況が続いているが、今後も定員

充足に向けた努力を続けて行きたい。 

本学園においては、次年度の「単年度計画」策定時に、法人と学園各部門において予

算折衝が行われている。予算折衝は、学校法人全体の財政状況及び各部門の実際の在

学生数に応じた財政状況を基に実施されている。したがって、毎年度、収入に応じた、

収容定員充足率に対応した財務体質を維持することが可能となっている。 

本学園においては、長期方針（目標）である「学園グランドデザイン」、そして 5 ヶ

年の「中期計画」（平成 30 年度～平成 34 年度）、そして毎年度の「単年度計画」を立

案・策定している。毎年度の事業計画・予算計画である「単年度計画」は、毎年 9 月頃

から翌年度の計画の立案を開始している。部門ごとに事業計画・予算計画を立案し、例

年 2 月頃に法人と各部門と予算折衝を行い、その後、3 月の理事会・評議員会にて最終

的に決定している。 

事業計画と予算は前年度 3 月理事会・評議員会で決定後、事業計画書と予算書はす

みやかに各部門へ送付されている。（備付-42、備付-43） 

年度予算については、学園規程「予算規程」に基づき、適正に執行されている。「予

算規程」においては、予算編成、予算統制（執行）に関する必要事項が定められ、適切

に運用されている。300 万円以上の予算執行については予算執行稟議書を起案し、理事

長の承認を得ることとなっている。本学においては、30 万円以上 300 万円未満の予算

執行についても学内独自のルールとして、学内予算執行稟議書により 70 万円までは事

務局長、70 万円超 300 万円未満は学長の承認を得ることとしている。（備付-規程集-

205） 

日常的な出納業務については、学園規程「経理規程」「金銭管理規程」に基づき、適

切に運用されている。また、毎月月末の現金・預金の状況について、各部門から法人本
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部へ報告することとなっている。現金については、「金銭管理規程」により部門ごとに

手許現金の限度額が定められている。短期大学部は 300,000 円が上限となっており、

日々の現金の残高が 300,000 円を超えることはない。（備付-規程集-202、備付-規程集

-203） 

資産及び資金の状況についても、学園規程「経理規程」「金銭管理規程」に基づいて、

適正に処理されている。学園統一の会計システムが導入されており、各種元帳や出納

帳も適切に整備され、安全かつ適正に資産及び資金の管理が行われている。また、法人

本部法人財務部主催による「経理研修会」を毎年開催しており、経理担当者のスキルア

ップや情報共有に努めている。（備付-規程集-202、備付-規程集-203） 

学校法人の会計システムにより、毎月経理責任者の管理のもと各種帳票が作成され

ている。日次処理の他、毎月、月次処理が行われており、学校法人全体のデータが法人

本部に集約されている。このデータを基に毎月経理科目ごとの予算執行報告書が作成

され、法人本部において理事長へ報告がなされている。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態

を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 

（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 

（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 

 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 

 ② 人事計画が適切である。 

 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。 

 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費

（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。 

（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 

 

［注意］ 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計

画を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提

出資料ではなく備付資料とする。 

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分

（法人全体）平成 27 年度～」に本学校法人をあてはめると、「A-３」に該当しており、
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この指標による本学校法人の経営状態は「正常状態」となっている。 

本学の将来像については、「学園グランドデザイン」及び「中期計画」によって明確

にされている。「学園グランドデザイン」は、創立 150 周年（2042 年）に向けて本学を

含む学園全部門の将来像、人材育成目標、方向性が示されている。また、「中期計画」

（５ヶ年）においては、教育(・研究)事業、財政基盤の安定、事務組織の業務計画など

について計画し、併せて現状分析（我が校内外の環境分析、これまでの取組み・現状説

明、改善と方策）を行っている。その上で、学園の重点施策への取組及び５ヶ年の各年

度の具体的な取り組み計画を定めている。（備付-38、備付-39） 

本学園においては、５ヶ年の「中期計画」よって、経営実態、財政状況に基づいた経

営計画を策定しており、法人全体及び各部門はこの「中期計画」基づいた活動を行って

いる。現在は、平成 30 年度から平成 34 年度までの５ヶ年の「中期計画」が策定され

ている。この「中期計画」の中で、学生募集対策や学納金計画についても検討されてい

る。 

学生募集対策については、この「中期計画」をベースとし、その上で「募集・入試委

員会」においてより具体的な対策を計画し実行に移している。「募集・入試委員会」に

おいては、他の委員会と同様に年度の初めに具体的な当該年度の計画・目標を立案し、

全教職員の協力を得ながら学生募集活動を行っている。（備付-39） 

学納金計画については、「中期計画」において平成 30 年度から平成 34 年度までの具

体的な収入計画を立案している。学園統一の策定要領が示されており、納付金の算定

基礎人数については、募集目標計画数が入学定員の 1.0 倍以上の部門は（本学は 1.0

倍としている）、計画初年度以降の新入生数については入学定員としている。これは、

毎年入学定員を上回る入学者を確保している部門が多いが、学園として学則定員で運

営できる財務体制を確立するために、敢えて入学定員を上限として計画している。中

期計画立案年度（平成 29（2017）年度）に在籍している学生については、平成 29（2017）

年度の在学生数をベースに退学等減数計画を見込み、平成 30（2018）年度以降の計画

において年次進行させ、より実態に近い数を反映させるようにしている。また、中期計

画５ヶ年の間に学費や入学定員の変更が予定されている場合も、その内容が反映され

るようになっている。 

人事計画についても、「中期計画」において５ヶ年の計画を適切に立案している。中

期計画期間における定年退職者や退職金、退職者の補充者の計上など、より実態に近

い形で人事計画を策定している。また、「中期計画」において人件費比率が 50％を下回

ることも目指している。 

施設設備等の将来計画も、「中期計画」において明確に計画されている。設備計画、

修理改良計画、施設計画、減価償却計画等、平成 30 年度から平成 34 年度の間に行う

施設設備等の計画も適切に立案・計画されている。また、法人において、長期修繕計画

が策定・立案されており、その計画も「中期計画」に反映されている。 

寄付金については、毎年「教育研究環境整備事業寄付金」を募集している。５ヶ年の

「中期計画」においても、寄付金収入を毎年計上・計画している。また、法人本部に

「募金広報室」という部署があり、寄付金募集等についての検討・立案等を行ってい

る。（備付-73） 
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競争的資金等獲得に関しては、学長からも教授会等においてその重要性等を伝え、

多くの教員が獲得するよう促している。また、本学は、遊休資産は有していない。 

本学の収容定員は健康福祉学科 180 名、こども学科 500 名、合計で 680 名であ

り、令和元（2019）年 5 月 1 日現在の学生数は 658 名で、定員充足率 96.8％となって

いる。令和元（2019）年度の予算ベースで、人件費比率は 50.0％（経常収入 926,339,850

円、人件費支出 462,841,000 円）、基本金組入前当年度収支差額は 19,151 千円の収入

超過となっており、学生定員とそれに見合った経費のバランスはしっかりと保たれて

いる。 

また、中期計画に基づいて編成する単年度予算では、毎年度法人と各学校において

次年度の予算折衝が行われている。予算折衝は、学園全体及び各学校の収支のバラン

スを踏まえながら行われており、財政基盤の安定につながっている。 

学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有についても適切に行われている。本

学のおかれている状況や長期方針である「学園グランドデザイン」及び平成 30 年度か

ら平成 34 年度までの５ヶ年の「中期計画」についての SD 研修を、教職員の役職者を

対象として平成 30（2018）年度に実施して、学園・本学の方針や財務状況の理解、浸

透の推進を図り、危機意識の共有も行った。そして、個々の教員へは学科長等から学科

会や各コース会議等の際に、事務職員には事務局長及び各部署長からこうした情報や

方針が適宜伝達されている。 

また、学長からは、教授会等において本学やすべての短期大学が置かれている状況

について適宜説明がなされており、危機意識は十分に共有されている。 

学園では学園の各種情報を記載した「学校法人大乗淑徳学園ハンドブック」を毎年

発行し、全本務教職員へ配付している。「学校法人大乗淑徳学園ハンドブック」には、

学園の沿革、学園の構成、財務、学生・生徒等数、学費他様々な情報が掲載されており、

学園の教職員が学園の全体の情報を共有することに役立っている。また、学園のホー

ムページにおいても、事業報告書、計算書類、財産目録等について公開している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

令和元年 5 月 1 日現在、入学定員 340 名に対し入学者 305 名で入学定員充足率は

89.7％、収容定員 680 名に対し在学生 658 名で収容定員充足率 96.8％となっている。

今後は定員充足を目指し学生募集を強化する必要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

特になし 
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＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

【前回の認証評価の改善計画】（平成 25 年度自己点検・評価報告書より転記） 

現在も学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、必要な教員が配置さ

れているが、専任教員の年齢構成他様々な観点から、より教育効果を高められるよう

な教員組織を模索し、更なる充実を図っていく。 

 学生・教職員の防災に関する意識について、現在は高い水準にあると考えられる。今

後も高い防災意識を維持・向上できるような方策を検討しながら、防災活動に取り組

んで行きたい。 

 学科・専攻の教育課程編成・実施の方針に基づいた、必要な施設・技術サービス・機

器備品等の整備は充分に行われている。しかし、今後も更なる充分な投資を続けて行

くためには、本学の収支状況の改善が不可欠となる。また、平成 26 年度より東京キャ

ンパスに淑徳大学人文学部を開設する計画が立てられている。人文学部と短期大学部

を併設することにより、教育上の相乗効果を期待できるとともに、より効率的な運営

を行うことが可能となるため、財政面での改善も期待されている。 

 

【行動計画の実施状況】 

専任教員の年齢構成について、前回の認証評価時（平成 24 年 5 月 1 日現在）は専任

教員の平均年齢は 53.4 歳と若干高めであった。その後、より教育効果を高めるため新

規に教員を採用する際は能力や経験、研究業績だけでなく年齢にも十分に留意し、令

和元（2019）年 5 月 1 日現在の平均年齢は 51.3 歳と平均年齢を 2.1 歳下げることがで

きた。 

 火災・地震対策、防犯対策については、新入生のオリエンテーション時に志村警察署

のご協力をいただき、防犯についての講演を実施し学生の防犯意識の向上に努めてい

る。また、文化祭においても志村警察署のご協力により、防犯啓発キャンペーンとして

パンフレットやグッズの無料配布や困りごと何でも相談コーナーを設置して、学生・

教職員・地域の方々の防犯意識向上、防犯対策等の推進に努めた。 

本学の収支構造については、これまで毎年経費の削減等見直しを続けてきた。現在

では収容定員を確保すれば一定の収支を計上できる収支構造となっている。また、平

成 26（2014）年に本キャンパスに人文学部が開設された。これに伴い、収支面でも短

期大学単体だけでなく人文学部と合算した「東京キャンパス」としての収支について

も毎年把握、確認を行っている。人文学部においては、平成 30（2018）年度入学者か

ら 45 名の定員増（平成 29（2017）年度までの収容定員 400 名→令和３（2021）年度の

収容定員 580 名）を行っており、今後の東京キャンパスとしての更なる収支構造の改

善が期待されている。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

「専任事務職員人事制度」の中の「教育訓練制度」の更なる充実が課題であると考え
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ている。学園としてこれまでも事務職員の人材育成に取り組んできたが、今後短期大

学・学園全体が発展していくためには、事務職員の能力向上は不可欠である。そこで、

事務職員の人材育成を充実させるべく、現在法人と相談・検討を進めているところで

ある。今後の計画としては、早期導入が可能なものは令和３（2020）年度中から、導入

に時間を要するものは令和３（2021）年度以降に順次新しい教育訓練制度を導入でき

るよう取り組んで行きたい。 

 図書館棟が他の校舎と離れた場所にあるため、学生の図書館の利用促進が課題とな

っている。そのため、これまでも対策を講じてきたが、今後は学生の利便性向上を図り

利用促進につなげていくことを計画している。本学は以前は女子のみの短期大学であ

ったため、現状は男子トイレの数が少ない。そこで令和２（2020）年度中に女子トイレ

1 ヶ所を男子トイレへ変更する改修工事を行う予定としている。また、図書館棟が建設

されたのは昭和 55（1980）年度であり、当初は学生がパソコン等を使用することなど

想定されていなかったため、図書館内にはコンセントが非常に少ない。このため、遅く

とも令和３（2021）年度にはコンセントを増設し、利便性の向上を図ることを検討して

いる。 

 東京キャンパスにおいては、常駐のシステムエンジニアが配置されていない。現在

は、法人部門に所属しているシステムエンジニアが東京キャンパスの管理をしており

特段の問題は発生していないが、今後より充実した情報技術サービスの提供や専門的

支援をよりタイムリーに行っていくため、常駐のシステムエンジニアの配置も検討し

ていきたい。システムエンジニアを配置するには相応の支出が必要となるため、収支

状況も勘案しながら関係各所と相談・検討を行い、令和２（2020）年度中には一定の結

論を出したいと考えている。 

 令和元年 5 月 1 日現在、入学定員 340 名に対し入学者 305 名で入学定員充足率は

89.7％、収容定員 680 名に対し在学生 658 名で収容定員充足率 96.8％となっている。

今後、入学定員充足に向けて、出張講義の積極的な受け入れやオープンキャンパスの

内容充実、高等学校との更なる信頼関係の構築など更なる学生募集の強化を行ってい

く。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

44．寄附行為 

 

備付資料 

80．理事長の履歴書 

81．学校法人実態調査（平成 29（2017）年度） 

82．学校法人実態調査（平成 30（2018）年度） 

83．学校法人実態調査（令和元（2019）年度） 

84．理事会議事録（平成 29（2017）年度） 

85．理事会議事録（平成 30（2018）年度） 

86．理事会議事録（令和元（2019）年度） 

 

備付資料-規程集 

なし 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

 
① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人

の発展に寄与できる者である。 

 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 

 

③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議

決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び

事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 

（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定

機関として適切に運営している。 

 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 

 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 

 
④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい

る。 

 
⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい

る。 

 
⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備してい

る。 

様式 8－基準Ⅳ 
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（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 

 
① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営につい

て学識及び識見を有している。 

 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 

 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

理事長長谷川匡俊は、平成 14（2002）年４月１日に本学園の理事長に就任し現在に

至っている。文学博士の学位を有している。本学園に奉職後、学園内外における数々の

要職を歴任している。平成２（1990）年１月から平成 25（2013）年３月まで淑徳大学

学長も務め、この間、理事長・学長として学校法人傘下各校の発展のため適切なリーダ

ーシップを発揮してきた。平成 25（2013）年４月からは理事長職に専念し、学校法人

の一層の発展のため力を尽くしている。（備付-80） 

「大乗仏教精神」は本学園の建学の精神の基礎となるものであるが、理事長自ら浄

土宗の僧侶としての僧籍を有している。また、建学の精神のもとで培われてきた淑徳

大学並びに学園各部門の歴史や運営に関する資料の収集・保存・研究・公開等のために

平成 22（2010）年４月に「淑徳大学アーカイブズ」を開設し、自ら所長を務め建学の

精神や学祖・長谷川良信が本学園を創設した意志をしっかりと受け継いでいる 

理事長は、寄附行為第 15 条に基づき、この法人を代表しその業務を総理している。

理事長は、平成 14（2002）年４月の理事長就任以来、理事長として常に適切にリーダ

ーシップを発揮し、学園全体を牽引し法人の発展に寄与してきた。学校法人を代表し、

12 の学園全部門（幼稚園から大学・大学院まで）を統括し業務を総理している。（提出

-44） 

また、理事長は、学園の建学の精神に基づいた長期方針・理事長方針である「学園グ

ランドデザイン」を平成 28（2016）年に定め、その中で学園が進むべき方向性を明確

に示している。そして、この「学園グランドデザイン」を踏まえて５ヶ年の「中期計画」

を策定、「中期計画」をベースとして「単年度計画」が毎年立案・策定され、実行に移

されている。 

理事長のもとには、役員等を構成員とする「常務会」（原則毎週月曜日に開催）、役員

等及び各学校等の所属長を構成員とする「校長会」（原則毎月第２金曜日に開催）が協

議機関として置かれており、理事長の方針がタイムリーに学園各学校へ伝達・浸透さ

れている。 

理事長は、決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告

書）について、私立学校法及び寄附行為の定めに基づき、会計年度終了後の毎年５月に

監事の監査を受け、理事会においての議決を経て評議員会に報告し、その意見を求め

ている。令和元（2019）年５月 17 日に監事の監査を受け、その後、令和元（2019）年

5 月 24 日に理事会の議決を経て、同日の評議員会に報告しその意見を求めた。 

理事会は、法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。寄附行為第 12 条

第２項に「理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と規定

されており、適切に運営されている。（備付-84、備付-85、備付-86） 
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理事会は、寄附行為第 12 条第３項及び第５項の規定により、理事長が招集し議長を

務めている。令和元（2019）年度には、７回の理事会が招集、開催された。（備付-84、

備付-85、備付-86） 

理事会においては、５ヶ年の「中期計画」及び毎年策定される「単年度計画」につい

ての審議・検討が行われており、理事会の承認後実行されている。「中期計画」におい

ては、認証評価の目的にも通ずる「教育・研究事業（教育の改革・充実）」などの視点

も含んだ計画が立案・策定されている。また、「単年度計画」においては、各年度の「事

業計画書」を策定しており、平成 30（2018）年度及び平成 31（2019）年度の「事業計

画書」には、本学の認証評価受審に向けた取り組みについても記載・計画されている。

このように理事会は認証評価に対する役割を果たし、その責任を負っている。 

また、理事会においては、学園内外の理事から情報を得るほか、議案等の説明の際や

理事の求めに応じて、学園の発展のために必要な学内外の情報を提供している。そし

て、理事を兼務している学園各校長等からも必要に応じて学内外の情報提供を随時行

っている。短期大学部学長も理事を兼務しており、短期大学発展に必要な情報の提供

を行っている。こうして、理事会は短期大学部そして学校法人のために学内外の必要

な情報を収集・共有し、その発展に努めている。 

理事会は、短期大学を含む学校法人運営に法的責任があることを認識し、適切にそ

の業務を遂行している。令和２（2020）年４月からは私立学校法も改正され、学校法人

役員の責任も法律上明文化された。この法改正に伴い学園の寄附行為も変更されてお

り、理事会も学校法人を運営していくにあたって法的な責任があることを十分に認識

している。 

学校法人運営に必要な規程は、「寄附行為」をはじめとして学校法人大乗淑徳学園規

程集に定められている。この学校法人大乗淑徳学園規程集は法人本部で管理し、適切

に整備されている。また、短期大学独自の規程については、淑徳大学短期大学部規程集

に定められており、短期大学において適切に管理・整備されている。（備付-規程集） 

理事は、法令及び寄附行為に基づき、適切に選任、構成されている。（提出-44） 

理事には学園各学校の学長、校長、園長等も多数選任されており、学校法人の建学の

精神については十分に理解している。また、理事は学園内外の人事でバランスよく構

成されており、それぞれが教育関連やその他豊富な経験・知識を有しており、法人の健

全な経営についての学識及び識見を十分に有している。 

理事の選任については、私立学校法第 38 条の役員の選任の規定に基づき寄附行為を

定め、適切に選任している。寄附行為７条第１項第一号の規定により、この法人の設置

する学校長等の理事が３名、同条同項第二号の規定により評議員の理事が４名、同条

同項第三号の規定により学識経験者の理事が６名、合計 13名の理事が選任されている。

（提出-44） 

寄附行為第 11 条の２第２項第三号に、学校教育法第９条各号に掲げる校長及び教員

の欠格事由の規定を準用し、適切に運用されている。（提出-44） 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞ 

特になし 
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＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 

特になし 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

なし 

 

備付資料 

87．学長の個人調書［様式 18］ 

88．教授会議事録（平成 29（2017）年度） 

89．教授会議事録（平成 30（2018）年度） 

90．教授会議事録（令和元（2019）年度） 

91．委員会議事録 

 

備付資料-規程集 

44．淑徳大学短期大学部 学生懲戒規程 

46．淑徳大学短期大学部 教授会規程 

49．淑徳大学短期大学部 運営協議会規程 

127．大乗淑徳学園 淑徳大学短期大学部学長専任規程 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

 
① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授

会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 

 
② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有し

ている。 

 
③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実

に向けて努力している。 

 
④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定め

ている。 

 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 

 
⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努め

ている。 

（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上
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の審議機関として適切に運営している。 

 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 

 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 

 

③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定

めた教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決

定している。 

 
④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審

議する事項がある場合には、その規程を有している。 

 ⑤ 教授会の議事録を整備している。 

 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。 

 
⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切

に運営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

淑徳大学短期大学部学長について、平成 26（2014）年４月１日より令和２（2020）

年３月 31 日まで前原英明が務めており、令和２（2020）年４月１日から磯岡哲也が新

たに就任した。本報告書は令和元（2019）年度の報告書であるため、令和元（2019）年

度の学長である前原英明について記載している。 

学長は、その幅広いと知識及び高潔な判断力を以って学内を統治している。また、教

職員からの信頼も厚く、学内運営全般に関わり、強いリーダーシップを発揮して本学

の発展に大きく寄与している。そして、その行動力によって法人との交渉も遺漏なく

行っている。（備付-87） 

学長は本学の教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の意

見を参酌して最終的な判断を適切に行っている。学長は、議長としてすべての教授会

に出席し、教授会の意見を適切に参酌し最終的な判断を行っている。（備付-88、備付-

89、備付-90） 

平成 26（2014）年４月に本学学長に就任し現在に至っている（令和２（2020）年３

月 31 日迄）。本学園奉職以前は一般企業に約 20 年勤務しており、学校法人業務のみな

らず社会全般への造詣も深い。学園においては、昭和 63（1988）年６月に入職後、淑

徳日本語学校校長、淑徳短期大学事務局長、淑徳大学事務局長、法人本部事務局長、本

学園理事他を歴任し、短期大学運営のみならず学校法人全般についての知識・経験を

有しており、その力を存分に発揮している。また、学外では日本私立短期大学協会理

事、東京都私立短期大学協会理事に就任している。 

学長は、学生への本学の建学の精神浸透の一環である年３回の宗教行事（４月５日

花まつり、７月 11 日盂蘭盆会、12 月３日成道会）に毎回出席し、学生の建学の精神の

理解促進に努めている。また、年１回６月に開催されている、学園の建学の精神確認の

機会ともなる学園全体の行事、建学式・教職員特別研修会へ本学教職員の出席を促し、

教職員が建学の精神をより深く理解するよう努めている。 

また、年度当初に行われる教授会において、淑徳大学短期大学部として当該年度に

重点的に取り組む課題などについて学長から表明し、短期大学の向上・充実に向けた
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努力を行っている。 

学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）については、淑徳大学短期大学部学

則第 60 条及び淑徳大学短期大学部「学生懲戒規程」において手続きを定め、適切に運

用している。（備付-規程集-44） 

学長は、毎回の教授会の冒頭にその方針や考えを伝達しているほか、本学の全般的

な管理運営を適正かつ円滑に行うため、「運営協議会」を原則毎月１回開催し所属職員

を統督している。運営協議会は、学長、学科長、教務部長、事務局長及び学長の指名し

た者で構成され、学長が議長となり協議を行っている。また、年度の初めに、非常勤を

含めた教員全員を対象に「全教員会」を開催している。「全教員会」では、本学の方針

等の説明や意見交換を行い、所属職員を統督している。（備付-規程集-49） 

学長は、大乗淑徳学園「淑徳大学短期大学部学長選任規程」に基づき選考され、理事

会の議を経て理事長より任命されている。（備付-規程集-127） 

学長は、学則第 51 条及び淑徳大学短期大学部「教授会規程」に基づき、教授会を適

切に開催し、教育研究上の重要事項について教授会の意見を聴取した上で意思決定を

行っており、教授会を審議機関として適切に運営している。（備付-規程集-46） 

教授会が意見を述べる事項については、学則第 51 条第３項第４項及び教授会規程第

２条に定め、教授会に周知している。 

学長は、学則第 51 条第３項第一号から第三号の規定に基づき、学生の入学、卒業、

課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定めた教育研究に関する重要事項について、

教授会の意見を聴取した上で決定している。 

学長は、淑徳大学短期大学部「教授会規程」第９条に基づき、教授会を適切に運営し

ている。本学においては、これまで併設大学と合同で教授会での審議が必要となる事

項が発生したことはない。（備付-規程集-46） 

また、淑徳大学短期大学部「教授会規程」第９条に基づき、教授会議事録を作成し、

資料とともに適切に保管されている。（備付-88、備付-89、備付-90、備付-規程集-46） 

学長は、学習成果や「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）「教育課

程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）「入学者受入れの方針」（アドミッシ

ョン・ポリシー）の三つの方針を学内で明示し、教授会においてもその認識を共有して

いる。また、三つの方針については本学のホームページや淑徳大学短期大学部ガイド

ブックにも掲載され、広く学外へも公表している。 

また、学長は、教育上必要な各種委員会を規程等に基づいて設置し、その適切な運営

に努めている。全般的な管理運営を適正かつ円滑に行うために置かれている運営協議

会は、学長を議長として管理職の教職員で構成され、原則毎月１回開催されている。 

学長は、この運営協議会の他にも、内部質保証の推進に関する事項を審議する内部

質保証委員会、教務に関する事項を審議する教務委員会、学生厚生関係事項を審議す

る学生委員会、学生の就職に関する事項を審議するキャリア支援委員会、その他教育

上・管理運営上必要な委員会を規程等に基づいて設置し、適切に運営している。（備付

-91） 
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＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞ 

特になし 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞ 

特になし 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 

なし 

 

備付資料 

92．監事監査状況（平成 29（2017）年度） 

93．監事監査状況（平成 30（2018）年度） 

94．監事監査状況（令和元（2019）年度） 

95．評議員会議事録（平成 29（2017）年度） 

96．評議員会議事録（平成 30（2018）年度） 

97．評議員会議事録（令和元（2019）年度） 

 

備付資料-規程集 

230．大乗淑徳学園 監事監査規程 

 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。 

（2） 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会及び評議員会に出

席して意見を述べている。 

（3） 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書

を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出してい

る。 

 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事は、寄附行為第６条の規定により、２人または３人置くこととなっている。学園

においては、常勤監事１名、非常勤監事１名を置き、私立学校法、寄附行為、監事監査

規程に基づき、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。（備付-92、
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備付-93、備付-94） 

監事は、大乗淑徳学園「監事監査規程」に基づき、業務監査及び財産状況についての

監査を適切に実施している。また、監事は毎事業年度の初めに「監査計画」を作成し、

「監査計画」に基づいて監査を実施している。令和元（2019）年度には、初等・中等部

門を中心に監査が行われた（淑徳中学・高等学校、淑徳巣鴨中学・高等学校、淑徳与野

中学・高等学校、淑徳小学校、淑徳幼稚園、淑徳与野幼稚園、淑徳日本語学校）。高等

教育部門については、平成 30（2018）年度に大学及び短期大学部の監査が行われた（大

学はキャンパスごとに実施、千葉・千葉第二・埼玉・東京）。（備付-規程集-230） 

また、常勤監事は、学園の方針、計画の策案及び業務執行を円滑に行うための協議機

関として理事長のもとに置かれている「常務会」に毎回出席し（原則毎週月曜日に開

催）、必要に応じて意見を述べている。このほか、理事長のもとに置かれている各学校

等の所属長、役員等で構成され原則毎月１回開催されている「校長会」にも出席し意見

を述べている。 

また、２名の監事は、理事会及び評議員会に毎回出席し、学校法人の業務又は財産の

状況について意見を述べている。 

監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し

ており、当該会計年度終了後２月以内である５月に開催されている理事会及び評議員

会に監査報告書を提出している。令和元（2019）年度については、令和元年５月 24 日

に開催された理事会・評議員会において監査報告書が提出された。監査報告書につい

ては、学園ホームページにおいても毎年公開している。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役

員の諮問機関として適切に運営している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい

る。 

（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員会は、寄附行為第 20 条により、22 人以上 38 人以内の評議員を置くことが定

められている。また、令和元（2019）年度の評議員は 33 名、理事は 13 名であること

から、私立学校法第 41 条第２項において定められている「理事の定数の 2 倍を超える

数の評議員をもって」適切に組織されている。（備付-95、備付-96、備付-97） 

また、評議員会は、私立学校法第 41 条～第 44 条の規定に従い、適切に組織され運

営されている。令和元（2019）年度は、令和元年 5 月 24 日、9 月 17 日、11 月 19 日、

令和２年３月 24 日の合計 4 回の評議員会が開催された。私立学校法第 42 条に定めら

れている「理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない」事項

についても、法令どおりにあらかじめ意見聴取を行っており、理事長の諮問機関とし

て適切に運営されている。 

評議員の選任についても、私立学校法第 44 条及び寄附行為第 20 条の規定に基づき、
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適切に選任されている。寄附行為 20 条第 2 項第一号の規定により、この法人の設置す

る学校長等の評議員が 10 名、同条同項第二号の規定によりこの法人の教職員のうちか

ら理事会において選任した評議員が９名、同条同項第三号の規定によりこの法人の設

置する学校の卒業生で年齢 25歳以上の者のうちから理事会において選任した評議員が

７名、同条同項第四号の規定によりこの法人の功労者又は学識経験者で理事会におい

て選任した評議員が７名、合計 33 名の評議員が選任されている。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情

報を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 

（2） 私立学校法の規定に基づき、財務情報を公開している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、必要な教育情報を本学ホームページに

おいて公表している。この他、淑徳大学短期大学部学則についても本学ホームページ

において公表している。 

また、私立学校法の規定に基づいて、財務情報を適切に公開している。学園ホームペ

ージにおいて財務情報を公開しているほか、学園各部門各事務局にも備え付け、事業

報告書、計算書類、財産目録、監事監査報告書、資金収支計算書推移表、事業活動収支

計算書推移表・財務比率、貸借対照表推移表・財務比率の財務情報をそれぞれ公開し、

説明責任を果たしている。学園の資金運用についても、学園ホームページにおいて毎

年度の資金運用方針・運用管理体制について積極的に公開している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 

特になし 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

特になし 

 

 

＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

【前回の認証評価の改善計画】（平成 25 年度自己点検・評価報告書より転記） 

学校法人全体及び本学ともに、リーダーシップは適切発揮され、ガバナンスは適切

に機能しており、順調に学校法人及び短期大学運営が行われている。しかし、現状に甘
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んずることなく、学校法人及び短期大学の更なる発展・充実に向けた努力を継続して

行く。 

評議員会は、寄附行為に定められた通り選任され、バランスよく適切に運営されて

いるが、大乗淑徳学園の発展のためにもより積極的な意見が期待される。 

【行動計画の実施状況】 

 学校法人全体及び本学ともに、リーダーシップは適切に発揮され、ガバナンスも適

切に機能している状態が継続している。理事長においては、平成 28（2016）年度に理

事長方針であり学校法人全体の長期計画でもある「学園グランドデザイン」を策定し

学園が進むべき方向性を教職員に示すなど、学校法人全体を先頭に立って牽引してい

る。短期大学部学長においては、一般企業や学園内の要職の経験を活かしながら教職

員を統率し、更なる短期大学の充実・発展に大きく寄与してきた（平成 26（2014）年

４月～令和２（2020）年３月まで前原英明学長、令和２（2020）年４月～磯岡哲也学

長）。 

 また、理事会・評議員会についても適切に構成、運営されており、順調な学校法人運

営がなされている。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

特になし 

 

 

 



正誤表 
 

自己点検・評価報告書にて、記載内容に誤りがございましたので、下記の通り訂正させて
いただきます。 
 

訂正箇所 誤 正 

49 頁 
3 行目 

障害児者 障がい児者 

61 頁  
下から 1 行目 

卒業生就職先アンケートよって 卒業生就職先アンケートによって 

66 頁 
20 行目 

図書館運営委員会 図書委員会 

70 頁 
7 行目 

障害者 障がい者 

77 頁 
9 行目 

准教授 11 名 准教授 10 名 

77 頁 
10 行目 

助教 3 名 助教 4 名 

 


